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１. 総論 

 

 

１.１ 目的 

 

 

国税庁においては、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権等を一元的

に管理し、各種の事務処理を行うため、国税総合管理（以下ＫＳＫとする）システムを運用しているが、

平成１５年７月に決定された電子政府構築計画において、個別業務・システムの 適化の一環として

「旧式（レガシー）システム見直しのための財務省行動計画（アクション・プログラム）」に基づき、ＫＳＫ

システムについて必要な見直しを行うこととされた。 

このため、効率性・経済性の観点を中心として、安定性及び信頼性並びにセキュリティの確保等の

観点を踏まえて刷新可能性の調査を実施する。 

なお、業務の見直しについては、本調査後の 適化計画の策定において詳細な検討が予定され

ている。したがって、本調査は 適化計画の策定のための予備的調査としてシステム面を中心に調

査を実施する。 
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１.２ 刷新可能性調査の概要 

 

 

ＫＳＫシステムの改善に向けて刷新可能性の調査を以下の観点により実施した。 

 

(1) 調査の観点 

 

① 安定性及び信頼性 

 

ＫＳＫシステムが国税の基幹システムとして税務行政の根幹となる各種事務処理を行ってい

ることを踏まえ、安定性及び信頼性の観点から、現行システムの構成（ハードウェア、ソフトウェ

ア、データベース（以下ＤＢとする）、ネットワーク）及びその運用状況を検証した。 

 

② セキュリティ 

 

データのバックアップを含め、税務情報という極めて守秘性の高い情報を処理していることを

踏まえ、セキュリティの観点から検証した。 

 

③ 効率性 

 

国税事務のフロー及びその業務量を踏まえ、各システムの構成が効率的かつ合理的なもの

となっているかについて検証した。 

ポイントとして、主にシステムの機能と使用状況を中心に現状把握調査（開発環境は除く）し、

業務の要求に対するシステム側の処理の合理性について評価した。 

 

④ 現行システムの経済性 

 

現在随意契約で行われている調達について、費用算定方法の妥当性を検証するとともに、調

達方式を変更する場合の課題及び問題点について検討した。 

ポイントとして、調達方法の妥当性を調査し検証するとともに、入札方式拡大の可能性につい

て評価した。 
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⑤ システム見直しの経済性 

 

オープンシステム化1が調達における競争環境の確保にも繋がることを視野に入れつつ、オー

プンシステム化による刷新の可能性について、既存システムとの経費比較を行い経済性の検証

を行った。また安定性及び信頼性並びにセキュリティ確保等の観点から検証した。 

 

(2) 調査項目 

 

刷新可能性調査の作業項目は以下のとおりである。 

 

① 現状把握 

 

現状のＫＳＫシステムに対して、以下の点について調査・分析を行った。 

 

・業務システム特性 

ＫＳＫシステムの各業務システム2の特性について、業務要件、目的、開発規模、開発

費用、変更・改造状況、処理形態、利用状況等について調査を行った。 

 

・コスト構造  

平成１４年度ＫＳＫシステム関係予算から現在のＫＳＫシステムに係るコスト構造及び

ホストコンピュータ借料、端末機等3借料について、調査を行った。 

 

・契約状況 

ＫＳＫシステムの関連機器等の調達について、現状の契約状況及び費用算定方法の

妥当性の観点から調査を行った。 

 

・安定性及び信頼性 

ＫＳＫシステムにおけるシステム構成の安定性及び信頼性について調査を行った。 

 

・セキュリティ 

ＫＳＫシステムにおけるセキュリティ対策の整備状況に関する調査を行った。 

                                               
1 オープンシステムとは、メインフレーム系システムに対する言葉としてよく使用されるが、標準的（国際標準又は業界標準を含

む）、又は、技術や仕様が公開されているハードウェアやソフトウェア等の組み合わせにより構築する、メーカに依存しないシステ

ムを指す。 
2 ＫＳＫシステムを構成するサブシステムは各業務単位に存在することから、これらのサブシステムを「業務システム」と言う。 
3 端末機、ＯＣＲ関連機器、サーバ、プリンタ、ＬＡＮ設備、通信機器（ルータ）、端末機等に係るソフトウェアを指す。 
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② 問題点及び検討課題抽出 

 

現状調査・分析結果を基に、効率性、経済性、安定性及び信頼性並びにセキュリティの観点

から、問題点又は検討が必要と思われる事項を抽出した。 

 

③ 改善策検討 

 

抽出された問題点及び検討課題に対して、システム面、調達面、セキュリティ面についてそれ

ぞれの改善策を検討した。また、改善策検討に当たっては、ＫＳＫシステム全体の統一的対策を

考慮の上、オープンシステム化の方法、オープンシステム化の時期などを含めた具体的対策の

検討を行うとともに、オープンシステム化後のシステムについて以下の観点から、その実現性を

検証した。 

 

・効率性の検証 

・経済性の検証（既存とオープンシステム化後システムとの経済比較） 

・安定性及び信頼性の検証 

 

(3) 調査方法 

 

調査方法としては、ＫＳＫシステム関連資料等の収集とヒアリングなどにより行った。 
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１.３ 調査結果の概要 

 

 

調査結果の概要は以下のとおりである。 

 

１.３.１ ＫＳＫシステムの概要 

 

ＫＳＫシステムは、国税庁事務管理センタと国税庁・国税局・税務署（以下庁・局・署とする）をネット

ワークで結ぶ全国規模のシステムであり、税務行政の根幹となる各種事務処理を行うシステムであ

る。納税者の権利・義務に直結すること、特に確定申告期は処理が中断すると大きな影響を与えるこ

とから、高い安定性及び信頼性の確保が求められる極めて重要なシステムである。 

また、申告納税額等の個人情報を取り扱うため、セキュリティについても十分に注意しなければな

らないシステムである。 

 

１.３.２ 現状把握及び問題点・検討課題抽出 

 

ＫＳＫシステムの各業務システム特性について現状を把握するために、業務要件、目的、開発規模、

開発費用、変更・改造状況、処理形態、利用状況等について、業務フロー、業務量、機能、利用状況

を中心に、効率性・経済性の観点から調査・分析した。また、予算額、契約状況についてコスト構造及

び調達方法を中心に、コスト低減の可能性有無の観点から調査・分析を行うとともに、現行システム

の安定性及び信頼性並びにセキュリティ確保の状況についても調査・分析を行った。 

その結果、以下の点が問題点及び検討課題としてあげられる。 

 

(1) 必ずしもメインフレームでの運用を必要としない業務システムがある 

 

ＫＳＫシステムは２４の業務システムで構成されており、開発規模も約３７ＭＳｔｅｐ1もある大規模

なシステムである。この業務システムの中には、業務特性として高信頼性が必要な業務システム

のほか、情報検索系や簡易な機能の業務システム等、種々の業務システムがある。ＫＳＫシステ

ムの開発に着手した平成２年当時としては技術面においてはメインフレームコンピュータが中心で

あり、その時点ではメインフレームという選択が妥当であったが、現時点においては機能的に簡易

な業務システム等についてはサーバ等で対応可能なものがある。 

                                               
1 ＭＳｔｅｐとは、メガステップのことを指す。 
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(2) 利用率の低調な業務システムがある 

 

業務管理情報（ＭＩＳ）は、業務管理上必要な集計・分析の帳票等を出力するシステムであるが、

利用率が低い帳票が見受けられる。そのため、現在利用率の低い帳票の削減に向けた検討が進

められている。 

 

(3) 類似のデータがある 

 

課税系1の主要業務システムでは、法令による遡及処理のために原則７年間データを保存してお

り、業務管理情報においても、検索効率を高めるため、目的別ＤＢとして各業務システムと同様に

７年間データを保存している。 

 

(4) システム構成品が比較的高価であり改善の余地がある 

 

ＫＳＫシステムは、ＩＢＭ・ＮＥＣ・日立の３ベンダのホストコンピュータによるマルチベンダ構成であ

るが、平成１４年度予算額におけるコスト構造分析によると、ホストコンピュータ借料、端末機等借

料、国税局ＯＡセンタ機器借料、及び査察コンピュータ借料は合わせて３８２億円となり、全費用５４

５億円の７０％を占めている。ホストコンピュータには高い安定性及び信頼性を実現するためメイン

フレームを利用しており、また、端末機、オフィスサーバ、ＯＣＲマスターステーション及びＯＣＲイメ

ージサーバには、オペレーティングシステム（以下ＯＳとする）としてＯＳ／２等が動作するパーソナ

ルコンピュータ（以下ＰＣとする）やサーバを使用している。ホストコンピュータは同等性能のサーバ

と、また端末機及びオフィスサーバ等は同等の汎用ＰＣ及び汎用サーバと比べると高価であり、シ

ステム構成品が比較的高価となっているものがあるため、改善の余地がある。 

                                               
1 所得税・消費税、資産税、法人税・消費税、源泉所得税、酒税、鑑定、間接諸税、財産評価、審理室、非課税貯蓄限度額管理

の各税目を示す。 
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(5) 調達方法や調達単位に改善の余地がある 

 

ＫＳＫシステム関連機器の調達について、現状はホストコンピュータ、通信回線、端末機等、技術

支援（ＳＥ1）をまとめて一括で一社と随意契約している。端末機等のうち、端末機、サーバ、プリンタ、

ＬＡＮ設備については、更改時期が到来したものから入札方式化を実施してきている。 

しかしながら、まだ、随意契約及びまとめて一括契約しているものが多いので、分割調達などの

見直しにより入札拡大による調達額の低減が期待できるものがある。 

 

(6) バックアップセンタがなく、ハードウェアの磨耗故障期に入る 

 

安定性及び信頼性については、ハードウェアとして高信頼性のメインフレームを使用しており、シ

ステム構成としてベンダ機器ごとの予備機の設置、一部機器故障時の縮退運転方式の採用、電

源部の二重化等の対策を実施しているが、大災害等を想定したバックアップセンタはない。 

また、ホストコンピュータは設置後５年を経過するので、ハードウェアライフサイクルとして磨耗故

障の増加する期間に入る。 

バックアップセンタについては平成１７年度に設置する予定で計画している。また、ＫＳＫシステ

ムのハードウェアのリプレースについては、平成１７年度に実施する予定で計画しており、改善策

が実施又は計画されてきている。 

 

(7) 端末機統合時等におけるセキュリティを確保する必要性がある 

 

現在進められている端末機統合により、ＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業

務システムの全てのシステムを１台の端末機で処理することになるので、セキュリティ確保につい

て検討する必要がある。 

                                               
1 System(s) Engineer の略称。 
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１.３.３ 改善策検討 

 

ＫＳＫシステムに対する改善策の検討に当たっては、システム面、調達面、セキュリティ面における

改善策に分けて検討した。 

 

(1) システム面における改善策 

 

システム面における改善策の検討については、ＫＳＫシステム全体として統一のとれた改善策を

考慮した上で個別業務システムのシステム改善案を検討する必要があるので、ＫＳＫシステム全体

としてトータルコストの削減に向けた改善策をオープンシステム化の可能性という観点から、安定

性及び信頼性を考慮しつつ検討した。その結果は以下のとおりである。 

 

① オープンシステム化の技術動向・事例 

 

オープン系システムは汎用であるためコスト面での効果が期待できることと、安定性及び信頼

性確保のための技術（分散技術・冗長化技術・リソース管理技術）として、サーバ等のクラスタリ

ング等がかなり一般の技術となって普及し、オープン系システムにおいても安定性及び信頼性

の向上が進みメインフレームとの差が縮小傾向にあることから、市場においてオープンシステム

化の動きが進みつつある。 

 

しかしながら、金融機関のように特に高い信頼性を要求する業種においては、先端的な事例

としてメインフレームからオープン系システムに置き換えるケースが出てきてはいるものの、現状

では一部の特定のユーザーに過ぎない。多くの企業は高い信頼性を確保するためメインフレー

ムの堅牢性を重視している。また、オープンな環境で高信頼性のシステムを作っていくには、ＯＳ

からミドルウェアまでサポートが複数に分かれるため、故障原因の切り分けが難しくなるなどの

問題があることから、メインフレームを使用しているのが現状である。 

 

ＫＳＫシステムは、銀行のシステムと同様に基幹系システムと情報系システムから構成され、

また全国の局・署をネットワークで接続し、全ての納税者の申告事績や国税債権等について管

理している。このことからＫＳＫシステムの基幹系システムは、規模及び重要性において、経済

的、社会的に高信頼性の確保が求められることを業務要件とするシステムの代表とも言われる

大手都市銀行の勘定系システムと類似したシステムと捉えることができる。大手都市銀行にお

けるオープンシステム化事例は、情報系システムのオープンシステム化と他システムとの接続シ

ステム等周辺のシステムのオープンシステム化までであり、勘定系システムそのものがオープン

システム化された事例はない。 
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② ＫＳＫシステムのオープンシステム化検討 

 

オープンシステム化の対象は以下のとおりとする。 

 

ア. ホストコンピュータのオープンシステム化（オープンシステム化対象業務システムのサーバ

化） 

イ. 端末機等のオープン化（端末機及びＯＣＲマスターステーションの汎用ＰＣ化、オフィスサー

バ及びＯＣＲイメージサーバの汎用サーバ化） 

 

また、効率性・経済性・安定性・信頼性等から検討した結果は以下のとおりである。 

一般的には、安定性及び信頼性を重視する場合はメインフレームが適しているが、経済性・効

率性においてはオープンシステム化による方法が現時点では適していると考える。 

ＫＳＫシステムのように納税者の権利・義務に直結した処理を行う大規模なシステムには、安

定性及び信頼性確保の面からオープンシステム化を図ることが難しい課税系や債権管理等の

業務システムがあるが、現時点においてオープンシステム化に適した情報検索系や簡易な機能

等の業務システムも存在するので、それらについてオープンシステム化を進めることが望まし

い。 

 

ホストコンピュータのオープンシステム化対象業務システムについては、高信頼性が必要な業

務システムは検討の結果オープンシステム化対象外となるので、上で述べたように現時点にお

いてオープンシステム化に適した業務システムは、以下のように考える。 

 

鑑定、資料調査、財産評価、審理室、総務、会計、税務相談、人事、厚生、課税事績検索、業

務管理情報、企画、査察、非課税貯蓄限度額管理 

 

③ 改善策 

１．３．２（１）～（４）の問題点及び検討課題については、オープンシステム化対象の業務シス

テムに含まれることから、オープンシステム化による改善策として、メインフレームでの運用の見

直し、システム構成品のコストダウンを行い、また、オープンシステム化に伴う改善策として不要

機能等の削除、類似データの解消を行うことにより、問題点及び検討課題の解消も可能になる

と考える。 
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④ 実現性検証 

 

改善策の実現性について効率性、経済性、安定性及び信頼性の観点で検証した。 

 

ア. 経済性 

 

オープンシステム化対象となる業務システムについて、既存システムとオープンシステム

化後のランニングコストを試算した。その結果、イニシャルコストを、５年間で回収する場合は

当該オープンシステム化部分についてみれば、現状のランニングコストに比べ約２０％削減

になると試算される。 

なお、これらの数値は前提条件を設定して試算した参考値であり、実際のオープンシステ

ム化コストは業務別に詳細な検討を行う必要がある。また、既存システムについても現状機

器の調達時の価格をベースとしており、近年メインフレームのハードウェア費用の低減化傾

向があるので、ホストコンピュータがリプレースされた場合には、経済比較を行い効果を見直

すことが必要である。 

 

イ. 効率性 

 

オープンシステム化により新機能追加時の再利用率向上、ハードウェア・ソフトウェアのベ

ンダ依存率の低下、ベンダ間のソフトウェア流用率の向上、開発・運用環境の共通化等を図

ることが可能であり、従来以上に効率的な作業が可能と考える。 

 

ウ. 安定性及び信頼性 

 

今回のオープンシステム化対象システムは高信頼性が必要なシステムを除いている。ま

た、オープンシステム化後のＫＳＫシステム構成では、安定性及び信頼性の確保というシス

テム要件を満たすために、サーバのクラスタリング化又は二重化及びＬＡＮの二重化の対策

実施を考慮しており、一部機器故障時もオンライン運用が継続可能であることから、業務要

件に合った安定性及び信頼性を確保できると考える。 

 

 

以上の検討結果から、コスト削減の効果が期待できるとともに効率性が改善され、安定性及

び信頼性の確保も可能であることから、オープンシステム化の実現性があると考える。 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

11

 

⑤ 段階的オープンシステム化計画 

 

オープンシステム化時期については、業務システムの重要度、他業務システム等との関連度、

効率性、開発期間を考慮して以下のように二段階に分ける。 

 

ア. ステップ１：平成１７年のリプレース期を目途に短期間でオープンシステム化を検討 

するもの。（簡易、一般的業務、独立性の高い業務システム） 

 

鑑定、審理室、総務、会計、税務相談、人事、厚生 

課税事績検索、非課税貯蓄限度額管理 

 

イ. ステップ２：次回のリプレース期を目途に比較的長期にオープンシステム化を検討 

するもの。（他と連携度の高い業務システム等） 

 

資料調査、財産評価、業務管理情報、企画、査察 

 

なお、現時点においては、上記のとおり実施可能と考えられるが、具体的なオープンシステム

化の実施時期については、政府全体として進められている府省共通システムの検討などシステ

ムに関係するさまざまな要因との整合性を踏まえて決定する必要がある。 

 

また、オープンシステム化によるコスト削減効果を更に上げるためには、業務分析をした上で

業務とシステム全体としての改善について別途検討する必要があるものもあると考える。そのた

めには、 適化計画の策定の中で業務システムのスリム化についての検討が行われる必要が

ある。 

 

更に、現時点においては、業務の重要性、安定性及び信頼性等の影響度を考慮し、オープン

システム化の対象外となっている業務システムについても、技術進歩のスピードの速さ及び市場

動向の変化を考慮の上、 適化計画策定の中で再度見直すことが必要である。 
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(2) 調達面における改善策 

 

調達方法に関する問題点及び検討課題について検討した改善策は以下のとおりである。 

 

① ＰＭ1業者の導入 

今後調達単位を弾力的に設定し、国税庁のシステム全体の適切なコントロールを実施してい

くために、発注者側の立場に立ったＰＭ業者の導入を図る。 

② 調達単位の見直しによる入札の拡大 

ホストコンピュータ、通信回線、端末機等をまとめて一括で随意契約している方式を、分割調

達することにより入札化を図る。 

③ システムの汎用化による入札の拡大 

ＯＣＲ関連機器のうちＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスターステーション並びにオープンシス

テム化に伴うオープン系システム機器等の調達の入札化を図る。 

 

なお、平成１７年度に予定されているホストコンピュータリプレースにおけるハードウェア調達に

ついては、システムを稼働させながら、長期間にわたるリプレース作業を実施することから、現状

のサービスレベルを維持した安定的な運用を確保するためには、各ベンダを一括調達する必要が

ある。 

 

また、今後のオープン系システムの調達については､新規システムの開発の場合、プログラム開

発（ハードウェアとのアンバンドル化）、サーバ等の機器、端末機等を安定的な運用を考慮しつつ、

業務システム単位、導入時期単位、又は端末機等の項目単位に分割を検討し、個別の契約とする

等により、入札の可能性拡大を検討するとともに調達の透明性・公平性を確保するなど弾力的に

実施する必要がある。 

                                               
1 Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔの略称。 
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(3) セキュリティにおける改善策 

 

セキュリティに関する問題及びオープンシステム化後のセキュリティ確保に対して検討した結果

は以下のとおりである。 

ＫＳＫシステムのうち、オープンシステム化対象の業務システムが利用するＯＡ系業務システム

のネットワークについては想定される脅威と現時点で取られるべき対策としてファイアウォール、ＩＤ

及びパスワードによる本人認証等、現在の技術及び社会的な観点から見て、考えられる一般的な

対策を採っている。 

しかしながら、現状の国税庁ＷＡＮ（ＯＡ系業務システム帯域（以下、ＯＡ帯域という））は外部と

の接続があることから、ＫＳＫシステムのうち、オープンシステム化対象の業務システムがＯＡ系業

務システムのネットワークを利用する場合には、外部からの侵入等対策として、現状と同様のセキ

ュリティを確保するために、外部と接続しないネットワーク構成とする必要があると考える。外部か

らの侵入等への対策としてこの対策を採ることにより、現状のＫＳＫシステムと同様のセキュリティ

を確保することができる。 
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２. 現状把握 

 

 

２.１ ＫＳＫシステムの概要 

 

２.１.１ システムの概要 

 

ＫＳＫシステムは、国税庁、全国１２国税局（沖縄国税事務所を含む）及び５２４税務署をネットワー

クで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力し、国税債権等を一元的に管理するなど、地域や

税目を越えた情報の一元的な管理を行うことにより、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度

化・効率化を図るために導入したコンピュータシステムである。平成７年以降、順次導入が進められ

平成１３年に全国導入が完了している。 

ＫＳＫシステムの導入は、各種情報の税務調査や滞納整理への活用など、適正・公平な課税の実

現に寄与するとともに、納税者からの問い合わせへの対応や納税証明書発行等の迅速化など納税

者利便の向上にも寄与している。 

業務特性としては、申告・申請の処理量において特に確定申告期は一時期に集中するという特徴

がある。このため迅速かつ確実に処理する必要があり、処理が中断すると納税者等へ大きな影響を

与えるシステムであるので、極めて高い安定性及び信頼性の確保が求められている。また、申告納

税額等の個人情報を取り扱うため、セキュリィティについても十分に注意しなければならないシステム

である。 テラバイト1 

 

 

                                               
1  約 1,000 ギガバイト（1 ギガバイトは約 1,000 メガバイト）のこと。 

ＫＳＫシステムのシステム構成 

 ・ホストコンピュータ(メインフレーム) １０台(本番用 7 台※、開発･研修用 3 台) 

 ・磁気ディスク容量 

本番用   約２６．６テラバイト 1（以下ＴＢとする） 

開発・研修用  約 ７．８ＴＢ 

 ・プログラム保有規模  約３７ＭＳｔｅｐ 

 ・業務システム数          ２４業務システム 

 

※局ＯＡシステム、査察システムのシステム構成を除く 
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国税庁の組織は、東京に国税庁が置かれ、１２の国税局（沖縄国税事務所を含む）及び５２４の税

務署から構成されている。また、国税庁の施設等機関として税務大学校が設置されているほか、特

別の機関として国税不服審判所が設置されている。 

国税庁は専ら税務行政の執行に関する企画・立案等を行い、これを国税局（沖縄国税事務所を含

む）に通達し、国税局と税務署の事務を指導監督する行政機関である。 また、中央官庁として税務

の執行に関して、各省庁その他の機関との折衝、合議を行う。国税庁は長官官房と課税部、徴収部、

調査査察部の３部で構成されている。 

国税局（沖縄国税事務所を含む）は、国税庁の指導監督を受け、税務署の賦課徴収事務について

指導監督を行うとともに、自らも一定の賦課徴収事務を行う。国税局の管轄区域は、複数又は単数

の都道府県単位で構成されている。 国税局は総務部、課税部、徴収部及び調査査察部で構成され

ている。 

税務署は、国税庁や国税局の指導監督下に設置された、国税の賦課徴収を担当する第一線の執

行機関である。 各税務署の管轄区域は、原則として行政区域に従って幾つかの市や郡、又は町村

を管轄区域としているが、規模の大きな都市では１つの都市に複数の税務署が設置されている。 税

務署は、総務課、管理・徴収部門、個人課税部門、法人課税部門で構成されている。 

 

税務行政に関する参考数値 
○ 職員数     約 56 千人 

○ システムのユーザ数   約 54 千人 

○ 申告件数 所得税   20,873 千件 （平成 14 年分） 

  法人税    2,723 千件 （平成 14 事務年度） 

  消費税    2,126 千件 （平成 14 年度） 

○ 給与所得の源泉徴収義務者数  3,906 千人 （平成 15 年 6 月 30 日現在） 

○ 法定資料枚数   91,996 千枚 （平成 14 事務年度） 

○ 徴収決定済額      51 兆 7,942 億円 （平成 14 年度） 

○ 滞納残高        2 兆 2,519 億円 （平成 14 年度） 

○ 税務調査 所得税関係 処理件数    768 千件 （平成 14 事務年度） 

    申告漏れ所得金額  8,565 億円 （平成 14 事務年度） 

  法人税関係 処理件数    122 千件 （平成 14 事務年度） 

    申告漏れ所得金額   1 兆 5,555 億円 （平成 14 事務年度） 

○ 滞納整理（平成 14 年度） 

   処理件数  2,118 千件 （平成 14 年度） 

   整理済額     1 兆 3,370 億円 （平成 14 年度） 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

16

 

(1) 全体構成 

 

全体構成を図 ２.１-１「ＫＳＫシステムの全体構成概念図」に示す。 
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図 ２.１-１ ＫＳＫシステムの全体構成概念図 
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(2) ネットワーク構成 

 

ネットワーク構成を図 ２.１-２「ＫＳＫシステムのネットワーク概略図」に示す。 
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テ
ム
」

「
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
」

東京
ネットワーク
センタ

「国税電子申告・納税受付センタ」

「
Ｏ
Ａ
系
業
務
シ
ス
テ
ム
」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ＦＲ交換機

ルータルータ

サ
ー
バ
群

ＫＳＫメインフレーム群ファイア
ウォール

ターミナルアダプタ

*1.マルチペイメントネットワークシステム

ルータ ルータ

ＦＲ交換機 ＦＲ交換機

ターミナルアダプタ

ファイア
ウォール

ルータ

ターミナル
アダプタ

ターミナル
アダプタ

ターミナル
アダプタ

ルータ ルータ

 

図 ２.１-２ ＫＳＫシステムのネットワーク概略図 
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(3) 機器構成 

 

機器構成を図 ２.１-３「ＫＳＫシステム機器概要図(センタ設置機器)」、図 ２.１-４「ＫＳＫシステ

ム機器概要図(局署設置機器)」に示す。なお、開発・研修機は予備機と兼用されている。 

 

開発及びﾃｽﾄ
実施場所

①　ホストコンピュータは、ＩＢＭ（３台）、ＮＥＣ（３台）、日立（４台）計１０台で構成されるマルチベンダである。
②　本番用ディスク容量は合計約２６．６ＴＢである。
③　開発・研修用ディスクは合計約７．８ＴＢである。
④　各ホスト機器には磁気ディスク装置のほか周辺機器として｢ホストプリンタ｣｢テープ装置｣等が接続されている。　
⑤　査察システム用ホストコンピュータが①とは別に東京、大阪及び名古屋国税局に１台づつ計３台設置されている。
⑥　各局〈所〉のＯＡセンタにホストコンピュータが各１台づつ計１２台設置されている。
　※　ＯＡセンタとはＫＳＫシステムを補完するため、各国税局（所）に小型ホストコンピュータを設置して、
       各種の分散処理や各局独自の施策に基づいた処理を運用しているものである。

庁・局・署

資料調査ｼｽﾃﾑ用

型番:日立 MP5800/215E
メモリ:4,096MB

課税用①

型番:日立 MP5800/315E
メモリ:4,096MB

課税用②

型番:日立 MP5800/315E
メモリ:4,096MB

型番:日立 MP5800/225E
メモリ:4,096MB

納税者情報管理用

型番:NEC PX7800/358SV
メモリ:1,536MB

債権管理・徴収用

型番:NEC PX7800/378SV
メモリ:3,072MB

開発・研修用（ＮＥＣ）

型番:NEC PX7800/328SV
メモリ:3,072MB

運用監視用

型番:IBM 9672/RA6
メモリ:2,560MB

業務管理情報・官房用

型番:IBM 9672/R36
メモリ:8,192MB

開発・研修用（ＩＢＭ）

型番:IBM 9672/RB6
メモリ:8,192MB

本
番
用
高
速
Ｌ
Ａ
Ｎ
（
Ｆ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
）

通信機器

開
発
用
高
速
Ｌ
Ａ
Ｎ
（
Ｆ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
） 通信機器

ＫＳＫ中央センタ設置機器概要

磁気ﾃﾞｨｽｸ
  634GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
6,452GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
2,921GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
5,144GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
3,039GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
3,352GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
2,604GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
2,469GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
5,479GB

磁気ﾃﾞｨｽｸ
2,269GB

非課税貯蓄限度額管理用
開発・研修用（日立）

 

図 ２.１-３ ＫＳＫシステム機器概要図(センタ設置機器) 
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導入ベンダ 機種

1 ＩＢＭ ThinkPad他

2 ＩＢＭ ThinkPad他

3 ＩＢＭ ThinkPad他

4 ＩＢＭ PC-300PL他

5 東芝 OIS7693K10他

6 東芝、ＩＢＭ PC-300PL他

7 キヤノン LBP-930EX他

8 ＩＢＭ、ＪＢＣＣ 5400ｰ006,J517801他

9 キヤノン、ＪＢＣＣ LBP-850他

10 キヤノン、ＩＢＭ、ＪＢＣＣ 5579-KZ2,J516602他

11 ＮＥＣ IP45/621M,604他

12 ＩＢＭ －
※１：ＯＣＲマスターステーション等とは、ＯＣＲマスターステーションとスキャナを示す

1,382

577

3,351

620

564

1,467

555

901

1,234

業務管理情報用端末機

地図用端末機

数量

20,754

1,972

474

ハードウェア名

一般用端末機

ＬＡＮ設備

ルータ

卓上型ページプリンタ

卓上型シリアルプリンタ

オフィスサーバ

高速ページプリンタ

漢字ラインプリンタ

OCRイメージサーバ

OCRマスターステーション等※１

局署設置機器概要

ｵﾌｨｽｻｰﾊﾞ

一般用端末機
(タイプ１〉

業務管理情報
用端末機

〈タイプ２〉
地図用端末機
〈タイプ３〉

卓上ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

高速ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

卓上ｼﾘｱﾙﾌﾟﾘﾝﾀ

漢字ﾗｲﾝﾌﾟﾘﾝﾀ
OCRﾏｽﾀｰｽﾃｰｼｮﾝ・ｽｷｬﾅ

OCRｲﾒｰｼﾞｻｰﾊﾞ

ルータ

ＬＡＮ（トークン・リング）

ＷＡＮ

 

図 ２.１-４ ＫＳＫシステム機器概要図(局署設置機器) 
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(4) ソフトウェア構成 

 

ソフトウェア構成を図 ２.１-５「ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(ホスト)」 、図 ２.１-６「ＫＳＫシ

ステムソフトウェア構成図(オフィスサーバ)」、図 ２.１-７「ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(端末

機)」、図 ２.１-８「ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(ＯＣＲイメージサーバ)」、図 ２.１-９「ＫＳＫシス

テムソフトウェア構成図(ＯＣＲマスターステーション)」に示す。 

【機能】

ネットワーク
/端末の通信制御
プログラム

【使用ソフトウェア】
（IBM）ACF/VTAM

（NEC）XCP
（日立）XNF

通信管理
システム

ホスト

【機能】
特定の業務処理
で使用する業務処
理の共通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②局署テーブル
　検索サブ
③暦日チェック
　サブ
④1/2バイト文字　
　チェックサブ　等

業務共通

【機能】

データ通信処理
（主にオンライン処
理）に関する制御
を行うシステムソ
フトウェア。
通信処理の制御・

監視及びアプリケー
ションサービス機
能を保有する。

【使用ソフトウェア】

（ＩＢＭ）CICS/ESA
（NEC）VISⅡ
（日立）　
XDM/DCCM3

DC
（データ通信システム）

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わら
ず、各プログラム
が共通的に使用
する機能を共通化
したソフトウェア

【KSKでの具体例】
①OR/OB実効制御
②一括データファイル入力支援
③連絡データファイル作成/入力支援
④中間ファイル入出力支援
⑤アベンド支援
⑥稼動実績

業務処理プログラ
ムが該当する。

業務
アプリケーション

【同上】

業務

アプリケーション

【同上】

業務

アプリケーション

システム共通
（業務作成）

【機能】
特定の業務処理
で使用するシステ
ム処理の共通処
理

【KSKでの具体例】
DB　I/O
　　　　　　　　　等

DBMS

【機能】

DB処理に関する
制御・監視を行う
システムソフトウェ
ア

【使用ソフトウェア】
（IBM）DB2
（NEC）RIQSⅡ
（日立）XDM/RD

OS
（オペレーションシステム）

【機能】
メモリ、CPU時間、ディスク空間及び周辺装置等のハードウェア資源の割り当て及び

使用管理の責任を受け持つソフトウェア

【使用ソフトウェア】

（IBM）OS/390　　（NEC）ACOS-4　iPX　　（日立）VOS3/FS　　

【機能】

ネットワーク
/端末の通信制御
プログラム

【使用ソフトウェア】
（IBM）ACF/VTAM

（NEC）XCP
（日立）XNF

通信管理
システム

ホスト

【機能】
特定の業務処理
で使用する業務処
理の共通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②局署テーブル
　検索サブ
③暦日チェック
　サブ
④1/2バイト文字　
　チェックサブ　等

業務共通

【機能】

データ通信処理
（主にオンライン処
理）に関する制御
を行うシステムソ
フトウェア。
通信処理の制御・

監視及びアプリケー
ションサービス機
能を保有する。

【使用ソフトウェア】

（ＩＢＭ）CICS/ESA
（NEC）VISⅡ
（日立）　
XDM/DCCM3

DC
（データ通信システム）

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わら
ず、各プログラム
が共通的に使用
する機能を共通化
したソフトウェア

【KSKでの具体例】
①OR/OB実効制御
②一括データファイル入力支援
③連絡データファイル作成/入力支援
④中間ファイル入出力支援
⑤アベンド支援
⑥稼動実績

業務処理プログラ
ムが該当する。

業務
アプリケーション

【同上】

業務

アプリケーション

【同上】

業務

アプリケーション

システム共通
（業務作成）

【機能】
特定の業務処理
で使用するシステ
ム処理の共通処
理

【KSKでの具体例】
DB　I/O
　　　　　　　　　等

DBMS

【機能】

DB処理に関する
制御・監視を行う
システムソフトウェ
ア

【使用ソフトウェア】
（IBM）DB2
（NEC）RIQSⅡ
（日立）XDM/RD

OS
（オペレーションシステム）

【機能】
メモリ、CPU時間、ディスク空間及び周辺装置等のハードウェア資源の割り当て及び

使用管理の責任を受け持つソフトウェア

【使用ソフトウェア】

（IBM）OS/390　　（NEC）ACOS-4　iPX　　（日立）VOS3/FS　　

 

図 ２.１-５ ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(ホスト) 
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【機能】

端末機の業務APから命
令を受けて、PCOMMの
通信制御機能を使用し
てホストのCICSと会話
する。
【使用ソフトウェア】
CICS　OS/2

通信管理システム

オフィスサーバ

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わらず、各プログラ
ムが共通的に使用する機能を、
共通化したソフトウェア

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②帳票サーバ
③一括データ入力支援
④セキュリティサーバ
　　　　　　　　　　　　　　　　等

【機能】

特定の業務処理で使用する業務処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
①業務共通テーブル
②一括入力データベース
③一括データ入力支援
④帳票管理データベース

業務共通
（ファイルサーバ、業務実行資源等）

【機能】

特定の業務処理で使用する業務処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②局署テーブル検索サブ
③暦日チェックサブ
　　　　　　　　　　　　　　　　等

業務共通

【機能】
ホストコンピュータとの
通信ソフトウェア

【使用ソフトウェア】
PCOMM

LAN環境管理

ソフトウェア

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2Warp　Server　Advanced　V4

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANサーバ

【機能】

端末機の業務APから命
令を受けて、PCOMMの
通信制御機能を使用し
てホストのCICSと会話
する。
【使用ソフトウェア】
CICS　OS/2

通信管理システム

オフィスサーバ

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わらず、各プログラ
ムが共通的に使用する機能を、
共通化したソフトウェア

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②帳票サーバ
③一括データ入力支援
④セキュリティサーバ
　　　　　　　　　　　　　　　　等

【機能】

特定の業務処理で使用する業務処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
①業務共通テーブル
②一括入力データベース
③一括データ入力支援
④帳票管理データベース

業務共通
（ファイルサーバ、業務実行資源等）

【機能】

特定の業務処理で使用する業務処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②局署テーブル検索サブ
③暦日チェックサブ
　　　　　　　　　　　　　　　　等

業務共通

【機能】
ホストコンピュータとの
通信ソフトウェア

【使用ソフトウェア】
PCOMM

LAN環境管理

ソフトウェア

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2Warp　Server　Advanced　V4

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANサーバ

 

図 ２.１-６ ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(オフィスサーバ) 
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端末機

業務処理プログラム
が該当する。

業務アプリケーション

【機能】

特定の業務処理で使
用する業務処理の共
通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②暦日チェックサブ
　　　　　　　　　　　　等

業務共通
システム共通

（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わらず、
各プログラムが共通
的に使用する機能を、
共通化したソフトウェ
ア

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②電子秘書
　　　　　　　　　　　等

【同上】

業務アプリケーション

【同上】

業務アプリケーション

システム共通
（業務作成）

【機能】

特定の業務処理で使
用するシステム処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
エラーメッセージ出力
　　　　　　　　　　　　等

EUCソフトウェア

【機能】

表計算

【KSKでの具体例】
LOTUS1-2-3　R2.1J

【機能】

端末機の業務APから
命令を受けて、
PCOMMの通信制御
機能を使用してホスト
のCICSと会話する。
【使用ソフトウェア】
CICS　OS/2

通信管理システム

【機能】

ホストコンピュータと
の通信ソフトウェア

【使用ソフトウェア】
PCOMM

LAN環境管理
ソフトウェア

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2Warp　V3　with　WIN-OS/2

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANサーバ

端末機

業務処理プログラム
が該当する。

業務アプリケーション

【機能】

特定の業務処理で使
用する業務処理の共
通処理

【KSKでの具体例】
①住所変換サブ
②暦日チェックサブ
　　　　　　　　　　　　等

業務共通
システム共通

（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関わらず、
各プログラムが共通
的に使用する機能を、
共通化したソフトウェ
ア

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②電子秘書
　　　　　　　　　　　等

【同上】

業務アプリケーション

【同上】

業務アプリケーション

システム共通
（業務作成）

【機能】

特定の業務処理で使
用するシステム処理
の共通処理

【KSKでの具体例】
エラーメッセージ出力
　　　　　　　　　　　　等

EUCソフトウェア

【機能】

表計算

【KSKでの具体例】
LOTUS1-2-3　R2.1J

【機能】

端末機の業務APから
命令を受けて、
PCOMMの通信制御
機能を使用してホスト
のCICSと会話する。
【使用ソフトウェア】
CICS　OS/2

通信管理システム

【機能】

ホストコンピュータと
の通信ソフトウェア

【使用ソフトウェア】
PCOMM

LAN環境管理
ソフトウェア

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2Warp　V3　with　WIN-OS/2

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANサーバ

 

図 ２.１-７ ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(端末機) 
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OCRイメージサーバ

【機能】
OCRイメージ処理等と連
動して、帳票イメージの検
索・表示を行うイメージデー
タ処理のサーバパッケー
ジ。

【使用ソフトウェア】
イメージデータ処理（サー
バパッケージ）

OCR基盤
（イメージデータ処理）

OCR基盤
（OCRイメージ処理）

【機能】
OCRイメージ処理のサー
バーパッケージ。クライア
ントと連動してOCR処理を
行う。また光磁気ディスク
装置やイメージ記憶媒体
の制御等、イメージ処理を

行う。

【使用ソフトウェア】
OCRイメージ処理
（サーバパッケージ）

【KSKでの具体例】
①データ転送
②維持管理機能
③事績管理機能
　　　　　　　　　　　　等

OCR基盤
（維持管理用）

【機能】
OCRイメージ処理（サーバ）
の維持管理機能によりオ
フィスサーバから取り込み
保管している資源。

【KSKでの具体例】

①OCRイメージ処理クライ
アント
②OS-3000
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　等

業務アプリケーション
（維持管理用）

【機能】
OCRイメージ処理（サーバ）
の維持管理機能によりオ
フィスサーバから取り込み
保管している資源

【KSKでの具体例】

OCR帳票読取プログラム
（FC）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　等

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

DS/VL基本ソフトウェア

光磁気ディスクサポートソフトウェア

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

LANマネージャ

【機能】
特定の業務処理で使用す
るOCRイメージ処理の共
通処理

【使用ソフトウェア】
光磁気ディスク入出力支

援

OCR共通

KSKインターフェイス

連動

OCRイメージサーバ

【機能】
OCRイメージ処理等と連
動して、帳票イメージの検
索・表示を行うイメージデー
タ処理のサーバパッケー
ジ。

【使用ソフトウェア】
イメージデータ処理（サー
バパッケージ）

OCR基盤
（イメージデータ処理）

OCR基盤
（OCRイメージ処理）

【機能】
OCRイメージ処理のサー
バーパッケージ。クライア
ントと連動してOCR処理を
行う。また光磁気ディスク
装置やイメージ記憶媒体
の制御等、イメージ処理を

行う。

【使用ソフトウェア】
OCRイメージ処理
（サーバパッケージ）

【KSKでの具体例】
①データ転送
②維持管理機能
③事績管理機能
　　　　　　　　　　　　等

OCR基盤
（維持管理用）

【機能】
OCRイメージ処理（サーバ）
の維持管理機能によりオ
フィスサーバから取り込み
保管している資源。

【KSKでの具体例】

①OCRイメージ処理クライ
アント
②OS-3000
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　等

業務アプリケーション
（維持管理用）

【機能】
OCRイメージ処理（サーバ）
の維持管理機能によりオ
フィスサーバから取り込み
保管している資源

【KSKでの具体例】

OCR帳票読取プログラム
（FC）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　等

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

DS/VL基本ソフトウェア

光磁気ディスクサポートソフトウェア

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

LANマネージャ

【機能】
特定の業務処理で使用す
るOCRイメージ処理の共
通処理

【使用ソフトウェア】
光磁気ディスク入出力支

援

OCR共通

KSKインターフェイス

連動

 

図 ２.１-８ ＫＳＫシステムソフトウェア構成図（ＯＣＲイメージサーバ） 
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　OCRマスターステーション　

業務処理プログ
ラムが該当する。

業務
アプリケーション

【機能】

特定の業務
処理で使用
する業務処
理の共通処
理

【KSKでの具
体例】
①住所変換
サブ
②暦日チェッ
クサブ

　　　　　　等

業務共通
システム共通
（業務作成）

【機能】

特定の業務処
理で使用する
システム処理
の共通処理

【KSKでの具
体例】
エラーメッセー
ジ出力
　　　　　　　等

業務アプリケーション
（帳票読取プログラム）

【機能】

業務毎に異なるOCR
帳票を処理する帳票
読取プログラム

【KSKでの具体例】
帳票読取プログラム
（業務FC）

※FC（フォーマットコント
ロール）は、読取位置、
演算等を指定したパラメー
タの集合体

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2　Warp　V3　with　WIN-OS/2

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANリクエスタ

【機能】

端末機の業
務APから命
令を受けて、
PCOMMの
通信制御機
能を使用し
てホストの
CICSと会話
する。
【使用ソフト
ウェア】

CICS　OS/2

通信管理
システム

【機能】
ホストコン
ピュータとの
通信ソフト
ウェア
【使用ソフト
ウェア】
PCOMM

LAN環境
管理ｿﾌﾄｳｪｱ

OCR基盤
（イメージデータ処理）

【機能】

OCRイメージ処
理等と連動して、
帳票イメージの
検索・表示を行う
イメージデータ処
理のクライアント
パッケージ
【使用ソフトウェ
ア】
イメージデータ処
理

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関
わらず、各プロ
グラムが共通的
に使用する機能
を、共通化した
ソフトウェア。

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②電子秘書
　　　　　　　　　　　等

OCR基盤
（OCRイメージ処理）

【機能】

OCRイメージ処
理のクライアン
ト機能。サーバ
パッケージや
OS-V3000と連
動として処理を
行う

OCR基盤
（OS-V3000）

【機能】

OCRスキャナと連動し、OCR
帳票の認識、出力を行う。

【使用ソフトウェア】
OS-V3000

【使用ソフトウェア】
イメージデータ処理
（クライアントパッケージ）

【同上】

業務
アプリケーション

【同上】

業務
アプリケーション

　OCRマスターステーション　

業務処理プログ
ラムが該当する。

業務
アプリケーション

【機能】

特定の業務
処理で使用
する業務処
理の共通処
理

【KSKでの具
体例】
①住所変換
サブ
②暦日チェッ
クサブ

　　　　　　等

業務共通
システム共通
（業務作成）

【機能】

特定の業務処
理で使用する
システム処理
の共通処理

【KSKでの具
体例】
エラーメッセー
ジ出力
　　　　　　　等

業務アプリケーション
（帳票読取プログラム）

【機能】

業務毎に異なるOCR
帳票を処理する帳票
読取プログラム

【KSKでの具体例】
帳票読取プログラム
（業務FC）

※FC（フォーマットコント
ロール）は、読取位置、
演算等を指定したパラメー
タの集合体

OS
（オペレーションシステム）

【使用ソフトウェア】

OS/2　Warp　V3　with　WIN-OS/2

LAN環境構築用
ソフトウェア

【使用ソフトウェア】

MPTS、LANリクエスタ

【機能】

端末機の業
務APから命
令を受けて、
PCOMMの
通信制御機
能を使用し
てホストの
CICSと会話
する。
【使用ソフト
ウェア】

CICS　OS/2

通信管理
システム

【機能】
ホストコン
ピュータとの
通信ソフト
ウェア
【使用ソフト
ウェア】
PCOMM

LAN環境
管理ｿﾌﾄｳｪｱ

OCR基盤
（イメージデータ処理）

【機能】

OCRイメージ処
理等と連動して、
帳票イメージの
検索・表示を行う
イメージデータ処
理のクライアント
パッケージ
【使用ソフトウェ
ア】
イメージデータ処
理

システム共通
（システムソフトウェア）

【機能】

業務処理に関
わらず、各プロ
グラムが共通的
に使用する機能
を、共通化した
ソフトウェア。

【KSKでの具体例】
①ホスト通信支援
②電子秘書
　　　　　　　　　　　等

OCR基盤
（OCRイメージ処理）

【機能】

OCRイメージ処
理のクライアン
ト機能。サーバ
パッケージや
OS-V3000と連
動として処理を
行う

OCR基盤
（OS-V3000）

【機能】

OCRスキャナと連動し、OCR
帳票の認識、出力を行う。

【使用ソフトウェア】
OS-V3000

【使用ソフトウェア】
イメージデータ処理
（クライアントパッケージ）

【同上】

業務
アプリケーション

【同上】

業務
アプリケーション

 

図 ２.１-９ ＫＳＫシステムソフトウェア構成図(ＯＣＲマスターステーション) 
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(5) 外部システム 

 

ＫＳＫシステムと接続する外部システムを、図 ２.１-１０「ＫＳＫシステムの外部システム接続」に

示す。 

　　

官房系

管理徴収
　

KSKシステム

業務管理情報課税事績検索

企画

酒税

審理室 調査

間接諸税

所得税・消費税(個人)

資産税

査察

資料調査

非課税貯蓄限度額管理

情報系

総務 納税者情報管理

業務系

会計

税務相談

人事

厚生

債
権
管
理

徴
収

財産評価 鑑定

源泉所得税

法人税・消費税(法人)

外部システム

日
本
銀
行

保
険
会
社

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

財
務
省
理
財
局

日
本
税
理
士
会
連
合
会

携
帯
用
現
金
領
収
機

外
部
入
力
業
者

庁内外部システム

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

国
税
庁
企
画
課
シ
ス
テ
ム

Ｏ
Ａ
セ
ン
タ

等

 

図 ２.１-１０ ＫＳＫシステムの外部システム接続 
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(6) 国税事務概要 

 

国税庁では、長官官房が各部等との総合調整の役割を果たし、総務課、人事課、会計課、企画

課、厚生課、事務管理課及び国際業務課等が設置されている。 課税部では局・署の指導監督の

ほかに、税法等の解釈・適用に関する企画・立案や不服申立て及び訴訟事務を行うほか、酒類行

政に関する事務を行う。 徴収部では国税債権の管理・徴収について、局・署の指導監督を行うほ

か、税法等の解釈・適用に関する企画・立案、不服申立て及び訴訟事務を行う。 調査査察部では

国税局が行う大規模法人の調査事務や大口脱税者の査察調査事務の指導監督を行う。税務大

学校は税務職員に対して職務遂行上必要な教育・訓練を行う。国税不服審判所は審査請求に関

する裁決を行う権利救済機関であり、審査請求事案の調査及び審査を行う。 

国税局の総務部では総務、人事、会計等の一般的な総務事務を行い、他に税務相談や国税広

報広聴の事務を行う。 課税部では所得税、法人税、消費税等に関する事務について所轄税務署

の指導監督を行う。 また、税務署所管の納税者で調査困難な事案の調査を行う。徴収部では所

轄の税務署の指導監督をする他に、大口滞納者等の滞納整理を実施する。 調査査察部では大

規模法人の調査や大口脱税者の査察を実施する。 

税務署の総務課は税務署内の庶務等のほかに、対外的な広報広聴事務を行っており、窓口の

受付や文書収受もここで行われる。管理・徴収部門は、税金の収納を管理し、未納の場合の督促

事務、過納の場合の還付事務及び滞納整理事務を行う。 個人課税部門では、所得税及び個人消

費税等の事務を行っており、営業、農業、その他の事業による所得、配当による所得や不動産の

貸付けによる所得などの個人を対象とした申告書等の処理、調査・指導を行っている。 資産課税

部門は相続税及び贈与税等の申告書等の処理、調査・指導を行う。法人課税部門は法人税、法

人消費税、源泉所得税等の事務を主に法人を対象に行う。 
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２.１.２ 業務システムの概要 

ＫＳＫシステムは、図 ２.１-１１「ＫＳＫシステムの業務システム構成」及び表 ２.１-１「ＫＳＫシステ

ムの業務システム概要」に示すとおりであり、全体で２４もの業務システムから構成されている。 

 

官房系 債権管理・徴収系調査・査察系

調査

ＩＢＭ②
調査

ＩＢＭ② ＮＥＣ②
債権管理

徴収

ＮＥＣ②
債権管理

徴収

日立②④

鑑定

源泉所得税

酒税

資産税

法人税・消費税

所得税・消費税

日立②④

鑑定

源泉所得税

酒税

資産税

法人税・消費税

所得税・消費税

ＮＥＣ①
納税者
情報管理

ＮＥＣ①
納税者
情報管理

日立日立ＩＢＭＩＢＭ ＮＥＣＮＥＣ凡例 ハード ：

○数字： 各ベンダのハードウェアの各号機番号を示す

日立日立ＩＢＭＩＢＭ ＮＥＣＮＥＣ凡例 ハード ：

○数字： 各ベンダのハードウェアの各号機番号を示す

ＩＢＭ：３台
部門コンピュータ

(査察専用機)

査察

ＩＢＭ：３台
部門コンピュータ

(査察専用機)

査察

非課税貯蓄
限度額管理

日立③
非課税貯蓄
限度額管理

日立③

課税系 共通

業
務
系

情
報
系

ＩＢＭ②
総務

税務相談

会計

厚生

人事

ＩＢＭ②
総務

税務相談

会計

厚生

人事

財産評価

日立①

審理室

間接諸税

財産評価

日立①

審理室

間接諸税

ＩＢＭ②
業務管理情報
（ＭＩＳ）

ＩＢＭ②
業務管理情報
（ＭＩＳ）

資料調査

日立①
課税事績検索資料調査

日立①
課税事績検索

ＩＢＭ②
企画

ＩＢＭ②
企画

 

図 ２.１-１１ ＫＳＫシステムの業務システム構成 
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表 ２.１-１ ＫＳＫシステムの業務システム概要 

業務システム 業務システムの概要 

納税者情報管理 

 ＫＳＫシステムの各業務システムにおいて管理対象となる、納税者等に共通な情報（例えば、住所、

氏名（法人名）、生年月日等）を、過去の異動履歴を含め全国・全業務横断的に一元管理するシステ

ム。 

所得税・消費税 

 納税者から提出された所得税及び消費税の申告書・申請書の情報を入力するほか、資料調査システ

ムから資料情報を引き継ぎ、納税者情報管理システムを活用して、納税者に関する情報を一元的に管

理するシステム。 

資産税 
 譲渡所得については、要処理事案の選定、納税相談事績管理、申告審理及び調査対象者の管理等

を行い、相続税及び贈与税については、要処理事案の選定、申告書入力等を行うシステム。 

法人税・消費税 

 納税者から提出された法人税及び消費税の申告書・申請書の情報を入力するほか、資料調査システ

ムから資料情報を引き継ぎ、納税者情報管理システムを活用して、納税者に関する情報を一元的に管

理するシステム。 

源泉所得税 

 源泉徴収義務者から納付(提出)された所得税徴収高計算書や申請書の情報を入力するほか、所得

税や法人税などの他の業務システムに入力されている情報や納税者情報管理システムを活用して、

源泉徴収義務者に関する情報を一元的に管理するシステム。 

酒税 
 納税者から提出された酒類の製造免許に係る申請書や納税申告書等の情報を入力するほか、納税

者情報管理システムを活用して、酒税の納税者に関する情報を一元的に管理するシステム。 

鑑定 
 酒類製造業者の清酒製造状況の情報を管理するシステム。 

間接諸税 

 納税者から提出されたたばこ税等間接諸税８税目に係る申請書や納税申告書等の情報を入力する

ほか、納税者情報管理システムを活用して、間接諸税の納税者に関する情報を一元的に管理するシ

ステム。 

資料調査 
 資料情報を入力（外部データエントリーよる入力、磁気媒体による入力及び局・署におけるＯＣＲ入

力）し、これを納税者情報に名寄せして、資料情報のタイムリーな活用を支援するシステム。 

財産評価 

 土地評価については、標準地の路線価等の評定並びに路線価図・倍率表及び時価図を作成するシ

ステム。その他の財産評価として上場株式については、課税時期、銘柄等の情報により保有するデー

タから財産評価額を算出し、ゴルフ会員権については、取引相場の情報を提供するシステム。 

審理室 
 異議申立て・審査請求及び訴訟の各事案について、課税事績や処理経過等の情報を入力し、事案ご

とに一元的な進行管理を行うシステム。 

調査 
 法人税・消費税システムから調査課所管法人に係る申告事績等を引き継ぐとともに、調査事績や決

議事績の入力を行い、調査課所管法人に関する情報を管理するシステム。 

債権管理 

 賦課部門において入力された徴収決定情報を引き継ぎ、全税目の徴収決定口座を自動的に作成す

る。また、還付金データについては、システムで一元的に管理し、賦課部門で入力した還付金等の情報

を引き継ぎ、一件別の還付金口座を作成するとともに、支払決議書、報告書等を自動的に作成するシ

ステム。 

徴収  債権管理システムから引き継いだ滞納情報を基に、滞納処分票等を自動的に作成するシステム。 

総務  税理士情報の一元管理を行うシステム。 

会計  前渡資金管理に係る事務を行うシステム。 

税務相談  相談・苦情の件数を管理し、集計事務を行うシステム。 

人事  人事課の所掌する各種事務を行うシステム。 

厚生  厚生課の所掌する各種事務を行うシステム。 

課税事績検索 
 各業務システムで入力された全国の納税者に関する課税情報を引き継ぎ、全国規模での検索ができ

るシステム。 

業務管理情報 
 業務系システムからデータを自動的に引き継ぎ、業務管理上必要な業種別の申告状況や調査状況

等に関する各種計数情報をタイムリーに参照することができるシステム。 

企画  各種統計ＤＢを作成し、企画課システムに情報を引き継ぐシステム。 

査察  査察調査に関する情報を管理するシステム。 

非課税貯蓄限度

額管理 

 老人等の少額貯蓄等の利子非課税制度に基づき貯蓄者から提出された非課税貯蓄申告書等を入

力し非課税貯蓄限度額を管理するシステム。 
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２.２ ＫＳＫシステムの業務システム調査・分析 

 

ＫＳＫシステムの各業務システムの特性及び現状を把握するために、業務フロー、業務量、機能、

利用状況を中心に業務要件、目的、開発規模、開発費用、変更・改造状況、処理形態、利用状況等

について調査を行った。 

調査方法としては、ＫＳＫシステム関係書類等の収集とヒアリング等により行った。 

ＫＳＫシステムの業務システム調査結果の主要項目について個別に整理した結果を以下に示す。 

 

(1) 業務システムの特性 

業務システムの中には、以下に示すようにさまざまな特徴を持った業務システムが含まれてい

る。 

 

業務の特徴 該当する業務システム名 

高信頼性が必要な業務システム 納税者情報管理、所得税・消費税、資産

税、法人税・消費税、源泉所得税、酒

税、間接諸税、調査、債権管理、徴収 

業務量にピーク性がある業務システム 納税者情報管理、所得税・消費税、債権

管理、業務管理情報 

ＥＵＣ1 等非定型業務を必要とする業務システム 業務管理情報 

一般企業等で汎用パッケージ等使用の実例が

ある類似処理の業務システム 

鑑定、資料調査、財産評価、審理室、総

務、会計、税務相談、人事、厚生、課税

事績検索、企画、非課税貯蓄限度額管

理 

情報検索系業務システム 資料調査、課税事績検索、業務管理情

報、企画、査察 

簡易な機能の業務システム 鑑定、総務、会計、税務相談 

 

                                               
1 End User Computing の略称。 
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(2) 業務システムのホストコンピュータ配置（国税局ＯＡセンタ、部門コンピュータ及び開発環境は除く） 

 

ＫＳＫシステムは、ＩＢＭ・ＮＥＣ・日立のメインフレームを利用したホストコンピュータによるマルチ

ベンダ構成となっている。 

ホストコンピュータ別業務システムには以下のような特徴がある。 

 

 

マルチベンダであることと、同一ホストコンピュータで複数の業務システムが運用されていること

について、問題はない。しかし、刷新の際に、マルチベンダによる基盤機能等の相違や、同一ホス

トコンピュータ上の複数業務システムの刷新時期を調整するなどの注意が必要と思われる。 

 

(3) 業務システム間のデータ連携及び他システム接続 

 

大半の業務システムが、ＫＳＫシステム内の他の業務システム及び外部システムと多数の接続

先を持っている。その一方で、接続先が少なく独立性の高い業務システムも存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ連携及び他システム接続が少ない業務システムは、独立性が高く刷新が比較的容易で

あると考えられる。一方、データ連携及び他システム接続が多い業務システムは、相互の関連が

強いため刷新時に注意が必要と考えられる。 

ホストコンピュータ配置 該当する業務システム名 

１台のホストコンピュータで単一の業務システムを処理 納税者情報管理、 

非課税貯蓄限度額管理* 

１台のホストコンピュータで複数の業務システムを処理 上記以外 

*.非課税貯蓄限度額管理は、開発・研修用のホストコンピュータへの配置であり、単一業務システムによる占有と

は異なる。 

データ連携及び他システム接続 該当する業務システム名 

データ連携及び他システム接続先が特に多い

業務システム 

納税者情報管理、所得税・消費税、資産

税、法人税・消費税、源泉所得税、資料

調査、債権管理、徴収、課税事績検索、

業務管理情報 

データ連携及び他システム接続先が少ない業

務システム 

鑑定、財産評価、会計、税務相談、査

察、非課税貯蓄限度額管理 

データ連携が主に入力のみの業務システム 課税事績検索、業務管理情報 
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(4) 利用部署 

 

業務システムにより、庁・局・署での利用状況が異なっている。概要は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

利用範囲が限定された業務システムは、業務システム見直し等の影響度が低い傾向にあると

思われる。 

 

(5) 業務システム別プログラム規模 

 

平成１４年５月末時点の業務システム別プログラム規模を把握した。その結果を、図 ２.２-１「業

務システム別プログラム規模」に示す。 

 

利用部署 該当する業務システム名 

庁・局・署 下記以外 

庁・局 鑑定、調査、企画、査察 

特定の局・署 審理室、会計、税務相談 
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規模合計
37MStep

(H14.5時点)

業務管理情報
20%
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11%

調査
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法人税・消費税
7%所得税・消費税

7%

人事
7%

査察
5%

資産税
4%

徴収
4%
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4%

源泉所得税
4%

酒税
3%

資料調査
3%

納税者情報管理
3%

鑑定
0%

厚生
2%
会計
1%

非課税貯蓄限度額
管理
1%

課税事績検索
1%

審理室
1%

財産評価
1%

総務
1%

企画
1%
税務相談
0%

 

図 ２.２-１ 業務システム別プログラム規模 
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(6) 変更・改造 

 

業務システムにより、開発における変更・改造規模は異なっており、平成１０年度から平成１５年

度までの変更・改造規模（年度別合計）、開発総規模等は、図 ２.２-２「開発規模（累積開発規模、

総規模）」、図 ２.２-３「開発規模（年度別）」に示すとおりであり、①、②のような特徴がある。（なお、

業務管理情報は、平成１３年度より共通部分以外は各業務システムへ開発規模を振り分けている

ので大幅に減少しているように見える。） 

また、大半の業務システムが、毎年のように変更・改造を行っている。主に税制改正(消費税法

改正に伴う修正、連結納税制度対応等)・制度改正(電子申告対応、商標登記規則の改正など税制

改正以外の法制度等改正に伴う対応等)に伴う機能改善と利便性向上等の機能改善であるが、税

制改正及び制度改正の発生による変更・改造規模の方が大きくなっている。 

表 ２.２-１「税制・制度改正規模比率」に示すように、業務システムごとに税制改正・制度改正に

よる変更・改造規模には偏りがあり、③、④のような特徴がある。（入手データの関係で、期間は平

成１３年度～平成１５年度となっている。） 

 

① 平成１０年度～平成１５年度の変更・改造規模合計が総規模の４０％以上の業務システム： 

法人税・消費税、所得税・消費税、資料調査、債権管理、資産税、財産評価 

 

② 平成１０年度～平成１５年度の変更・改造規模合計が総規模の１０％以下の業務システム： 

税務相談、審理室、業務管理情報、会計、酒税、鑑定、調査 

 

③ 平成１３年度～１５年度の変更・改造規模合計に対し税制改正及び制度改正の比率が７０％以

上の業務システム： 

非課税貯蓄限度額管理、間接諸税、法人税・消費税、総務、調査、厚生、人事、債権管理 

 

④ 平成１３年度～１５年度の変更・改造規模合計に対し税制改正及び制度改正の比率が０%の業

務システム： 

審理室、会計、税務相談 

 

調査・分析の結果、変更・改造規模が大きい業務システムがあることについては、税制改正及び

制度改正により変更・改造が必要なことから、やむを得ない。 
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図 ２.２-２ 開発規模（累積開発規模、総規模） 
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図 ２.２-３ 開発規模（年度別） 
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表 ２.２-１ 税制・制度改正規模比率 

税制・制度
改正規模

機能改善
等規模

合計
税制・制度
改正比率

非課税貯蓄限度額管理 85,000 0 85,000 100.00%

間接諸税 133,448 31,880 165,328 80.72%

法人税・消費税 935,069 265,350 1,200,419 77.90%

総務 58,634 18,699 77,333 75.82%

調査 153,432 48,940 202,372 75.82%

厚生 46,002 15,668 61,670 74.59%

人事 174,883 62,371 237,254 73.71%

債権管理 719,426 303,191 1,022,617 70.35%

企画 14,350 6,308 20,658 69.46%

資産税 218,553 126,253 344,806 63.38%

財産評価 36,426 21,042 57,468 63.38%

徴収 121,221 95,424 216,645 55.95%

所得税・消費税 493,893 388,946 882,839 55.94%

納税者情報管理 111,696 89,249 200,945 55.59%

業務管理情報 269,629 278,805 548,434 49.16%

資料調査 157,176 165,945 323,121 48.64%

源泉所得税 61,794 74,312 136,106 45.40%

課税事績検索 10,911 31,078 41,989 25.99%

鑑定 9,880 32,614 42,494 23.25%

酒税 520 1,717 2,237 23.25%

査察 33,024 125,203 158,227 20.87%

審理室 0 389 389 0.00%

会計 0 8,638 8,638 0.00%

税務相談 0 74 74 0.00%
合計 3,844,967 2,192,096 6,037,063 63.69%

平成13年-15年計　(Step)

業務システム
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(7) 利用状況(利用職員数) 

 

業務システム別の利用状況を見るために、庁・局・署において各業務システムを利用する職員

数から利用職員数当たりの開発費を調査した。 

調査資料を、図 ２.２-４「利用職員数当たりの開発費」に示す。結果は以下のとおりである。 

 

・利用職員数当たりの開発費が、他の業務システムに比べ突出している業務システム： 

人事、企画、間接諸税 

 

これらは、利用職員数が限定され少ないため、大きな数値となっている。 
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図 ２.２-４ 利用職員数当たりの開発費 
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(8) 利用状況（ＣＰＵタイム） 

 

業務システム別の利用状況を見るため、前述（７）の利用職員数とは別の尺度として、オンライン

リアルタイム処理（以下ＯＲとする）、オンラインバッチ処理（以下ＯＢとする）、センタバッチ処理（以

下ＣＢとする）のＣＰＵ時間について調査した。 

また、総開発費とＣＰＵ時間の対比を取り、ＣＰＵ時間当たりの開発費を調査した。  

調査資料を図 ２.２-５「業務システム別処理形態比率」、図 ２.２-６ 「業務システム別ＣＰＵタイ

ム」図 ２.２-７ 「ＣＰＵタイム当たりの開発費」に示す。 結果は以下のとおりである。 

 

① 各業務システムの処理形態別ＣＰＵタイムの比率で、ＯＢが過半数を占め、ＯＲが３割程度であ

る。 

 

② 各業務システムの処理形態別ＣＰＵタイムの比率で、ＣＢがほとんどを占める業務システムがあ

る。 

非課税貯蓄限度額管理、業務管理情報、企画、資料調査、人事 

 

③ 月平均ＣＰＵタイムが他の業務システムに比べ突出している業務システムがある。 

所得税・消費税、債権管理、法人税・消費税、納税者情報管理、業務管理情報、源泉所得税 

 

④ 月平均ＣＰＵタイム当たりの開発費が、他の業務システムに比べ突出している業務システムが

ある。 

審理室、査察、酒税、鑑定 

 

ＣＰＵタイム当たりの開発費が他の業務システムに比べ突出している業務システムは、利用者

数が限定され少ないため、及び処理件数が他の業務システムに比べ少ないために大きな数値

となっている。 
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業務管理情報

企画
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非課税貯蓄限度額管理

ＯＲ ＯＢ ＣＢ

(注)・業務管理情報のＣＢはディレードオンラインバッチを含む。

 

図 ２.２-５ 業務システム別処理形態比率 
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ＯＢ 31,907 53,017 5 ,731 32,175 23,452 93 5 913 1,232 7 ,554 4 1,861 58,344 14,849 223 335 138 1,136 1 ,790 13,493 619 22 86 0

ＣＢ 11,183 18,275 2 ,472 15,863 11,921 3 0 25 20,147 296 0 28 2,124 434 59 3 12 6,431 891 10,140 47,298 209 0 5,996
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企画 査察

非課税貯
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管理

(注)・業務管理情報のＣＢはディレードオンラインバッチを含む。
　　・MIPS(Million Instructions Per Second):コンピュータの処理速度を表す単位。

月平均CPUﾀｲﾑ
(単位:千秒)に
ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀの
MIPS値を乗算

 

図 ２.２-６ 業務システム別ＣＰＵタイム 
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(注)・酒税、鑑定、審理室、査察は、数値が突出しているため便宜上グラフ上部を省略した。
　　・業務管理情報のＣＢは、ディレードオンラインバッチを含む。

(総開発費(円)/
　(月平均CPUﾀｲﾑ(s)×MIPS値))

グラフ上部を
省略
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図 ２.２-７ ＣＰＵタイム当たりの開発費 
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(9) ＤＢ構成及び保存年数・容量 

 

ＫＳＫシステムでは、ＤＢはホストコンピュータごとに、また、業務システムごとに構築されている。

現状のＤＢ構成を、図 ２.２-８「ＤＢ構成イメージ」に示す。 
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・消費税
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MIS鑑定 企画

総務
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税務相談
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日立１日立１ＩＢＭ
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図 ２.２-８ ＤＢ構成イメージ 

① ＤＢ保存年数 

課税系の主要業務に関わるデータについては、法令により遡及処理が必要なため、原則とし

て７年間の保存年数が必要となる。また、財産評価、債権管理、課税事績検索、業務管理情報

についても同様の理由により、３年から７年間の保存年数が必要となる。その他、ＫＳＫシステム

のＤＢ保存年数について、現状を整理した結果は、以下のとおりである。 

 

・削除機能が無いため無限保存のＤＢがある。 

酒税、間接諸税 

 

削除機能のないＤＢはデータが少量であり、当面の実害はないが、将来的には開発コスト等

を勘案の上、見直すことが望ましい。 
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② ＤＢ容量 

業務システムによって保存対象データ数や保存期間が異なるため、ＤＢ容量が異なり、以下

のようなＴＢ単位の容量を持つ業務システムがある。現状のＤＢ容量を表 ２.２-２「業務システム

別ＤＢ容量」に示す。 

・資料調査： 法定資料等の情報を保存する。 

・業務管理情報： 各業務システムの出力関連機能を担い集計や分析を行うため、業務の 

情報を保存する 

・債権管理： 全税目に係る債権の情報を保存する。 

ＤＢ構成がホストコンピュータごとに構築されていることは、ＫＳＫシステムの開発に着手した

平成２年当時の技術ではやむを得ず、特に問題ない。 

業務管理情報については、平成１２年度のシステム監査において「開発から年数が経過して

いるため帳票に対するニーズが変化していると思われるため、ＫＳＫシステムの全国拡大後の

早期に帳票等の使用状況を把握し、見直しを行う。」よう提言されている。 

ＫＳＫシステムは平成１３年１１月に全国拡大していることから、全国拡大後の帳票の利用状

況について確認したところ、利用率が低調な帳票があり、帳票の統廃合等の見直しが必要と思

われる。 

また、業務管理情報ではＥＵＣを活用した分析も行っているが、現状はその大半が定型帳票

の作成となっており、情報活用の点で柔軟性に欠けるところがあると思われるので、今後ＥＵＣ

機能の拡充を図るなどの見直しを行うことが望ましい。 

 

表 ２.２-２ 業務システム別ＤＢ容量 

業務 容量(GB)
資料調査 1,939.9 業務管理情報内訳 容量(GB)
業務管理情報 1,232.7 所得税・消費税 659.6
債権管理 865.8 法人税・消費税 206.0
所得税・消費税 533.9 債権管理 123.6
納税者情報管理 364.6 徴収 105.4
法人税・消費税 348.6 資産税 53.0
課税事績検索 245.0 源泉所得税 34.2
源泉所得税 243.0 納税者情報管理 23.2
徴収 177.3 調査 11.8
資産税 129.2 資料調査 6.3
非課税貯蓄限度額管理 91.1 間接諸税 5.1
査察 82.1
調査 31.1
財産評価 24.5
人事 19.0
企画 11.1
厚生 10.6
間接諸税 6.8
酒税 3.7
総務 1.1
会計 1.0
税務相談 1.0
鑑定 0.2
審理室 0.1
合計 6,363.4  
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(10) 業務フロー 

 

国税事務フローについて、庁・局・署の全体的な事務処理の流れを中心に、事務運営におけるＫ

ＳＫシステムの役割（機能）について、事務処理要領等の関係書類の収集とヒアリング等により調

査し分析を行った。 

納税者等と国税事務との関係及び庁・局・署の各部署とＫＳＫシステムの関係について、図 ２.

２-９「国税庁の業務フロー」に示す。 

 

国税事務フローとＫＳＫシステムの役割（機能）を分析した結果、重複作業の発生や事務の遅延

等の問題は発生していない。 
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図 ２.２-９ 国税庁の業務フロー 
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(11) 運用 

 

ＫＳＫシステムは、２４時間運転の運用体制となっており、昼間はオンライン処理で、夜間はセン

タバッチ処理を中心に運用されている。 

ホストコンピュータの運用は、国税庁の管理の下、アウトソーシングされており、技術支援要員、

オペレーション要員及びデータ管理要員により実施されている。 技術支援にはホストコンピュータ

に関する高い技能を習熟した人員を充て、運転操作にはＩＢＭ機、ＮＥＣ機、日立機のそれぞれの

運転操作に習熟した人員を充て、磁気テープの搬入・管理等の作業の人員には一般的な作業員

を充てて効率的な運用を行っている。 
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２.３ コスト構造調査・分析 

 

現状におけるコスト構造を把握し、コスト削減の可能性を調査するために、平成１４年度ＫＳＫシス

テム予算（予算は直近で確定済のものを使用）の内訳からホストコンピュータ借料、端末機等借料を

中心に調査・分析を行った。その結果は以下のとおりである。 

 

２.３.１ ＫＳＫシステム予算調査 

 

ＫＳＫシステム関係予算について調査した。平成１４年度のＫＳＫシステム関係予算は５４５億円で

あり、これを整理すると 図 ２.３-１「ＫＳＫシステム関係予算について」のとおりとなる。その概要を以

下に示す。 

 

(1) 予算内訳全体 

 

① システムを構成する機器の借料は、ホストコンピュータ借料２６５億円、端末機等借料１０４億円、

国税局ＯＡセンタ機器借料７億円、及び査察コンピュータ借料６億円の合計３８２億円となり全

体の７０％を占めている。なお、借料には機器に対する保守サービスが含まれている。 

 

② ＫＳＫシステムは、大きな開発がほぼ終了しているのでシステムライフサイクルとしては維持工

程となっている。したがって、プログラム開発費は毎年の機能改善、機能追加に関する費用で

あり、ホストコンピュータ借料に比べると低く年額は２９億円（全体の５％）となっている。なお、開

発環境用のホストコンピュータ費用は、プログラム開発費には含まれていない。 

 

③ 機器保守料は、購入機器の端末機等に対する保守料であり、平成１０年度から購入を行った端

末機器等の保守費用として１８億円（全体の３％）となっている。 

 

④ 業務委託費は、ホストコンピュータ運用に係る要員の工数費用であり、２０億円（全体の４％）と

なっている。内訳は、技術支援要員としてＳＥ費用が１３億円で、残りがオペレーション要員、デ

ータ管理要員（磁気テープ管理含む）の費用となっている。 

 

⑤ 入力委託費は、穿孔作業及び各種データ入力作業の委託費であり、５４億円（全体の１０％）と

なっている。なお、そのほとんどは、資料情報の穿孔外注費であり、５０億円となっている。 
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⑥ ＫＳＫシステムのネットワーク構成は、セキュリティ確保の観点から専用線と専用のＦＲ交換機で

構成されている。したがって通信専用料については、事務管理センタと各地のネットワークセン

タ間、各地のネットワークセンタと各局・署間の専用線使用料、及び各地のネットワークセンタに

設置しているＫＳＫシステム専用のＦＲ交換機のハウジング費用が含まれており、合わせて８億

円（全体の１％）となっている。 

 

⑦ その他３４億円（全体の６％）の内訳は、消耗品の購入費（１２億円）や、事務管理センタの光熱

費（７億円）、印刷費用（４億円）等となっている。 

 

(2) ホストコンピュータ・端末機等借料 

 

① ホストコンピュータ借料の２６５億円の内訳を更にハードウェアとソフトウェア（ソフトウェア製品

の借料であり、ＫＳＫシステム開発プログラムは含まれていない）等の構成比別に分類すると、

ホストコンピュータのハードウェアの借料は２２０億円となっており、ホストコンピュータ借料全体

の８３％を占めている。 

 

② ホストコンピュータ借料と端末機等借料の合計３６９億円において、ハードウェアの借料が２７８

億円（ホストコンピュータのハードウェア２２０億円＋端末機ハードウェア(随意契約)３２億円＋

端末機ハードウェア(入札)２６億円）となり、ホストコンピュータ＋端末機等借料全体の７５％を

占め、高い比率となっている。 

 

③ 端末機等借料の１０４億円を調達別（随意契約、競争入札（以下入札とする））に分けると、随意

契約が７４億円であり、端末機等借料の７１％を占めている。 

 

④ 端末機等借料（入札）の３０億円については、端末機器等ハードウェアが２６億円であり、端末

機等借料（入札）の８７％を占めている。また、通信関係設備では２．８億円（９％）が入札となっ

ている。 

 

⑤ ホストコンピュータ借料と端末機等借料の合計３６９億円において、入札は３０億円（ほとんどが

端末機等）であり８％と少ない。 
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○平成１４年度予算額　５４５億円

ホストコンピュータ借料
２６５（49％）

端末機等借料
１０４（19％）

プログラ ム
開発費

２９
（5％）

機器
保守料

18
（3％）

業務
委託費

２０
（4％）

入力

委託費

54
（10％）

その他

34
（6％）

ホストコンピュータ・端末機等・ＯＡセンタ・査察コンピュータ・借料　　　　　　３８２（70％）

端末機等借料　104

競争入札　30（29％）随意契約　74（71％）

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ　32（31％）
ハードウェア　

26（25％）

ソフトウェア1（１％）

ＯＣＲ関連
21

（20％）

ＯＣＲ
6

（6％）

その他
27

（26％）

端末機等借料
（平成１４年度：東京国税局管内の一部）1８

端末機等借料全体の１7％

①

③

ｿﾌﾄｳｪｱ33（32％）

単位　億円

①平成１４年度　ＫＳＫシステム関係予算内訳

②平成１４年度　ＫＳＫシステム借料内訳

③端末機等借料（平成１４年度：東京国税局管内の一部）

平成１４年度KSKシステム関係予算額　５４５

　（図２．３－４ 端末機等借料内訳（１）、図２．３－５ 端末機等借料内訳（２）で分析）

通信関係
設備
12

（12％）

その他
11

（11％）

（注） 借料の内訳は機器明細等からの推計による。

ホストコンピュータ借料　265

随意契約　265（100％）

ハードウェア　２２０（83％）

処理装置本体
83

（31％）

テープ装置
18

（7％）

その他
21

（8％）

通信関係
設備
10

（４％）

ディスク装置
98

（37％）

ソフトウェ ア35
（13％）

②

通信関係設備は随意契約 ９（９％）と、競争入札 ３（３％）による

OS
ユーティリティ等

35
（13％）

ＯＡセンタ機器借料　７（１％）

査察コンピュータ借料　６（１％）

通信専用料　８（１％）

○平成１４年度予算額　５４５億円

ホストコンピュータ借料
２６５（49％）

端末機等借料
１０４（19％）

プログラ ム
開発費

２９
（5％）

機器
保守料

18
（3％）

業務
委託費

２０
（4％）

入力

委託費

54
（10％）

その他

34
（6％）

ホストコンピュータ・端末機等・ＯＡセンタ・査察コンピュータ・借料　　　　　　３８２（70％）

端末機等借料　104

競争入札　30（29％）随意契約　74（71％）

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ　32（31％）
ハードウェア　

26（25％）

ソフトウェア1（１％）

ＯＣＲ関連
21

（20％）

ＯＣＲ
6

（6％）

その他
27

（26％）

端末機等借料
（平成１４年度：東京国税局管内の一部）1８

端末機等借料全体の１7％

①

③

ｿﾌﾄｳｪｱ33（32％）

単位　億円

①平成１４年度　ＫＳＫシステム関係予算内訳

②平成１４年度　ＫＳＫシステム借料内訳

③端末機等借料（平成１４年度：東京国税局管内の一部）

平成１４年度KSKシステム関係予算額　５４５

　（図２．３－４ 端末機等借料内訳（１）、図２．３－５ 端末機等借料内訳（２）で分析）

通信関係
設備
12

（12％）

その他
11

（11％）

（注） 借料の内訳は機器明細等からの推計による。

ホストコンピュータ借料　265

随意契約　265（100％）

ハードウェア　２２０（83％）

処理装置本体
83

（31％）

テープ装置
18

（7％）

その他
21

（8％）

通信関係
設備
10

（４％）

ディスク装置
98

（37％）

ソフトウェ ア35
（13％）

②

通信関係設備は随意契約 ９（９％）と、競争入札 ３（３％）による

OS
ユーティリティ等

35
（13％）

ＯＡセンタ機器借料　７（１％）

査察コンピュータ借料　６（１％）

通信専用料　８（１％）

 

図 ２.３-１ ＫＳＫシステム関係予算について 

 

２.３.２ ＫＳＫシステム借料調査 

 

ホストコンピュータのハードウェア借料２２０億円とソフトウェア借料３５億円を合計した２５５億円を、

本番機と開発・研修機の区分、業務別、ベンダ別の機器構成の内訳について調査した結果を図 ２.

３-２「ホストコンピュータ借料内訳 （１）業務別の内訳」、図 ２.３-３「ホストコンピュータ借料内訳 

（２）ベンダ別機器構成の内訳」に示す。 

 

(1) ホストコンピュータ借料調査 

 

① 業務別の調査 

 

ア.  業務別の借料内訳 

 

業務別借料の主な内訳は、課税系が も借料が大きく、課税系①の３２億円と課税系②

の３２億円を合計すると６４億円（２５％）であり、続いて資料調査が４０億円（１６％）、債権管

理・徴収が３６億円（１４％）となっている。 
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イ.  本番機と開発・研修機の区分による調査 

 

本番機は１９１億円で全体の約７５％を占めているのに対し、開発・研修機は６４億円で全

体の２５％である。 ベンダ別に見ると、ＩＢＭ機は本番機が３１億円（１２％）、開発・研修機が

１１億円（４％）、本番機と開発・研修機の比率は約３対１である。 ＮＥＣ機は本番機が５６億

円（２２％）、開発・研修機が２５億円（１０％）であり、構成比は約２対１である。 日立機の場

合は本番機が１０４億円（４１％）、開発・研修機が２８億円（１１％）であり、構成比は約４対１

である。 開発・研修機はシステムの開発及び試験に利用されている他に、職員の研修用機

器として活用され、また本番機故障時の予備機としている。 

 

② ベンダ別の機器構成の調査 

 

借料のベンダ別の内訳を、ハードウェアは処理装置本体、ディスク装置、テープ装置、及びそ

の他のハードウェアに分割し、ソフトウェアと合わせて機器構成の調査を行った。 調査の結果は

以下のとおりである。 

 

ア. ＩＢＭ機は、 借料全体が４２億円である。 その内訳は、 処理装置本体が３機で１０億円

（２４％）、ディスク装置が約１０ＴＢで１８億円（４３％）と も大きく、テープ装置とその他のハ

ードウェアが５億円（１２％）、ソフトウェアが９億円（２１％）となっている。主な機器について

は、処理装置本体は１機当たり約３億円であり、ディスク装置は１ＴＢ当たり約１．８億円であ

る。 

 

イ. ＮＥＣ機は借料全体が８１億円である。その内訳は、処理装置本体が３機で２３億円（２８％）、

約１０ＴＢのディスク装置がＮＥＣ機借料全体の半分の４２億円（５２％）、テープ装置とその他

のハードウェアが合計７億円（９％）、 ソフトウェアが９億円（１１％）となっている。主な機器

については、処理装置本体が１機当たり約８億円であり、ディスク装置は１ＴＢ当たり約４．２

億円である。 

 

ウ. 日立機は借料全体が１３２億円である。その内訳は、処理装置本体が も大きく４機で５０

億円（３８％）、ディスク装置が約１４ＴＢで３８億円（２９％）、テープ装置が１１億円（８％）、そ

の他のハードウェアが１８億円（１４％）、ソフトウェアが１５億円（１１％）となっている。主な機

器では、処理装置本体が１機当たり約１３億円であり、ディスク装置は１ＴＢ当たり約２．７億

円である。 

 

概算として容量当たりのディスク装置の借料をベンダ別に比べた場合は１ＴＢ当たり約１．８億
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円から４．２億円までと約２．３倍の開きがある。これは、ディスク装置の技術革新による性能向

上が目覚しく、導入年度により製品モデルの記憶容量に対する価格が低下していることが要因

と考えられる。 

 

ホストコンピュータ借料（平成１４年度）　２５５

開発・研修機 64
（25%）

本番機 19１ （75％）

運用
監視

7
(3%)

業務管理
・官房

24
（9%）

納税者
情報管理

20
（8%）

債権管理・徴収
36

（14%）

資料調査
40

（16%）

課税系①
32

(12.5%)

NEC機
25

(10%)

日立機
28

(11%)

IBM機
11

(4%)

課税系②
32

(12.5%)

IBM機 31 （12％） NEC機 56 （22％） 日立機 104 （41％）

（注）　・ホストコンピュータ借料はハードウェアとホストコンピュータソフトウェアの合計。

単位　億円

ホストコンピュータ借料（平成１４年度）　２５５

開発・研修機 64
（25%）

本番機 19１ （75％）

運用
監視

7
(3%)

業務管理
・官房

24
（9%）

納税者
情報管理

20
（8%）

債権管理・徴収
36

（14%）

資料調査
40

（16%）

課税系①
32

(12.5%)

NEC機
25

(10%)

日立機
28

(11%)

IBM機
11

(4%)

課税系②
32

(12.5%)

IBM機 31 （12％） NEC機 56 （22％） 日立機 104 （41％）

（注）　・ホストコンピュータ借料はハードウェアとホストコンピュータソフトウェアの合計。

単位　億円

 

図 ２.３-２ ホストコンピュータ借料内訳 （１）業務別の内訳 

 

処理装置本体 (３機）

10  （24％）
ディスク装置 (10TB)

18 （43％）

テープ
装置

3（7％）

IBM機 ホストコンピュータ借料（平成１４年度）　４２

単位　億円

ソフトウェア

9 （21％）

その他のハードウェア 3（4%）
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23 （28％）
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9 （11％）
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50 （38％）

ディスク装置 (14TB)
38 （29％）

テープ装置
11 （8％）
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15 （11％）

その他の
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（注）　・ベンダ別明細は本番機と開発・研修機の合計。
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図 ２.３-３ ホストコンピュータ借料内訳 （２）ベンダ別機器構成の内訳 
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(2) 端末機等借料調査 

 

端末機等借料については全体で１０４億円であるが、内訳を更に調査するために大規模局であ

る東京国税局管内1の平成１４年度予算をモデルに調査を行った。東京国税局管内の平成１４年度

端末機等借料は、１８億円であり、全国の端末機等借料の１７％に相当する。 

東京国税局管内の一部の平成１４年度端末機等借料を、機器の種類別、調達別（随意契約、入

札）の大きく二つのパターンから調査した。 

 

① 端末機等借料内訳（機器の種類別、機器別） 

 

平成１４年度の東京国税局管内の端末機等借料である１８億円の内訳について、機器の種類

別、機器別に整理した結果は、図 ２.３-４「端末機等借料内訳（１）」のとおりであり、概要を以下

に示す。 

 

ア. 端末機等が１，０１３百万円と、端末機等借料の５６％を占めている。端末機等の機器別内

訳を見ると、一般用端末機（タイプ１）が９０９百万円で、全端末機の約９０％と高い比率を占

めている。 

 

イ. 一般用端末機（タイプ１）の借料を１台当たりに換算すると、年間約２４万４千円となる。 

 

機器の種類別

機器別

端末機等借料（平成１４年度：東京国税局管内の一部）1８億円

プリンタ類
124

（7%）

ルータ
113
(6%)

一般用端末機（タイプ１）　909（50%）
その他

104
（6％）

OCR
マスター

ステーション
172（9%）

OCR
イメージ
サーバ

178（10％）

プリンタ類
124

（7％）

オフィス
サーバ

106
（6％）

統
合
27

1％

ルータ
113

(6%)

3726台

ﾀｲﾌﾟ2
　 187台
ﾀｲﾌﾟ3
　　74台

169台
59
台

タイプ１～３
34台

77台 785台 128台

ＯＣＲ関連機器
351

（19%）

サーバ類
134

（7%）
端末機等　1013（56％）

単位　百万円

LAN
設備

80
（4%）

LAN
設備

80
（4%）

（注）　・借料の内訳は機器明細等からの推計による。

　　　　・端末機タイプ１：一般用端末機
　　　　・端末機タイプ２：業務管理情報用端末機
　　　　・端末機タイプ３：地図情報用端末機

集線装置 189台

スイッチ装置 59台

機器の種類別

機器別

端末機等借料（平成１４年度：東京国税局管内の一部）1８億円

プリンタ類
124

（7%）

ルータ
113
(6%)

一般用端末機（タイプ１）　909（50%）
その他

104
（6％）

OCR
マスター

ステーション
172（9%）

OCR
イメージ
サーバ

178（10％）

プリンタ類
124

（7％）

オフィス
サーバ

106
（6％）

統
合
27

1％

ルータ
113

(6%)

3726台

ﾀｲﾌﾟ2
　 187台
ﾀｲﾌﾟ3
　　74台

169台
59
台

タイプ１～３
34台

77台 785台 128台

ＯＣＲ関連機器
351

（19%）

サーバ類
134

（7%）
端末機等　1013（56％）

単位　百万円

LAN
設備

80
（4%）

LAN
設備

80
（4%）

（注）　・借料の内訳は機器明細等からの推計による。

　　　　・端末機タイプ１：一般用端末機
　　　　・端末機タイプ２：業務管理情報用端末機
　　　　・端末機タイプ３：地図情報用端末機

集線装置 189台

スイッチ装置 59台

 

図 ２.３-４ 端末機等借料内訳（１） 

                                               
1 東京国税局管内の一部（６３署）について分析した。 
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② 端末機等借料内訳（調達別、構成機器別） 

 

平成１４年度の東京国税局管内端末機等借料１８億円の内訳を、更に調達別（随意契約、入

札）、ハードウェア・ソフトウェア別、構成機器別に整理した結果は、図 ２.３-５「端末機等借料内

訳（２）」のとおりであり、概要を以下に示す。 

 

ア. 随意契約のハードウェアは、ＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスターステーション等が２６２

百万円となり、随意契約ハードウェア全体３７５百万円の７０％を占めている。 

 

イ. 随意契約のソフトウェアは４８８百万円であり、その内訳は以下のとおりとなっている。 

・ＯＳ／２対応製品（ＰＣＯＭＭ、ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＳｅｒｖｅｒ等）が２７０百万円となっており、随意

契約ソフトウェア全体の５５％を占めている。端末機台数を約４３００台とすると、１台当た

り約６．３万円となる。 

・ＯＳ／２対応製品のうち通信ソフトウェア（ＳＮＡ1対応）に相当するＰＣＯＭＭには、１１８百

万円、ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＳｅｒｖｅｒには８８百万円の費用が発生している。 

・ＯＣＲイメージング処理、辞書関連ソフトウェアは合計で１７１百万円となっており、随意契

約ソフトウェア全体の３５％を占め、また、地図関連（地図情報）ソフトウェアは３７百万円

となっており、随意契約ソフトウェア全体の８％を占めている。 

・ＯＣＲイメージング処理には１５６百万円の費用が発生し、辞書関連ソフトウェアは７７台

の端末機で１５百万円の費用が発生している。 

・地図関連（地図情報）ソフトウェアは、７４台の端末機で３７百万円の費用が発生している

が、そのうち地図変換費用が１台当たり月額約２万円となっている。 

 

ウ. 入札のハードウェアは全体で９２３百万円であるが、一般用端末機（タイプ１）のハードウェア

費用は５７９百万円で入札ハードウェアの６３％を占め、またプリンタ類は１２４百万円で入札

ハードウェアの１３％を占めている。 

 

エ. 一般用端末機（タイプ１）のハードウェアは１台当たり年額約１５万５千円（保守料と据付調整

費を含む）と計算される。したがって、①端末機等借料内訳（機器の種類別、機器別）で求め

た１台当たりの費用２４万４千円との差から、ソフトウェアは約８万９千円と計算される。その

うちＯＳ／２対応製品は６万４千円であり約７２％を占めている。 

 

                                               
1 ＳＮＡ（Systems Network Architecture）：米ＩＢＭが 1970 年代に開発したメインフレーム用の大規模ネットワークアーキテクチャ。

ＯＳＩ参照モデルに似た５階層から構成される。 
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オ. 一般用端末機（タイプ１）は入札により費用低減策が採られたが、それでもハードウェア費用

は年１５万５千円であるので、１台当たり月額１万円を越えている。 

 

カ. プリンタ類のうち漢字ラインプリンタは１台当たり月額４万４千円、卓上シリアルプリンタは１

台当たり月額１万２千円程度となっている。 

 

単位　百万円

調達別

ハードウェア
　　　/ソフトウェア

構成機器

端末機等借料（平成１４年度：東京国税局管内の一部）１８億円

随意契約　862（47%）

随意契約　ハードウェア
　375（21%）

随意契約　ソフトウェア　488（27%）

OCR
マスター

ステーション
等
116
（6%）

OCR
イメージ
サーバ

146
（8％）

PCOMM
118
（6%）

Transacｔion 
Server

88
（5%）

競争入札　ハードウェア　923（51%）

一般用端末機（タイプ１）　
579

（32％）

プリンタ
類

124（7％）

その他
137(8%)

ＯＣＲ
イメー
ジング
処理
156

（9％）

ルータ

104
（6％）

その他

64
（4%）

地図
関連
ソフト
ウェ ア

37
（１％）

3726台 ７８５台4098台77台 111台 4292台 4233台 －

OS/２対応製品　
270（15％）

競争入札　957（53%）

LAN
設備
80

（4%）

競争入札 ソフトウェア３４(2%)

OS/2 Warp Advanced V4 　34(2%) 　876台

ﾀｲﾌﾟ2　187台　ﾀｲﾌﾟ3　74台

OSV　 169台　TSV　 59台

その他　9(1% )その他　9(1%) 辞書関連ソフトウェ ア　15(1%)　77台

128台

（注）　・平成１４年度における東京国税局管内税務署（一部）への導入機器が対象。なお、金額部分（単位：百万円）は、

　　　　　平成１５年３月末現在の継続契約明細に係る月額借料を１２月相当にて換算したものである（税込）。

　　　　　・借料の内訳は機器明細等からの推計による。

74台

集線装置 　　189台

スイ ッチ装置 59台

単位　百万円

調達別
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　　　　　・借料の内訳は機器明細等からの推計による。

74台

集線装置 　　189台

スイ ッチ装置 59台

 

図 ２.３-５ 端末機等借料内訳（２） 

 

(3) コスト構造分析 

 

ＫＳＫシステム予算、ホストコンピュータ借料及び端末機等借料内訳を基に、コスト構造分析を行

った。 

 

① ホストコンピュータ借料 

 

ＫＳＫシステム全体としては、高い安定性及び信頼性を実現するためにメインフレームを利用

しており、ＩＢＭ、ＮＥＣ、日立の３社によるマルチベンダ環境となっている。 

メインフレームの年間借料は、全体で２５５億円とＫＳＫ関係予算の約半分を占めている。また

各社ごとに違いはあるが、平均すると１台当たり本番機で約２８億円、開発・研修機で約２１億円

の年間借料となっている。 

 

一般的にメインフレームは、高い安定性及び信頼性の実現のため、厳しい品質基準による部

品選定や独自開発の高機能なＯＳを搭載しており、オープン系システムで採用されているサー

バに比べ調達費用及び保守費用が高いと言われている。 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

55

 

② 端末機等借料 

 

ホストコンピュータと端末機間の通信プロトコルは、メインフレームとしては主流のＳＮＡが使用

されている。また端末機のＯＳとしてＯＳ／２を使用している。 

ＫＳＫシステムの端末機として大部分を占める端末機（タイプ１）の年間借料は、１台当たり２４

万４千円となっている。内訳はハードウェアが１５万５千円、ソフトウェアが８万９千円（ＯＣＲ関連

ソフト含む）である。 

ハードウェアの年間借料は、１５万５千円であり、一般的な汎用ＰＣの購入価格に比べると高

価となっている。その理由は、現状においてシステムのソフトウェア構成上ＯＳ／２を利用してい

ることから、この製品をサポートした端末機が必要であり、結果的に端末機の選択肢が少なくな

ることに加えて、生産工場におけるＫＳＫシステム用資源のインストール作業等を含めた据付調

整費及び機器の保守費が、機器借料に含まれていることである。 

なお、現在この対応として端末機のＭＳ－Ｗｉｎｄｏｗｓ化及び通信プロトコルのＴＣＰ／ＩＰ化に

向けた開発を実施中である。 

 

 

 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

56

 

２.４ 契約状況調査・分析 

 

 

入札方式拡大の可能性を検証するため、ＫＳＫシステムのホストコンピュータ・端末機等・プログラ

ム開発・機器保守・業務委託・入力委託の調達について、現状の契約状況及び費用算定方法の妥当

性の観点から調査・分析を行った。調査方法は関係職員へのヒアリング及び調達関連資料の収集を

中心としている。 

 

(1) 現状の政府調達制度 

 

日本国政府の調達手続きに関しては、国内法令として、会計法、予算決算及び会計令等多くの

法令が制定されており、これらの法令、政府調達協定及び自主的措置等に基づき、透明性、公正

性及び競争性の高い手続きが規定されている。その調達方法の選定方式として、一般競争入札

（公開入札）、指名競争入札（選択入札）、随意契約（限定入札）の３方式がある。 

また、製品又はサービスで予定価格が８０万ＳＤＲ1(１億２０００万円)を超える調達については、

総合評価落札方式による一般競争入札方式を基本としている。 

なお、契約年数について官公庁においては、予算単年度主義の下に情報システム構築・運用等

が複数年に亘る場合であっても、原則として単年度の契約により実施されている。 

 

参考に民間企業での情報システムの調達方法としては、提案募集（ＲＦＰ）を行い、調達説明書

にてシステム要求要件を提示し、参加希望する供給業者の中から申請書（提案書）を受領し、内容

を精査することにより該当の供給業者を選定し契約するケースが多い。また、複数年に亘る調達に

合理性がある場合には、一括で複数年契約が実施されている。随意契約としている場合にも、調

達業者の見積り提示額における費用算定の妥当性を確認するため、民間企業独自で必要調達品

の一般市場価格を外部調査機関に依頼しデータ収集を行っているケースが多い。また、外部調査

機関で入手不可能な市場価格については、過去の実績値を蓄積し、民間企業独自の算出根拠デ

ータを持っている。 

 

(2) 現状のＫＳＫシステムにおける調達方法 

 

現状のＫＳＫシステムにおける調達方法については、図 ２.３-１「ＫＳＫシステム関係予算につい

て」の区分に合わせて、ホストコンピュータ・端末機等・プログラム開発・機器保守・業務委託・入力

委託のそれぞれについて契約書、契約状況等から調査・分析した。その結果は以下のとおりであ

                                               
1ＳＤＲとは、Special drawing rights(特別引出権)の略であり、円貨換算レートは２年ごとに見直される。平成１４年４月１日より平成

１６年３月３１日までの調達期間としては、８０万ＳＤＲ＝１億２０００万円が適用される。 
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る。 

また、ＫＳＫシステムの全体の調達状況を、図 ２.４-１「ＫＳＫシステム調達の現状」に示す。 
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契約名称等 年度

 東京19署ﾘﾌﾟﾚｰｽに伴い
入札化 　

東京63署ﾘﾌﾟﾚｰｽ
に伴い入札化

 東京19署ﾘﾌﾟﾚｰｽに伴い
入札化 　

東京63署ﾘﾌﾟﾚｰｽ

に伴い入札化

→（一般競争入札へ）
すべて入札化

　

購入 ★

　

仙台24署
札幌・金沢
広島

高松・熊本・福岡
沖縄　東京19署

名古屋33署 購入 ★

関信53署
仙台26署

仙台24署

※ 一般競争入札における端末機等の調達（賃貸借及び購入）については、調達初年度のみ一般競争入札を実施し、二年目以降の
継続契約及び保守契約においては、当初契約の相手先を対象とした随意契約としている。

（注） 端末機等とは、端末機、サーバ、ＬＡＮ設備、プリンタ、端末機等に係るソフトウェア等、ＯＣＲ関連機器、通信機器（ルータ）である。

156 7 8 1311契約区分

購
入
及
び
保
守

端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

プリンタ

プリンタ

9 105 14

機器の運転業務
等

端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

購入 ★
端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

プリンタ

購入 ★
プリンタ

プリンタ

名古屋15署
関信県南10署

プリンタ
東京63署

端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

通信機器(ルータ)

12

名古屋33署

　 端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

購入★
端末機等に係るソフトウェア等

ＯＣＲ関連機器

大阪31署

　 端末機、サーバ、ＬＡＮ設備
プリンタ

端末機等に係るソフトウェア等
ＯＣＲ関連機器
通信機器(ルータ)

購入 ★
端末機等に係るソフトウェア等

ＯＣＲ関連機器
通信機器(ルータ)

関信53署
仙台26署

端末機等に係るソフトウェア等

ＯＣＲ関連機器

随
意
契
約

役
務
等

本番用機器等の
賃貸借等

端末機等の購入
(★)及び保守

※購入契約にお
いては契約締結
の翌年から保守
契約が発生する

賃
貸
借

購
入
及
び
保
守

通信機器(ルータ)

プログラム開発 プログラム開発

購入 ★

業務委託等

一
般
競
争
入
札

役
務
等

札幌・金沢・広島

賃
貸
借

端末機等の賃貸
借等

業務委託費（穿孔）

オペレータ等

端末機等の購入
(★)及び保守
※購入契約にお
いては契約締結
の翌年から保守
契約が発生する

ホストコンピュータ

端末機、サーバ、ＬＡＮ設備

プリンタ

端末機等に係るソフトウェア等

通信回線（設備等を含む）

ＯＣＲ関連機器
通信機器（ルータ）
技術支援（ＳＥ）
オペレータ等

 

図 ２.４-１ ＫＳＫシステム調達の現状 
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① ホストコンピュータ 

ホストコンピュータの調達には、コンピュータ本体、周辺機器等、センタ装置に関連する装置及

び通信回線等が含まれる。 

調達方法については、導入初年度は入札方式により調達し、翌年度からは既存システムとの

連接性等1を確保するため１年単位の随意契約で調達している。 

また、ハードウェアの使用期間として５年程度を基本としており、平成１１年度にホストコンピュ

ータリプレースが実施されたが、全国拡大途中であり、拡大に合わせた機器の増設やシステム

環境の再構築を行いつつ、安定稼働を確保する必要があったことから、調達方法として随意契

約を採用している。 

 

なお、現状においてホストコンピュータの調達は、通信回線、端末機等、技術支援（ＳＥ）をまと

めて一括で一社と随意契約し、プログラム開発については、アンバンドル化し別に調達してい

る。 

 

② 端末機等 

調達方法については、平成１１年度の外部専門家の提言の基に、ハードウェア更改のタイミン

グで端末機（ＯＳ／２をバンドル提供）、サーバ、プリンタ、ＬＡＮ設備（集線装置・スイッチ装置）に

ついて入札方式化を実施してきている。なお、ハードウェアの使用期間として５年程度を基本とし

ているが、ＫＳＫシステムの導入は地域ごとに拡大され、現状の全国の庁・局・署へ展開されて

いる。したがって、ハードウェア更改の時期も地域単位となるので、契約単位も地域ごとで実施さ

れている。 

しかし、端末機等に係るソフトウェア等（ＰＣＯＭＭ、基盤／運用パッケージ等）、ＯＣＲ関連機

器（ＯＣＲイメージサーバ、ＯＣＲマスターステーション等）及び通信機器（ルータ）については、ホ

ストコンピュータと一括により随意契約で調達している。 

 

③ プログラム開発 

調達方法については、導入初年度は入札方式により調達し、既存システムとの連接性等を確

保するため翌年度から１年単位の随意契約としている。 

 

④ 機器保守 

機器保守は、購入の端末機器が対象となる。 

調達方法については、機器の導入初年度は契約上の保証期間（瑕疵担保）に該当するため、

                                               
1連接性等とは、①業務プログラム、ミドルウェアとの連接性が確保できる機器であること②ＫＳＫシステム独自仕様のソフトウェア

との連接性が確保できる機器であること③増設機器は既存機器との連接性が確保できる機器であること④業務プログラム間の

関連性が強いので各業務システム間の連接性(ホストコンピュータ間含む)が確保できることを示す。 
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機器保守の契約は発生しないが、翌年度以降は既存システムとの連接性等を確保するため１

年単位の随意契約としている。 

 

⑤ 業務委託、入力委託 

技術支援（ＳＥ）以外の業務委託（オペレータ業務・データ管理及び磁気テープ管理等）の調達

方法については、平成１１年度の外部専門家の提言もあり、平成１３年度から入札方式化を図っ

ている。 

また、入札に当たっては、技術移転を考慮して、前年度要員を４月に２／３、５月に１／３配置

する契約を行うことにより、ノウハウを継承している。 

技術支援（ＳＥ）の業務委託の調達方法については、業務内容がセンタ運用支援・業務システ

ム運用支援・ネットワーク統合支援であることから、既存システムとの連接性及び既存システム

のノウハウ等が必要であるため、導入初年度は入札方式、翌年度からは１年単位の随意契約と

している。 

入力委託（利子支払調書・配当調書等の法定資料及び任意の法定外資料等（紙ベース）のデ

ータタンキング入力（穿孔））の調達方法は、ＫＳＫシステム導入当初の平成６年度から全ての入

力委託を入札方式としている。 

 

(3) 調達費用の算定方法の調査・分析 

 

ホストコンピュータ（通信回線を含む）・端末機等・プログラム開発・機器保守・業務委託・入力委

託、それぞれの調達費用算定方法についてヒアリング及び調達関連資料の収集データを基に調

査・分析した。その結果は、以下のとおりである。 

 

① ホストコンピュータ 

 

月額借料の算定方法は、調達業者への見積り依頼を概算要求前と契約前の２回行い、前年

度と同一製品については、前年度の契約内容との整合性の確認を行う。なお、新たに導入した

構成品等については、ＪＥＣＣ（日本電子計算機株式会社）のレンタル価格1と業者見積りとの照

合を行い、定価×割引率等により月額借料の妥当性を判断した上で、業者見積りを参考にしつ

つ、ＪＥＣＣ（日本電子計算機株式会社）のレンタル価格をベースに定価×割引率等により算出し

ている。 

また、見積り内容については、原課部門及び会計部門での複合的な観点により、見積価格の

妥当性を精査するとともに、価格の割引交渉等を実施している。 

 

                                               
1 ＪＥＣＣレンタルシステムは単年度会計主義に基づく官公庁の調達方式に合致した方式であり、レンタル制度は、リースのような

複数年度に及び契約期間の定めがなく、単年度契約にマッチしている。 
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通信回線費用については、電気通信事業法に基づく認可料金制度のため価格の競争性を有

さないことから、通信回線事業者からの見積りに基づき算出している。なお、長期継続利用によ

る割引サービス等を適用し、通信回線費用としても削減を図っている。 

 

② 端末機等 

 

平成１１年度の外部専門家の提言の基に、ハードウェア更改のタイミングで端末機（ＯＳ／２を

バンドル提供）、サーバ、プリンタ、ＬＡＮ設備（集線装置・スイッチ装置）については、入札方式化

を実施している。なお、契約種別として原則は賃貸借契約としているが、予算の閣議決定により

購入契約の場合もある。翌年以降の賃貸借契約月額借料の算定方法は、調達業者への見積り

依頼を概算要求前と契約前の２回行い、前年度の契約内容との整合性の確認を行い月額借料

の妥当性を判断し算出している。 

また、見積り内容については、原課部門及び会計部門での複合的な観点により、見積価格の

妥当性を精査するとともに、価格の割引交渉等を実施している。 

 

端末機等に係るソフトウェア等（ＰＣＯＭＭ、基盤／運用パッケージ等）、ＯＣＲ関連機器（ＯＣＲ

イメージサーバ、ＯＣＲマスターステーション等）及び通信機器（ルータ）については、既存システ

ムとの連接性等を確保するため随意契約としているが、上記の端末機と同様に契約種別として

賃貸借と購入の場合がある。 

 

賃貸借の場合、月額借料の算定方法は、調達業者への見積り依頼を概算要求前と契約前の

２回行い、ＪＥＣＣ（日本電子計算機株式会社）のレンタル価格と照合を行い、定価×割引率等に

より月額借料の妥当性を判断し算出している。翌年度以降は業者へ見積りを依頼し、その見積

りと前年度の契約内容との整合性の確認を行って月額借料の妥当性を判断し算出している。 

 

購入の場合には、業者見積り提示の購入価格について標準価格に対する割引等を考慮した

一般市場価格との妥当性により判断し算出している。 

 

また、見積り内容については、原課部門及び会計部門での複合的な観点により、見積価格の

妥当性を精査するとともに、価格の割引交渉等を実施している。 

 

平成１２年度以降も継続的に随意契約で調達されているＯＣＲ関連機器（ＯＣＲイメージサー

バ、ＯＣＲマスターステーション等）及び端末機等に係わるソフトウェア等における分析を以下に

示す。 
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ア. ＯＣＲ関連機器 

 

ＫＳＫシステムにおけるＯＣＲ機器の市販製品との相違点としては、ＯＣＲ用スキャナに文

字走査機能及び漢字読取機能、イメージ処理機能、帳票色機能、グレー処理機能等の独自

カスタマイズ機能を追加しているため、ファームウェア（ハードウェア組込みソフトウェア）の強

化等を実施し、確定申告書等の読取精度の向上を図っていることである。したがって、一般

の市販製品との比較は困難である。 

 

イ. 端末機等に係るソフトウェア等 

 

平成１３年度調達における、端末機等に係るソフトウェア等については、端末機のタイプに

より使用するソフトウェア構成が異なるが、ほとんどの端末機で使用しているＰＣＯＭＭソフト

ウェアについての調達価格と標準価格の比較を以下に示す。 

 

構成品及び形式 調達価格 標準価格 割引率 

ＰＣＯＭＭ Ｊ4.2 

(4071260) 

66,396 円 105,000 円 37％ 

 

割引率的にも、一般市場価格と同等レベルの状況であると想定される。 

 

③ プログラム開発 

 

算定方法は、開発要件確定後に、ベンダに対して開発規模見積りを依頼し、ベンダ提示の開

発規模を基に、過去の開発データ等を参考に詳細な精査を行い開発規模を決定している。 

決定された開発規模に過去の開発実績からの開発生産性を乗じて、開発に必要な総工数を

算出する。算出された総工数を一定の基準に従い、ＳＥ、プログラマ―等に振り分けた後、各々

の単金を乗じて開発費を算出している。 

ＫＳＫシステムのように、開発環境や稼働環境が比較的固定されているシステムでは、過去の

開発実績に基づいた規模の算出方法は一般的である。 

 

④ 機器保守 

 

算定方法は、購入価格をベースに保守料を算出しており、業者見積りや過去の実績を参考に

精査を行っている。また、見積り内容については、原課部門及び会計部門でも複合的な観点に

より、見積価格の妥当性を精査するとともに、価格の割引交渉等を実施している。 

ＫＳＫシステムの場合、機器保守の対象となる購入品の対象として、端末機、サーバ、プリンタ、
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ＬＡＮ設備（集線装置・スイッチ装置）、端末機等に係るソフトウェア等（ＰＣＯＭＭ、基盤／運用パ

ッケージ等）、ＯＣＲ関連機器(ＯＣＲイメージサーバ、ＯＣＲマスターステーション等)、通信機器

（ルータ）がある。なお、一般市場においては、機器保守の算定基準は、該当機器に対する保守

サービス内容及び各ベンダでの該当機器の市場導入台数による保守物品の準備状況・保守体

制により、大幅に変動することになる。 

以下に平成１３年度購入品のサンプルについて年額保守料の購入価格に対する比率を表 ２.

４-１｢平成１３年度のサンプル構成品に対する購入価格と年額保守料の比率｣に示す。 

 

表 ２.４-１ 平成１３年度のサンプル構成品に対する購入価格と年額保守料の比率 

構成品及び形式 
比率 

（年額保守料／購入価格） 

一般用端末機（タイプ１） 

ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ22 (2647-ＫＺ3) 
１９％ 

オフィスサーバ 

ｘＳＥＲＩＥＳ 220 (8645-4ＨＪ) 
１９％ 

卓上ページプリンタ 

ＬＢＰ-1610 
２５％ 

スイッチ装置一式 

ＬＡＮスイッチ６００型(02Ｌ1380) 
２２％ 

一般用端末機（タイプ１）に使用するソフトウェア 

ＰＣＯＭＭ、基盤／運用パッケージ等１０種類 
３％ 

ルータ 

ＩＰ45/661 基本部 (ＩＰ45/661) 
１２％ 

ＯＣＲマスターステーション 

スキャナ(ＯＣＺ2065Ｋ) 
８％ 

 

ＫＳＫシステムにおける機器保守料の購入価格に対する比率は、一般市場にも多く導入され

ている端末機・サーバ・プリンタ・スイッチ装置について、２０％前後の状況である。また、市場導

入台数が低いが、購入価格が高価な構成品については、各ベンダの保守体制の状況により比

率が異なるものと想定される。なお、購入ソフトウェアで、無償バージョンアップのサポート契約を

含まない場合には、非常に低い比率（年額保守料／購入価格）となる状況である。 
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⑤ 業務委託・入力委託 

 

業務委託の費用算定では、委託内容ごとに必要工数を見積り、それに単金を乗じて見積りを

行っている。単金については、業者見積りや市場価格を参考に精査を行っている。 

なお、技術支援（ＳＥ）については、委託内容の特性より市場価格との比較が困難であること

から、過去の実績も参考に精査を行っている。 

入力委託の外注費の見積りでは、入力項目に応じた、１枚当たりの単価を他の市場価格や業

者見積りを参考にして算出している。 

一般的にも、「積算資料」（経済調査会発行）等の市場価格と業者見積りを参考にして算出す

るのが通例である。 
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２.５ 安定性及び信頼性調査・分析 

 

 

ＫＳＫシステムにおける安定性1及び信頼性2について、現行システムの構成（ハードウェア、ソフトウ

ェア、ＤＢ、ネットワーク）及びその運用状況の調査・分析を行った。その結果は以下のとおりである。 

 

(1) 技術動向の調査 

 

安定性及び信頼性に関連する一般的な技術動向については以下のとおりである。 

 

メインフレームの特性としては、オンラインやバッチなどタイプの異なるプログラムをハードウェア

資源のバランスをとりながら、同時並行的に稼働させる機能(ワークロード管理)、稼働中に資源の

利用状況に応じて自動的かつ動的に(システムを止めず)区画の構成を変更することができる機能

(動的再構成機能)などにより、これまで高い拡張性、可用性を確保しシステム的に安定性に優れて

いる点が挙げられる。そのため、基幹業務に大型メインフレームを１０数台も使っている企業では、

現時点でも多くがメインフレームを使用している状況である。 

しかし、現在Ｌｉｎｕｘを始めとするオープン環境でシステムを構築する動きがますます加速してい

る。中でも、基幹業務に大型メインフレームを１０数台も使っている企業を除き、中小型規模のメイ

ンフレームを基幹業務に利用している大多数のユーザー企業は、更改期にオープン系システムに

切り替えるという動向が見られる。 

このようなオープン系システムは、上記ホストコンピュータの重要機能の部分でメインフレームに

劣り、コンピュータのダウンサイジングが進む中で高い安定性及び信頼性が必要なシステムには

現段階では必ずしも適さないとされてきたことが、近年のオープン系システムの技術革新背景であ

る。 

安定性及び信頼性に対するシステム要件を満たすために取り入れられてきた技術として、分散

技術・冗長化技術・リソース管理技術・セキュリティ技術などがある。なお、分散技術・冗長化技術・

リソース管理技術はサーバ等のオープンシステム化における安定性及び信頼性確保のための技

術であり、クラスタリング等がかなり一般の技術となってきている。 

このように、オープン系システムにおいても安定性及び信頼性の向上は着実に進んでおり、メイ

ンフレームとの差が縮小する傾向にある。このため、ミッションクリティカルな金融系システムにお

いてもオープン系システムによる構築事例が増加しつつある。 

 

                                               
1業務上の運用に支障を来さないよう、環境、設備、開発・運用面を整備し信頼性の高いシステムを実現すること。 
2動作や性能の時間的安定性を表す。故障が少なく、安定して使えることを目標とすること。 
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(2) 現状の安定性及び信頼性調査・分析 

 

ＫＳＫシステムは、全国の国税局（所）及び税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各

種の情報を一元的に管理するなど、税務行政の根幹となるシステムである。 

業務特性としては、申告・申請の処理量において特に確定申告期は一時期に集中するという特

徴がある。このため迅速かつ確実に処理する必要があり、中断すると納税者等へ大きな影響を与

えるシステムであるので、業務システムによっては、極めて高い安定性及び信頼性の確保が求め

られている。 

なお、ＫＳＫシステムにおける安定性及び信頼性の要求レベルについては、表 ２.５-１「各業務

システムに求められる安定性及び信頼性」に示す。 

また、ＫＳＫシステムにおいて主要なセンタ機器にかかる故障時の冗長化対策としては、表 ２.

５-２「主要なセンタ機器に係る故障時の冗長化対策一覧」のとおりである。 

 

表 ２.５-１ 各業務システムに求められる安定性及び信頼性 

業務システム 安定性・信頼性 要件

納税者情報管理

所得税・消費税

資産税

法人税・消費税

源泉所得税

酒税

間接諸税

調査

債権管理

徴収

鑑定

資料調査

財産評価

審理室

総務

会計

税務相談

人事

厚生

課税事績検索

業務管理情報

企画

査察

非課税貯蓄限度額管理

納税者に密接な業務システムで、高安定性・信
頼性を要求されるもの

ある程度のオンライン停止は許容される程度
の安定性や信頼性を要求されるもの

高信頼性

中低信頼性
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表 ２.５-２ 主要なセンタ機器に係る故障時の冗長化対策一覧 

故障箇所 故障時の対応 留意事項 

機器 部位 区分 対策方法 運転方法 切替方法  

一台 縮退 自動継続 能力低下 
中央演算装置 

複数台 
分散配置 

バックアップ機 停止・再起動 能力低下、業務限定

一部 縮退 自動継続 － 
バッファ記憶装置

全面 
分散配置 

バックアップ機 停止・再起動 能力低下、業務限定

電源部 二重化 縮退 自動継続 － 
システム制御装置 

その他 － バックアップ機 停止・再起動 能力低下、業務限定

１ビット 自動修復機能 自動修復 － 

１メモリ 分散配置 縮退 
自動継続 

能力低下 主記憶装置 

複数台 － バックアップ機 停止・再起動 能力低下、業務限定

１ビット 自動修復機能 自動修復 － 
拡張記録装置 

１メモリ以上 分散配置 能力低下 

入出力装置 パス 二重化 － 

 その他 分散配置 － 

サービスプロセッ

サ 
－ － 

操作卓 － － 

電源装置 － － 

中央処理

装置 

冷却装置 － 

二重化 

縮退 
自動継続 

－ 

システム系 － 

ジャーナル系 － 制御装置 

業務系 － 

システム系 － 

ジャーナル系

二重化 縮退 

－ 

磁気記憶

装置 

記憶装置 

業務系 自動修復機能 自動修復 

自動継続 

－ 
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故障箇所 故障時の対応 

機器 部位 区分 対策方法 運転方法 切替方法 
留意事項 

制御装置 － 二重化 縮退  

１ビット 自動修復機能 自動修復  
半導体記

憶装置 記憶装置 
１メモリ以上 予備装置 

自動継続 磁気記憶装置を予

備装置としており能

力低下 

ライブラリ装置 － － 自動継続 － 

デッキ装置 － － － 
磁気テープ

装置 
磁気テープ － 二重化 

手動継続 
副本を作成 

プリンタ装置 － － 

別装置使用 

手動継続 － 

相互接続 縮退 自動継続 － 
ＬＡＮ接続装置 － 

予備装置 別装置使用 自動継続 － 

ＮＮサーバ － 相互補完 別装置使用 自動継続 － 

ＤＬＳＷ － 
２対１で冗長

化 
別装置使用 自動継続 － 

Ｃｐａｄａｐｔｅｒ 二重化 別装置使用 自動継続 － 

ＳＬＯＴ 二重化 別装置使用 手動継続 － 

Ｐｏｒｔ 二重化 別装置使用 手動継続 － 

フレームリレー交換機 

（事務管理センタ） 

電源 二重化 別装置使用 自動継続 － 

Ｃｐａｄａｐｔｅｒ 二重化 別装置使用 自動継続 － 

ＳＬＯＴ 予備装置 別装置使用 手動継続 － 

Ｐｏｒｔ 予備装置 別装置使用 手動継続 － 

フレームリレー交換機 

（ネットワークセンタ） 

電源 二重化 別装置使用 自動継続 － 

 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

69

ＫＳＫシステムにおける安定性及び信頼性について現状を把握するために、行政機関での情報

システムの標準的な観点として、総務省が定めた「行政情報システムの安全対策指針」（平成１１

年７月３０日）を用い、内容別安全対策項目等一覧から安定性及び信頼性に関する管理面、環境・

設備面、開発運用面について、過去の監査などで指摘された内容も含めて調査を実施した。 

調査方法としては、ドキュメントの閲覧と調査、ヒアリング等により行った。その結果は、以下のと

おりである。 

 

① 重要機能室 

・電源設備・空気調和設備、情報システム等は、監視室で集中監視している。 

・電源設備には、無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置（予備機を含む）としている。 

 

② ネットワークの運用管理 

・重要な回線には、専用線を使用している。局・署のＬＡＮは迂回経路を設けている。 

・伝送路及び回線は、オペレーション室において集中監視している。 

 

③ ソフトウェア開発、保守の管理 

・開発環境と本番環境は、ホストコンピュータ本体及びネットワークがともに明確に分離し

ている。 

・ホスト資源、ネットワーク及びディスクを分離している。 

 

④ システムの運用・管理 

・各種資源へのアクセス権限者は、職域職階に応じた権限を付与している。 

・不必要な処理の禁止、不要なアクセスを制限している。 

・端末機操作履歴を管理している。 

・情報システムの運転状況の稼働実績を取得しており､稼働情報監視している。 

 

更に運用面では、ＫＳＫシステムの基幹データである各種業務運用データについて、定期的なバ

ックアップデータの収集や収集データの分散保管管理も実施している等、災害障害対策を講じてい

る。具体的には、想定される障害ごとのシステムリカバリ手順の明確化、ホストコンピュータごとの

バックアップ機への切替え手順等を作成し、更に実効性の確認としての手順確認試験が実施され、

実際の回復所要時間の把握も行われている。 

しかし、大災害等を想定したバックアップセンタはまだ整備されていない。 
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(3) 運用状況調査・分析 

 

障害発生状況（全国拡大後である平成１４年７月～平成１５年９月のデータ）は、受付件数５１１７

件（同件件数除く）中、ハードウェア障害件数が４４３５件（８７％）、ソフトウェア障害件数９８件

（２％）で、ハードウェア障害が大半を占めている。ハードウェア障害の内訳は、端末機２２９０件（５

２％）が大半を占め、ホストコンピュータ（メインフレーム）については２件（０．２３件／年・台となる）

と件数が低い状況となっている。 

障害による影響については、全署範囲の機能停止に至る影響の大きな障害は、ホストコンピュ

ータのハードウェア障害の原因によるものが１件発生しているのみである。発生した障害の業務へ

の影響は、発生後１時間で縮退運転による回復がなされ、翌日に本対処を実施しているが、縮退

運転中の業務規制等による影響はなかった。 

他の原因として、ソフトウェア障害やネットワーク機器障害の影響は、部分的な障害に止まり全

署範囲にいたる障害は発生していない。また、発生時の対応（縮退運転等）も迅速に実施されてお

り、その後の再発防止に向けた対策とその実施状況も確実な管理が行われている 

端末機の障害件数は、運用台数が全国で約２万３千台と多いため比較的数値が高いが、障害

発生率で見ると０．０７件／年となり、１００台中７台に年１回障害が発生する程度であるので、特に

高くはない。 

しかし、ＫＳＫシステムにおける現用のハードウェア設置は平成１１年であり、設置後５年を経過

することになる。システムのハードウェアは、一般的に導入計画から運用停止までのライフサイク

ルとして機器の故障率が初期故障期・偶発故障期・磨耗故障期の３段階を経由することとなる。 

この３段階における故障期については、以下のとおりである。 

・初期故障期 製造工程で加わった欠陥等のため、使用開始当初の故障率が高い期間 

・偶発故障期 初期不良が十分除外され、一定の割合でのみしか故障が発生しない期間 

・磨耗故障期 部品などに摩耗や劣化が蓄積され、故障が増加してくる期間 

 

ハードウェアの耐用年数は、摩耗故障期に入り、故障対応コストが増加し、新規に機器を調達す

る場合の投資効果と比較して、新規機器に交換した方がよいと判断された時点で尽きる。 

この３段階の故障率は、一般的にバスタブの底のような曲線を描き、磨耗故障期に入ると故障

率が高くなることから、故障対応に費やすコストが増加することとなる。 

ハードウェアの耐用年数の予測は、個別機器の統計情報や、運用中の故障発生率の統計情報

等から推測する以外に方法はない。また使用状況や環境によっても変化するため予測は困難であ

るが、一般的にハードウェアの耐用年数の予測には、ＰＣ（サーバ用のものを除く）については４年、

その他のものについては５年と規定される税法上の耐用年数等を目安にしている。 

したがって、ＫＳＫシステムについても、ハードウェアの経年劣化による磨耗故障期が近づいてい

ると想定される。 
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２.６ セキュリティ調査・分析 

 

 

ＫＳＫシステムにおけるセキュリティ対策について、税務情報という極めて守秘性の高い情報を処

理していることを踏まえ調査・分析を行った。その結果は以下のとおりである。 

 

(1) 技術動向の調査 

 

セキュリティに関連する一般的な技術動向について調査を行った。その結果は以下のとおりであ

る。 

 

① 一般的にメインフレームでは、センタと端末機間のネットワークは独自のプロトコルが用いられ

ていること、接続方法は主に専用線接続であり、システム全体が完全に閉じたネットワークで構

築されていることなどにより、システムとしてのセキュリティは高く保たれている。 

 

② オープン系システムではインターネット技術の基盤となっているＴＣＰ／ＩＰプロトコルなどの仕様

が公開されたオープンなプロトコルを用いており、センタと端末機の接続にはイントラネットやイ

ンターネットを介した接続形態が一般に用いられている。このため、通信経路でのデータ盗聴・

改ざんやシステムへの不正アクセスなどの脅威にさらされることとなる。このように、オープン系

システムで用いられている技術の多くは、広く公開された技術やデファクトスタンダードである技

術が多いため、オープン系システムを構成する各製品のセキュリティホールが頻繁に指摘され

ている。オープン系システムは、このことからも分かるように、一般的にメインフレームと比較し

てシステムセキュリティが低いと考えられるので、セキュリティ対策技術の導入を検討する必要

がある。 

 

③ オープン系システムでのセキュリティ対策技術としては、センタと端末機間の接続にＶＰＮ1を採

用することや、ＩＰｓｅｃ2など通信データの暗号化技術などの導入を検討する必要がある。セキュ

リティ対策技術には、この他にアクセス制御(ＲＡＤＩＵＳ認証3など)やファイアウォールなどが存

在するので、必要となるセキュリティレベルを検討し、各種セキュリティ対策技術の導入を検討

する必要がある。 

 

                                               
1 仮想プライベートネットワークのこと。 
2 インターネットで暗号通信を行うための規格。 
3 Remote Authentication Dial-In User Services 認証の略称。Livingston Enterprise 社が開発したダイヤルアップユーザの認証シ

ステム。 
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(2) 現状のセキュリティ調査・分析 

 

ＫＳＫシステムにおけるセキュリティ対策については、以下の国税庁の関連規程に基づいて実施

されている。 

 

国税庁のセキュリティ関連規程としては、「電子計算処理に係るデータ等保護管理規程」（昭和５

６年６月８日）及び「ＯＡに係るデータ等保護管理規程」（平成元年５月８日）が、その中心的なもの

であった。しかし、 近のＩＴ動向を考慮して規程の見直しを行っており、内閣官房情報セキュリティ

対策推進室の「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を基に「財務省訓令」（「情報セキュ

リティの確保に関する規定」）が制定されている。これを受けて、国税庁では「庁訓令」（「国税庁に

おける情報システムに係る情報セキュリティの確保のための実施規則」）と「国税庁セキュリティガ

イドライン」にてセキュリティポリシーを定めている。 

 

ＫＳＫシステムにおけるセキュリティについて現状を把握するために、行政機関の情報システム

の標準的な観点として総務省が定めた「行政情報システムの安全対策指針」を用い、脅威の態様

別安全対策項目等一覧からセキュリティに関する障害、人的エラー、不正／犯罪について調査を

実施した。 

調査方法としては、ドキュメントの閲覧と調査、ヒアリングにより行った。その結果は、以下のとお

りである。 

 

① 人的エラー 

・開発環境と本番環境を分離している。 

・所掌事務の明確化をしている。 

 

② 不正／犯罪 

・庁・局・署だけに閉じたネットワーク構成としている。 

・ユーザＩＤによるアクセスコントロールをしている。 

・追跡調査のためにＫＳＫシステム端末機操作ログを保存している。 

・警備員及び監視カメラにより常時監視をしている。 

 

調査結果により分析を行った結果、ＫＳＫシステムにおけるセキュリティについては、現在の技術

及び社会的な観点から見て考えられる一般的な対策をとっており、特に問題はないと考える。 

 

なお、現在端末機の汎用ＯＳ化に向けた開発を実施中であり、今後、端末機統合（ＫＳＫシステ

ム、国税電子申告・納税システム及びＯＡ系業務システムの全ての業務システムを一台の端末機

で処理）が予定されているので、端末機の利用環境に変化が生じる。 
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３. 問題点及び検討課題抽出 

 

 

２章 現状把握を基に問題点又は検討課題を抽出した。その結果は以下のとおりである。  

 

３.１ 効率性・経済性における問題点及び検討課題 

 

効率性・経済性の観点からは、以下のような問題点及び検討課題を導き出すことができる。 

 

 

(1) 必ずしもメインフレームでの運用を必要としない業務システムがある 

 

ＫＳＫシステムの開発に着手した平成２年当時としては技術面においてメインフレームコンピュー

タが中心であり、その時点ではメインフレームという選択が妥当であったが、現時点においては、以

下のような簡易な機能の業務システム、情報検索系の業務システム、及び一般企業等で汎用パッ

ケージ等使用の実例がある類似処理の業務システムは、必ずしもメインフレームの安定性及び信

頼性を必要とせず、サーバ等で対応可能と思われる。 

 

① 簡易な機能の業務システム 

・鑑定 ：清酒製造状況分析 

・総務 ：税理士情報管理 

・会計 ：前渡資金管理 

・税務相談 ：相談等の件数管理 

 

② 情報検索系の業務システム 

・資料調査、課税事績検索、業務管理情報、企画、査察 

 

③ 一般企業等で汎用パッケージ等使用の実例がある類似処理の業務システム 

・鑑定、資料調査、財産評価、審理室、総務、会計、税務相談、人事、厚生、課税事績検索、

企画、非課税貯蓄限度額管理 

 

なお、ＣＰＵタイム当たりの開発費の分析から、開発規模が大きいと思われる業務システム（審

理室、査察、酒税、鑑定）があるが、これらの業務システムは、利用職員数が限定されており、処

理件数も他の業務システムに比べ少ないので大きな数値となっている。 
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(2) 利用率の低調な業務システムがある 

 

業務管理情報は、所得税・消費税、法人税・消費税等の各業務システムからデータを引き継ぎ、

業務管理上必要な集計・分析の帳票等を出力するシステムであるが、利用率が低い帳票が見受

けられる。そのため、現在利用率の低い帳票の削減に向けた検討が進められている。 

また、業務管理情報ではＥＵＣを活用した分析も行っているが、現状はその大半が定型帳票の

作成となっており、情報活用の点で柔軟性に欠けるところがあると思われる。 

 

 

(3) 類似のデータがある 

 

課税系の主要業務システムでは、法令による遡及処理のために原則７年間データを保存してい

る。業務管理情報においても、検索効率を高めるため、目的別ＤＢとして各業務システムと同様に

７年間データを保存している。 

 

 

(4) システム構成品が比較的高価であり改善の余地がある 

 

近年では、技術進歩に伴いサーバと汎用端末機を利用したオープン系システムによる安価なシ

ステム構成が普及してきた。 

一方、ＫＳＫシステムはＩＢＭ・ＮＥＣ・日立のメインフレームによって構成されているため、以下の

検討課題がある。 

 

① ホストコンピュータとしてサーバに比べ高価なメインフレームを使用している。必ずしもメインフレ

ームでの運用を必要としない業務システムについてはサーバの利用を考慮する必要がある。 

 

② システム要求機能として、端末機、オフィスサーバ、ＯＣＲマスターステーションのＯＳにＯＳ／２

を、ＯＣＲイメージサーバのＯＳにＤＳ/ＶＬを使用しているため、汎用性のない比較的高価な機

器を使用している。 

 

ＫＳＫシステムの開発に着手した平成２年当時としては、ＯＳ機能（ネットワーク機能）、安定性

及び信頼性の面から大規模基幹システムの端末機では、ＯＳ／２を採用する例が多く、ＫＳＫシ

ステムについてもＯＳ／２を使用している。そのため、現在においてはＯＳ／２に限定された汎用

性のない端末機が必要となるので高価となっている。 

 



国税総合管理システムに係る刷新可能性調査報告書 
 

 

75

 

(5) 調達方法や調達単位に改善の余地がある 

 

ＫＳＫシステム関連機器等の調達について、調達費用の算定方法には問題ない。 

しかしながら、まだ、随意契約及びまとめて一括契約しているものが多いので、分割調達などの

見直しにより入札拡大による調達額の低減が期待できるものがある。 

 

① ホストコンピュータについては、これまでの機器等の増設を伴う段階的な局・署拡大時の安定稼

働を確保する観点から、随意契約により調達しているが、平成１３年１１月に全国拡大が終了し、

ＫＳＫシステムが安定稼働している現状においては入札が可能であると考えられる。 

 

② ＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスターステーションのＯＳを汎用化することにより、分割調達し

て入札が可能と考えられる。 

 

③ 通信回線については、帯域を保証しつつ国内全域にサービスの提供可能な通信事業者が限ら

れること、また認可制度により価格の競争性を有さないことから随意契約により調達している。

しかし、複数の通信事業者から新たなサービス種目が提供され、更に電気通信事業法の改正

による認可制度の緩和等が検討されており、通信事業者の多様化も進むものと考えられること

から、今後入札化に向けた検討を進めていく必要がある。 

 

④ 通信機器（ルータ）については、ネットワークシステムとしてホストコンピュータの提供業者から

随意契約により調達している。 

通信機器（ルータ）については、通信回線や通信プロトコルによって調達機器に影響を受けるこ

ととなるが、通信回線や通信プロトコルの検討と併せて入札化に向けた検討を進めていく必要

がある。 
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３.２ 安定性及び信頼性並びにセキュリティにおける問題点 

 

ＫＳＫシステムの安定性及び信頼性並びにセキュリティについて、現状調査結果を踏まえると、以

下の懸念事項を除いては、特に大きな問題はない。  

 

(1) バックアップセンタの必要性 

 

阪神淡路大震災、米国同時多発テロ事件等、予測が困難な大災害対策として、企業における大

規模災害復旧の必要性が重要視されてきている。 

また、自然要因、人為的要因による災害においては、同一センタ内における機器二重化、データ

バックアップ等の対処では不十分であり、遠隔地にシステムバックアップのためのバックアップセン

タを配備する必要がある。バックアップセンタがないシステムのセンタが破壊的被害にあった場合、

全システムの復旧に数ヶ月程度の期間が想定される。 

したがってＫＳＫシステムにおいても、一般事例と同様、自然災害・人為的災害を考慮した場合、

センタ内に設置されたバックアップ機だけでは対処不可能な災害を被る可能性は否定できない。Ｋ

ＳＫシステムの全国導入が完了し、国税電子申告・納税システムが導入された現在、国民と直結し

た情報システムとしての役割を担う重要システムとして、ＫＳＫシステム停止時の影響を勘案すると、

ＫＳＫシステムのバックアップセンタの必要性は高いと考える。 

 

なお、バックアップセンタの構築については、平成１７年度に予定している予備機のリプレースを

機にこの予備機を遠隔地に設置し、現状センタが万一大災害等の発生により被災し、ＫＳＫシステ

ムが停止した場合にも、申告・課税事績の入力、徴収決定口座の作成、収納事績の登記及び納税

証明書の発行等納税者の権利・義務に直結する主要な業務システムについては、災害発生の翌

日には代替稼働が可能となるよう検討が進められている。 
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(2) ハードウェアリプレースの必要性 

 

ＫＳＫシステムのハードウェアは設置してから５年を経過するので、ハードウェアのライフサイクル

としては磨耗故障の増加する期間に入ることが想定される。 

 

またＫＳＫシステムについては、現在の契約が５年継続使用を想定した契約であるので、契約見

直し時期である。一方、大手通信系会社のメインフレームでの基幹システム等多くのシステムは５

年程度でハードウェア更改が実施されてきている。このようなことから、システムの安定性及び信

頼性を確保するためにはハードウェアの予防保守を実施するとともにシステム全体の刷新計画を

考慮の上、ハードウェアの経年劣化の状況を見ながらホストコンピュータリプレース計画を策定して

いく必要がある。 

更に、オープンシステム化実施までに期間を要し、その間にメインフレームのサポート期間が終

了する場合等は、後継機種等互換性のあるホストコンピュータにリプレースする必要がある。 

なお、ホストコンピュータリプレースについては、平成１７年度に実施する予定で検討が進められ

ている。 

ホストコンピュータリプレース計画の策定に当たっては、刷新計画を考慮の上オープンシステム

化に伴うメインフレーム運用業務システムを削減することと、これに併せてメインフレームのハード

ウェアの適正規模化を実施することが必要である。また、次期又は長期的ホストコンピュータリプレ

ース計画に反映させること等により、費用削減を検討する必要がある。 

また、ホストコンピュータリプレース実施前においても個別機器の統計情報や運用中の故障発生

率の統計情報等からハードウェアの磨耗故障期の状況を個別機器単位に把握し、ハードウェアメ

ンテナンスを行うことでシステムの安定性及び信頼性を確保する必要がある。 

 

(3) 端末機統合時等におけるセキュリティ確保の必要性 

 

現在進められている端末機統合により、ＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業

務システムの全ての業務システムを１台の端末機で処理することになるので、セキュリティ確保に

ついて検討する必要がある。 
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４. 改善策検討 

 

 

抽出した問題点及び検討課題に対応する改善策については、その内容を考慮し、システム面、調達

面、セキュリティ面における改善策に分けて検討した。 

 

４.１ システム面における改善策 

 

 

問題点及び検討課題に対する改善策を検討するに当たっては、ＫＳＫシステム全体として統一の

取れた対策とするためにＫＳＫシステム全体を考慮の上個別業務システムの対策を検討する必要が

ある。またコスト削減の手段としてオープンシステム化が一般に進展していることを踏まえ、トータルコ

ストダウンの方法としてオープンシステム化の可能性検討という観点からオープンシステム化による

効率化の可能性について検討する。 

 

４.１.１ 改善策検討 

 

(1) オープンシステム化の技術動向 

 

１９９０年代前半にクライアント／サーバ型システムが登場したことから、ダウンサイジング化が

進みオープンシステム化の取り組みが始まった。 

現在においては、経営環境変化への対応の遅れが企業活動にとって致命傷になるので、その

神経系統ともいえる基幹システムに迅速さや柔軟性が求められる。そのため「情報システムのＴＣ

Ｏ1を削減するため」「市場やビジネスの変化に柔軟に対応するシステム基盤を構築するため」「ビ

ジネスプロセスの統合や標準化を行うため」といった理由がオープンシステム化の背景にあると考

えられる。 

 

このような状況から世界のメインフレーム市場は減少傾向にあり、西暦２０００年（Ｙ２Ｋ）問題に

直面した際、欧米企業の多くがオープン系システムを採用したのに対し、日本企業はソフトウェアを

修正して切り抜けた。この問題の隆盛で、メインフレーム市場の動向において、欧米市場は平成９

年（西暦１９９７年）から平成１２年(西暦２０００年)にかけ全サーバ出荷金額に占めるメインフレーム

の比率が急速に低下し、欧州はその３年間で２０ポイント、米国は同１２ポイントも落ちた。これに対

し、日本はＹ２Ｋ問題においてもメインフレームのままで対応したこと、信頼性を重視する企業が多

いことからメインフレームが多いので、７ポイントの低下にとどまっている。 

                                               
1 Ｔｏｔａｌ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ の略で、総保有コストを示す。 
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しかし、Ｙ２Ｋの問題を切り抜けた日本企業であるが、そろそろ基幹システムの更改時期を迎え

ており、今後２～３年のうちに、そのままメインフレームを使い続けるのか、それともオープン系シス

テムに入れ替えるのか、その選択を迫られている。 

 

その選択としては、中小型規模のメインフレームを基幹業務に利用している大多数のユーザー

企業は、今回の更改期にオープン系システムに切り替えると見られている。 

その理由としては、メインフレームは非常にハードウェアが高いのに対し、オープン系システムは

汎用であるためコスト面での効果が期待できることと、当初、オープン系システムは、安定性及び

信頼性においてメインフレームより劣っていたが、安定性及び信頼性確保のための技術（分散技

術・冗長化技術・リソース管理技術）として、サーバ等のクラスタリング等がかなり一般の技術とな

って普及し、オープン系システムにおいても安定性及び信頼性の向上が進みメインフレームとの差

が縮小傾向にあることが考えられる。 

 

一方、基幹システムに関わるユーザー企業に対するアンケート調査結果などによると、大規模シ

ステムでは、基幹系におけるメインフレームの使用率が現在も５割を越えている。その中で基幹シ

ステムのオープンシステム化計画が進行中のものが４割に達しているというデータもあり、大規模

システムにおいても、メインフレームからオープン系システムに置き換えるというオープンシステム

化の取り組みが始まっている状況である。 

 

しかし、大型メインフレームを１０数台も使っている大規模システムを抱える約５０社のユーザー

企業は、ハードウェアやＯＳといったハードウェアベンダの提供製品に加え、既存の大規模で複雑

化し長期間運用されてきたソフトウェア資産とカスタム・アプリケーション群の存在があることから、

オープン系システムへの移行には膨大な費用がかかるので、コスト的にも既存資産を維持する方

法を採る傾向が強いと見られている。 

また、メインフレームはもともと高信頼性に配慮されておりハードウェアのみならずＯＳ、更にはＤ

Ｂやトランザクション・モニターといったミドルウェアと言われる領域も含めて高信頼性の要求に耐え

られるよう作られている。なおかつ、ベンダが責任を持ってサポートすることによりメインフレームの

高信頼性が確保されている。 

このため、大規模基幹システムの中で、経済的、社会的に高信頼性が求められるシステムの代

名詞である大手都市銀行の勘定系も、メインフレームを使用している。 

 

具体的には、金融機関のように特に高い信頼性を要求する業種においては、先端的な事例とし

てメインフレームからオープン系システムに置き換えるケースが出てきてはいるものの、現状では

一部の特定のユーザーに過ぎない。このように、多くの企業は高い信頼性を確保するためメインフ

レームの堅牢性を重視している。また、オープンな環境で高信頼性のシステムを作っていくには、Ｏ

Ｓからミドルウェアまでサポートが複数に分かれるため、故障原因の切り分けが難しくなるなどの問
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題があることから、メインフレームを使用しているのが現状である。 

 

(2) メインフレームとオープン系システムの特徴 

 

ここで、メインフレーム及びオープン系システムそれぞれの一般的な特性について比較した結果

を表 ４.１-１「システムの特性」に示す。 

 

表 ４.１-１ システムの特性 

 メインフレーム オープン系システム 

可用性 非常に高い 高い 

 稼働率：９９．９９９％%以上 

(年間累積停止 ５分) 

稼働率：９９％～９９．９９％ 

(年間累積停止 ８８時間～５３分) 

耐障害性 単一システムで、エラー修正が多発したメモリ

バンクを自動的に切り離すなど、一つの部品の

故障が全体の停止に結びつかないように設計

しているので、部分的な障害が発生した場合で

も継続運転する。 

単一サーバで、部分的な障害が発生した場

合、継続運転は基本的にサポートしていない。

したがって、耐障害性を高めるためクラスタリン

グ技術を採用する場合が多い。 

リソース管理 ＯＳの管理下で、処理は要求種類ごとに分類

し、リソース要求は要求種類の優先度に応じて

処理される。したがって、処理が輻輳状態とな

っても要求種類が優先度順に実行されるので、

リソースは確保される。 

十分なリソースが用意されていることを前提に

リソース要求の順に実行されるため、システム

管理処理であっても優先されることはない。した

がって、リソース不足で処理の輻輳状態が発生

した場合、後から要求した処理は、待ち状態と

なり長時間終了しないことがある。 

ワークロード管

理 

ＣＰＵ、メモリ、Ｉ/Ｏの優先順位管理により、ＣＰ

Ｕ使用率１００％でも稼働できる。 

通常ＣＰＵ使用率は２０％～３０％、ピーク時で

７５％程度に抑えて設計する。 

ＣＰＵ、実メモリだけといった部分的な管理のみ

行っているため、ＣＰＵ使用率などが１００％近く

になると、システムで使用できるリソースが少な

くなり、 終的にはリソース不足でダウン状態と

なる場合がある。 

処理能力 大量データを扱うトランザクションを確実に素早

く処理する能力が高い。 

単体での処理能力が低く、大量データ処理能

力が弱い。 

保守・運用 通常、単一ベンダでのサポートであることから、

障害時における解析・対応が早い。 

複数ベンダにまたがることにより、問題箇所の

特定が難しく、利用者の管理能力が必要とな

る。 
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 メインフレーム オープン系システム 

保守・運用 運転状態、性能やジョブなどの監視機能が充

実しており、集中管理が可能である。 

基本的にシステムを集中して管理する監視機

能はサポートしていないため、集中管理を行う

場合、別途監視機能を導入する必要がある。 

互換性 ハードウェアとＯＳはベンダ固有なため、ＡＰ1に

ついても固有の作りとなることが多い。したがっ

て、異なるベンダ製のハードウェア又はＯＳに

移行する場合、ＡＰの改造が必要となる。 

ＵＮＩＸなどの標準ＯＳをサポートしているハード

ウェアにおいては、ＡＰはほぼ無改造で移行す

ることが可能である。 

通信インタフェ

ース 

ＳＮＡ(ＩＢＭ)、ＦＮＡ(富士通)といったメインフレー

ムベンダ固有のプロトコルを採用しているの

で、ルーティングできない閉域環境となり、直接

ＵＮＩＸやＰＣに接続できない。 

ＴＣＰ/ＩＰやＦＴＰ等の標準化されたプロトコルを

採用していることにより、標準に準拠したシステ

ム間での接続が容易に行える。 

拡張性 稼働後、機器増設を行おうとすると、システム

全体に影響を及ぼすことが多く即応性が低い。

単体での拡張性は低いが、機能単位に分散を

考慮したシステムを構築しておくことにより、サ

ーバの追加やグレードアップ等の拡張を行う場

合でも、システム全体への影響は少なく容易に

行える。 

 構築後の変更要件が少ない不変的なシステム

への採用が効果的である。 

初期導入コストを抑え、市場の変化に対応した

拡張を行うことにより、将来の予測に対し柔軟

な投資が行える。 

非定型業務へ

の即応性 

パッケージ製品が少なく、組み合わせについて

も柔軟性に欠けるため即応性が低い。 

パッケージ製品が多く、柔軟に組み合わせるこ

とができるため即応性が高い。 

価格 ハードウェア、ソフトウェアについて個々の単価

は高い。 

ハードウェア、ソフトウェアについて個々の単価

は安い。 

パッケージ製品

種類 

少ない。システムごとにＡＰを作成し、対処する

ことが必要となる。 

多い。Ｗｅｂアクセスに代表される相互接続を前

提とした標準仕様準拠のパッケージ製品が豊

富である。 

開発期間･規模 長期・大規模開発となることが多い。 開発環境が比較的用意しやすく、また開発ツー

ル等も豊富であることから生産性も高くメインフ

レームに比べ短期間の開発で構築できる。 

                                               
1 AP とは、アプリケーションプログラムのことを指す。 
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 メインフレーム オープン系システム 

セキュリティ 基本的に閉域で構成されており、セキュリティ

は高い。 

インターネット等を介した広域なアクセスを許容

するため、セキュリティは低い。セキュリティを

高めるために、ＶＰＮや暗号化等の技術が必要

となる。 

機 器 設 置 ス ペ

ース 

機器個々の筐体も大きいため、広いスペース

が必要となる。 

ダウンサイジングされているため、分散構成を

採用して、狭いスペースに設置できる。 

電力使用量 一般的に多い。 一般的に少ない。 

ライフサイクル 長期にわたり、ＯＳやハードウェアのメンテナン

スを受けられるなどの理由のため、ライフサイ

クルは長い。 

大規模システムにおいては、運用開始から再

構築されるまでの平均的な期間は、５年～１０

年程度と言われている。 

メインフレームから撤退するベンダも出てきて

いるので、ベンダの動向に注意する必要があ

る。 

比較的、短期間でＯＳやミドルウェアがバージョ

ンアップされ、旧バージョンのサポートは猶予期

間後打ち切られるなどの理由のため、ライフサ

イクルは短い。 

大規模システムにおいては、運用開始から再

構築されるまでの平均的な期間は、３年～６年

程度と言われている 

 

また、メインフレームとオープン系システムの一般的な特徴について検討した。その結果は以下

のとおりである。 

 

・安定性及び信頼性においては、メインフレームが蓄積された高信頼性技術や細かいワー

クロード管理による高信頼性を保っているのに対し、オープン系システムは比較的劣って

いる。 

・経済性においては、オープン系システムはメインフレームと比べダウンサイジングやイン

タフェース等の標準規格化によってコスト抑制されておりハードウェアが安価であるので、

コスト削減の可能性がある。 
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メインフレーム及びオープン系システムは、それぞれの特性から以下のような適合業務がある。 

 

① メインフレームに適合する業務 

ア. 勘定系や証券取引、医療等に代表される経済的、社会的に重要度が高く、いかなる場合に

おいても中断することが許されない業務 

イ. オンライントランザクション処理やバッチ処理などタイプの異なる処理を、プロセッサ・入出力

装置等の資源バランスを適切に取りながら同時並行的に稼働させる業務 

ウ. 重要度が高い情報で、外部への漏洩が許されないような高いセキュリティを必要とする業務 

エ. 市場動向に左右されず、長期的に変更のない業務 

 

② オープン系システムに適合する業務 

ア. インターネットで広くサービスを提供する、Ｗｅｂアクセス等を主体とする業務 

イ. 社外の取引企業との連携や、社内にある複数のシステム統合・情報資産の共通化を図る必

要がある業務 

ウ. 必要なパッケージ製品を組み合わせてシステムを構築することにより、開発コストを低く抑え

たい業務 

エ. ＥＵＣなどの非定型業務を必要とする業務 

オ. オンライントランザクション処理やバッチ処理など異なるタイプの処理を分散し､サーバごと

に単一な処理タイプを割り当てることができる業務 

 

(3) オープンシステム化事例 

 

ＫＳＫシステムは、基幹系システムと情報系システムから構成され、また全国の局・署をネットワ

ークで接続し、全ての納税者の申告事績や国税債権等について管理している。このことから、ＫＳ

Ｋシステムの基幹系システムは規模及び重要性において、経済的、社会的に高信頼性の確保が

求められることを業務要件とするシステムの代表とも言われる大手都市銀行の勘定系システムと

類似したシステムと捉えることができる。 

以下に大手都市銀行クラス及び地方銀行クラスのオープンシステム化事例を記述する。 

 

① 大手都市銀行クラスの事例 

 

ア. 株式会社Ａ銀行 （周辺システム接続のオープンシステム化事例） 

 

都市銀行のＡ銀行（４５５店舗）では、平成１３年１１月ＢＡＮＣＳ（都市銀行間キャッシュサ

ービス）接続システムをオープン系システムにより構築している。 ＢＡＮＣＳ接続システムは
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他の銀行から送られてきたトランザクションにリアルタイムでレスポンスを返す必要があるシ

ステムである。Ａ銀行の前身である旧Ｂ銀行と旧Ｃ銀行は、勘定系システムとしてメインフレ

ームを利用し、ＢＡＮＣＳ接続システムにメインフレームやオフコンベースの専用機を利用して

きた。勘定系システムのシステム統合は一方のメインフレームに統合し、周辺系であるＢＡＮ

ＣＳ接続システムはオープン系システムによりシステム更改を行った。 

 

 

イ. 株式会社Ｄ証券取引所 （情報系システムのオープンシステム化の計画例） 

 

証券取引所のＤ証券取引所（２２１６上場会社）では、現在も情報系システムについてはオ

ープンシステム化を進めているが、今後の情報系ＩＴ基盤の統合・オープンシステム化を計画

している。中期計画の一環として平成１５年２月に「Ｄ証ＩＴマスタープラン」を策定し、信頼性、

柔軟性の高い、ＲＯＩ1に優れたシステムの構築を進めている。「Ｄ証ＩＴマスタープラン」では、

ネットワーク、売買システム、相場報道システム、情報系システム、清算系システム、バック

オフィス系システム等を強化する分野として上げており、これらをＵＮＩＸ等のオープンシステ

ム化により各業務システム間の連携を高めて運用の簡素化やコスト削減を図る。 

システムの移行では、勘定系システムは平成１７年にメインフレームでリプレースしてから

平成２３年を目処にオープンシステム化を図り、その他のシステムについては順次オープン

システム化を進める計画である。 

 

ウ. Ｅグループ （企業グループ内のＩＴ基盤のオープンシステム化事例） 

 

都市銀行の株式会社Ｅ銀行（５３９店舗）や証券会社のＥ信託銀行株式会社（４４店舗）等

を傘下におくＥグループでは、グループ企業の共通システムを平成１５年９月にＬｉｎｕｘ2により

構築し、順次対象業務の拡大を予定している。グループ企業の共通システムとは例えば顧

客企業へ向けた金融情報のメールを配信するシステム、デリバティブ（金融派生商品）業務

をサポートするシステム、リース会社向けの基盤システム等である。この共通システムの構

築ではＵＮＩＸベースのシステムからＬｉｎｕｘへ移行するシステムもあり、このような場合はほと

んど修正なしでＡＰを移植できるものもある。 

 

                                               
1 Ｒｅｔｕｒｎ Ｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （投資利益率）。 
2 ＵＮＩＸ互換のＯＳ。 
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② 地方銀行クラスの事例 

 

ア. 株式会社Ｆ （多数の拠点で稼働するオープンシステム化事例） 

 

旅行業であるＦ社（４２２店舗）では旅行券の予約や発行を行う予約発券システムを平成１

０年１月オープン系システムにより構築した。 予約発券システムは汎用ＯＳであるＭＳ－Ｗｉ

ｎｄｏｗｓをベースとしたもので、販売代理店等を含め約２０００店で稼働する。 ＭＳ－Ｗｉｎｄｏ

ｗｓをベースにした誰にでも簡単に操作できる端末機や磁気ストライプ入りのチケットの発行

ができる磁気化プリンタを装備する。また、多様化する旅行商品に対応したＡＰの開発が容

易となった。 

 

イ. 株式会社Ｇ （ＩＢＭのメインフレームをＵＮＩＸへの移行ツールで更改した例） 

 

消費者金融業者であるＧ社（２５店舗）では、平成１５年２月に勘定系を全てオープン系シ

ステム環境に移行した。更改前は貸付／返済などの出入金といった基幹業務の処理をメイ

ンフレーム環境の勘定系システムで処理していたが、ＵＮＩＸへの移行ツールを利用してＵＮＩ

Ｘベースのオープン系システム環境に移行した。メインフレームで行っていた基幹業務（１日

平均１５万トランザクション）をＵＮＩＸサーバ２台のクラスタ構成により再構築し、旧システムに

接続されていた全国５００台の営業店端末機と２００台のＡＴＭ端末機を接続している。 

 

ウ. Ｈ証券株式会社 （インターネット取引のオープンシステム化事例） 

 

証券会社のＨ証券（１１３店舗）では、株式譲渡益税管理システム（平成１５年１月）と外国

為替保証金取引システム（平成１５年４月）をオープン系システムで構築している。株式譲渡

益税管理システムは株式取引（インターネットトレードを含む）のリアルタイムでの売買損益

計算・照会処理やトランザクションの蓄積・維持管理を行うシステムである。株式譲渡益税管

理システムはＵＮＩＸをベースとしたシステム構成で、４ＴＢの大容量のデータベースを持ち、５

０万を越えるインターネット取引口座や社内端末機からのリアルタイムの照会・更新処理や

大規模なバッチ処理を２４時間無停止で実現している。 

また、外国為替保証金取引システムは、同取引の専用口座を持つ顧客がインターネットを

介してドルやユーロの売買取引の処理を行うシステムである。ＵＮＩＸベースの外国為替保証

金取引システムの開発では、オープンソースのアプリケーション・フレームワークである「Ｓｔｒ

ｕｔｓ」を利用しており、汎用のアプリケーション・フレームワークを利用することで短期開発を

実現した。 
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エ. 株式会社Ｉ銀行 （勘定系等のパッケージ利用によるオープンシステム化事例） 

 

地方銀行のＩ銀行（８９店舗）では、平成１５年５月に勘定系システムをＵＮＩＸベースの銀行

業務用オープン勘定パッケージを利用して更改した。この新勘定系システムは預金・融資・

為替・日計等の勘定系の機能や対外接続のための機能により構成されている。 

 

オ. 株式会社Ｊ銀行 （行内ネットワークのオープンシステム化事例） 

 

長期信用銀行の株式会社Ｊ銀行（２０店舗）では平成１３年９月に情報系システムを、ホス

トと端末機の間をゲートウェイサーバで接続して行内ネットワークの通信プロトコルをベンダ

固有のプロトコルから汎用の通信プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）によるＷｅｂインタフェースに移行し

た。 

 

上記の事例から大手都市銀行のシステム構築の傾向を整理した結果は、表 ４.１-２「大手都市

銀行のシステム構築の傾向」のとおりである。大規模で、経済的、社会的に高信頼性が求められる

基幹系システムについてはメインフレームを継続することが大手都市銀行クラスのシステム構築の

傾向である。 

地方銀行クラスでは情報系システムだけではなく勘定系システムにも構築事例があり費用の圧

縮に寄与しているが、地方銀行クラスに比べてシステム構築に大きな費用が必要となり、かつシス

テム障害の影響の大きな大手都市銀行クラスでは、情報系システムのオープンシステム化と他シ

ステムとの接続システム等周辺のシステムのオープンシステム化までであり、勘定系システムその

ものがオープンシステム化された事例はない。 

表 ４.１-２ 大手都市銀行のシステム構築の傾向 

業務形態 現状の構築（更改）状況 今後の計画状況 

基幹系 メインフレームによる構築が主流。

銀行間接続システムなどはオープ

ン系システムによる構築が実現され

ている。 

今後もメインフレームによる構築（更

改）が継続される。次々回以降にオ

ープンシステム化の計画案が浮上し

ているものもある。 

情報系 オープン系システムによる構築（更

改）事例がある。 

オープン系システムによる構築（更

改）が一般化すると思われる。 
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(4) ＫＳＫシステムのオープンシステム化検討 

 

ＫＳＫシステムのオープンシステム化を検討した。 

ＫＳＫシステムの業務システムの中には納税者の申告・納税の事績を一元的に管理するなど税

務行政の根幹となる事務処理に必須な業務システムがあり、大手都市銀行の基幹系業務のよう

に、大規模で高い安定性及び信頼性を必要とする社会的な重要性、影響度がある業務システムが

存在する。 

一方で高い安定性及び信頼性を必要としない、簡易な機能や情報検索系の業務システムもあ

る。 

 

① オープンシステム化の対象 

 

ア. ホストコンピュータのオープンシステム化 

ホストコンピュータはメインフレームを利用しているが、オープンシステム化対象業務シス

テムから順次オープンシステム化を進める。 

 

イ. 端末機等のオープン化 

現在端末機は、ＫＳＫシステム専用端末機として利用されているが、汎用のＯＳと通信プロ

トコル（ＴＣＰ／ＩＰ）による汎用ＰＣ化を進める。 

また、オフィスサーバ、ＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスターステーションについても汎

用ＯＳ化による汎用サーバ、汎用ＰＣ化を進める。 

なお、国税庁では、端末機、ＯＣＲマスターステーション及びオフィスサーバの汎用ＯＳ化

に向けた開発を平成１４年度から実施中である。 

 

② オープンシステム化方法検討 

 

ホストコンピュータのオープンシステム化方法について検討する。ＫＳＫシステムについては２

章で調査したとおり、高信頼性が必要な業務システム、ＥＵＣ等非定型業務を必要とする業務シ

ステム、一般企業等で汎用パッケージ等の使用の実例がある類似処理の業務システム、情報

検索系業務システム、簡易な機能の業務システムと業務特性の異なった２４の業務システムが

ある。 

なお、業務量にピーク性がある業務システムについては、ピーク時に確保すべき安定性及び

信頼性の問題であり、メインフレームとオープン系システムに共通する特性であるので除く。 

この業務特性別に、オープンシステム化について検討を行う。 

（２）「メインフレームとオープン系システムの特徴」のメインフレーム及びオープン系システム
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へ適合する業務の面から検討すると、以下のとおりである。ただし検討に当たっては、以下の２

点を考慮する。 

 

・オープン系技術からの適合度 

 

業務システム特性が、一般的にいわれているオープン系技術の動向から見て適合して

いること 

 

・オープンシステム化の実現性の確保 

 

該当する特性をもった業務システムがオープンシステム化の実現性確保ができている

こと、つまり実証されていること、又は技術の実現できる成熟度を確認する。 

今回の整理においては、現時点において判断することが目的であり、技術動向だけで

はなく、あくまでも実績の積み重ねによる観点での評価が重要である。この点は、社会的

な重要性、影響度がある業務特性を持ったＫＳＫシステムに対しては、考慮すべきもので

ある。 

 

以上を踏まえるとＫＳＫシステムは、業務システム特性ごとに以下のとおり整理される。 

 

・高信頼性が必要な業務システムについて 

 

ＫＳＫシステムの中でも、特に社会的に重要度が高く、いかなる場合においても中断が

許されず、中断した場合には納税者等へ大きな影響を与える業務システムである。 

 

これらの業務システムは、メインフレームとオープン系システムの特徴から、メインフレ

ームに適合する業務の「勘定系や証券取引、医療等に代表される経済的、社会的に重要

度が高く、いかなる場合においても中断することが許されない業務」に該当することと、大

手都市銀行等の事例からもメインフレームに適合する。 

 

・ＥＵＣ等非定型業務を必要とする業務システム、一般企業等で汎用パッケージ等使用の

実例がある類似処理の業務システム、情報検索系業務システム、簡易な機能の業務シ

ステムについて 

 

これらの業務システムは、メインフレームとオープン系システムの特徴からメインフレー

ムに適合しない。また、この特性の該当業務システムは多くの企業でオープンシステム化

の実績があり、実現性が確保されているのでオープンシステム化に適合する。 
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以上の結果から、ＫＳＫシステムの中で高い信頼性が求められる業務システムについて、安

定性及び信頼性の確保の面から、メインフレームとなり、全体としてはメインフレームとオープン

系システムの混在型になる。 

 

なお、メインフレームとの混在型のオープンシステム化について、更に次項で検討する。 

 

ア. メインフレームを選択する理由 

 

なお今回、業務特性で高信頼性が必要な業務システムについて、メインフレームを選択し

た理由を以下に述べる。 

 

・オープンシステム化を選択した場合、高信頼性の確保のためにはハードウェアの完全二

重化に伴うハードウェア費用の増加及びソフトウェアライセンス費用の増加等によりコスト

的にも効果が期待できないこと 

・大手都市銀行の大規模基幹系システムでは、オープンシステム化の実施事例がないこと

から、実績が確認されていないこと 

・業務間の連携が強いので個別業務システム別のオープンシステム化は難しく、関連業務

システム一体としてオープンシステム化が必要であること 

 

また、メインフレームを選択した高信頼性が必要な業務システムについては、今後の業務

の見直しによるソフトウェア開発費の低減化が実施され、また、大手都市銀行のオープンシ

ステム化の実施事例の出現が確認できた上で、今後の技術及び市場動向等の変化を考慮

しつつ、 適化計画において更なる十分な検討が必要である。 

 

③ 移行形態 

 

ホストコンピュータのオープンシステム化方法には、移行の形態により、ＯＡツール利用による

リビルド（ＯＡ化）、汎用パッケージ利用によるリビルド（汎用パッケージ）、リビルド、リライト、リホ

スト等の複数の方法がある。 

また、オープンシステム化方法の選択に当たっては、オープンシステム化対象業務システム

の業務システム規模や業務システム見直しの対応状況等により、適切な方法を選択する必要が

ある。 
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④ オープンシステム化対象業務システム 

 

オープンシステム化対象業務システムについては、現時点においては②で検討したメインフレ

ームに適合する業務システムを除いたオープンシステム化適合業務システムとし、以下のように

考える。（表 ４.１-３「業務システムのオープン化特性」参照) 

 

鑑定、   資料調査、  財産評価、 

審理室、        総務、   会計、 

税務相談、  人事、   厚生、 

課税事績検索、  業務管理情報、  企画、 

査察、   非課税貯蓄限度額管理 

 

表 ４.１-３ 業務システムのオープン化特性 

（注）・信頼性が“×”の業務は、現時点では高信頼性要件のためオープンシステム化対象から除く。*1：高信頼性を必要としないもの

*2：簡易な業務システム

*3：一般的な業務システム

*4：独立性の高い業務システム

1,201

○

○

○

○

簡易性
*2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一般性
*3

○

○

○

○

○

○

○

独立性
*4

その他特性
信頼性

*1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

オープンシステム化グレード要件

342非課税貯蓄限度額管理

1,806守秘性高、情報検索系業務査察

201情報検索系業務企画

7,359
非定型業務、情報検索系業務、

業務量ピーク性有
業務管理情報

317情報検索系業務課税事績検索

934(新標準システム計画中)厚生

2,660(新標準システム計画中)人事

112税務相談

385(新標準システム計画中)会計

252総務

285審理室

272財産評価

64鑑定

1,195高信頼性、業務量ピーク性有納税者情報管理

2,721高信頼性、業務量ピーク性有所得税・消費税

1,635高信頼性資産税

2,792高信頼性法人税・消費税

1,315高信頼性源泉所得税

1,218高信頼性酒税

1,355高信頼性間接諸税

3,409高信頼性調査

3,993高信頼性、業務量ピーク性有債権管理

1,625高信頼性徴収

情報検索系業務資料調査

総規模（ＫＳｔｅｐ）業務

（注）・信頼性が“×”の業務は、現時点では高信頼性要件のためオープンシステム化対象から除く。*1：高信頼性を必要としないもの

*2：簡易な業務システム

*3：一般的な業務システム

*4：独立性の高い業務システム

1,201

○

○

○

○

簡易性
*2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一般性
*3

○

○

○

○

○

○

○

独立性
*4

その他特性
信頼性

*1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

オープンシステム化グレード要件

342非課税貯蓄限度額管理

1,806守秘性高、情報検索系業務査察

201情報検索系業務企画

7,359
非定型業務、情報検索系業務、

業務量ピーク性有
業務管理情報

317情報検索系業務課税事績検索

934(新標準システム計画中)厚生

2,660(新標準システム計画中)人事

112税務相談

385(新標準システム計画中)会計

252総務

285審理室

272財産評価

64鑑定

1,195高信頼性、業務量ピーク性有納税者情報管理

2,721高信頼性、業務量ピーク性有所得税・消費税

1,635高信頼性資産税

2,792高信頼性法人税・消費税

1,315高信頼性源泉所得税

1,218高信頼性酒税

1,355高信頼性間接諸税

3,409高信頼性調査

3,993高信頼性、業務量ピーク性有債権管理

1,625高信頼性徴収

情報検索系業務資料調査

総規模（ＫＳｔｅｐ）業務
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(5) 改善策 

 

３章で述べた、効率性・経済性における問題点及び検討課題に対する改善策を、オープンシス

テム化対象業務について整理すると以下のとおりである。 

業務システムと問題点との関連を表 ４.１-４「業務システムと問題点との関連表」に示す。この表

から該当業務は表 ４.１-３「業務システムのオープン化特性」より、オープン化対象業務に含まれ

ることから以下の改善をはかりつつオープンシステム化を図る。 

 

表 ４.１-４ 業務システムと問題点との関連表 

簡易な機能
の業務シス
テム

情報検索系
の業務シス
テム

一般企業等
にも類似処
理があるシ
ステム

鑑定 ● ●
資料調査 ● ●
財産評価 ●
審理室 ●
総務 ● ●
会計 ● ●
税務相談 ● ●
人事 ●
厚生 ●
課税事績検索 ● ●
業務管理情報 ● ● ●
企画 ● ●
査察 ●
非課税貯蓄限度額管理 ●

３．１（３）類似
のデータがあ
る

業務システム

３．１（１）必ずしもメインフレームでの
運用を必要としない業務

３．１（２）利用
率の低調な業
務システム

 

 

① メインフレームでの運用の見直し 

簡易で独立性の高い業務システム（会計等）、情報検索系のシステム（課税事績検索等）、一

般市場・民間企業にも同様の機能のある業務システムについては、問題点の改善を図りつつ、

ＯＡツールや汎用パッケージの適用及びシステムのスリム化を考慮して、オープンシステム化を

図る。 
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② 不要機能等の削除 

業務管理情報については利用率の低調な帳票があり、かつ業務管理情報の目的別ＤＢの容

量は１ＴＢと大きいので、業務の見直しにより帳票の統廃合と併せてＤＢの整理をはかり問題点

の改善を図りつつ、オープンシステム化を図る。 

 

③ 類似データの解消 

類似データの二重管理の問題点については業務管理情報の目的別ＤＢの整理の中で可能な

限り重複部分の解消を行う。 

 

④ システム構成品のコストダウン 

比較的高価なシステム構成品については、以下の改善によりシステム構成品の効率化を図り、

コストダウンを図る。オープンシステム化は、保守費等の低減にも貢献することが期待される。 

オープンシステム化推進による安価なハードウェア（ホストコンピュータ、端末機等）構成内容

は以下のとおりとなる。 

 

・ホストコンピュータは、全体を一斉にオープンシステム化することが困難なため、刷新が

可能なものから汎用サーバに変更し、オープンシステム化を図る。 

・端末機、オフィスサーバ、ＯＣＲマスターステーション、ＯＣＲイメージサーバは、刷新が可

能なものから汎用ＰＣ、汎用サーバ化を図る。 

なお、現在、端末機、ＯＣＲマスターステーション及びオフィスサーバの汎用ＯＳ化に向

けた開発を実施中である。 
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４.１.２ 経済性の実現性検証（コスト試算） 

 

ＫＳＫシステムのオープンシステム化に当たっては、システム見直しの経済性の観点から、コストダ

ウンの可能性について検証する必要がある。 

そこで、既存システムがオープンシステム化されることによる経済効果について検証するため、オ

ープンシステム化対象業務システムの中からモデル業務システムを選定して、そのモデル業務シス

テムを基に、既存システムとオープンシステム化されたＫＳＫシステムのランニングコストを試算し、比

較した。 

なお、今回は下記のとおりの前提条件を置き試算しており、実際の必要額の試算に当たっては、

各業務システム別に、詳細な検討を行う必要がある。 

 

(1) コスト算出に当たっての前提条件 

 

① モデル業務システムを選定して試算した。 

オープンシステム化対象業務システムの中から、モデル業務システムを選定した。このモデル

業務システムについて、既存システムとオープンシステム化後のＫＳＫシステムのランニングコス

トを試算し、この試算結果を、全オープンシステム化対象業務システムに適用しオープンシステ

ム化対象業務システム全体のランニングコストを算出した。 

なお、モデル業務システムの選定に当たっては、平均的な規模の業務システムのうち、ＣＰＵ

使用率の影響を受け現行費用が顕著に高く又は安くなっている業務システム及び新標準システ

ム利用該当システム等の特殊性のある業務システムを除いて選定した。 

② 既存ＫＳＫシステムの年間費用として平成１４年度ＫＳＫシステム予算を利用した。 

メインフレームのハードウェア費用は、平成１１年度調達時価格が適用となっているので現状

（平成１５年度に調達した場合の費用）より高めになっていると想定できる。 

③ オープンシステム化後のハードウェア借料やソフトウェア借料は、全オープンシステム化対象業

務システムを全て収容するものとして算出し、ハードウェア借料やソフトウェア借料は、平成１５

年の製品価格を参考にした。また、比較対象となるメインフレームにおけるハードウェア借料や

ソフトウェア借料は、当該システム分のみを全体分から理論的に比較按分した。 

④ オープンシステム化後のコスト算出方法は以下のとおりである。 

プログラム開発費用と移行費用を加えた結果をイニシャルコストとした。 

ランニングコストについては、イニシャルコストを５年間利用とすると想定し、年経費（ハードウ

ェア借料とソフトウェア借料）にイニシャルコストの１／５を加えた費用を算出し、これを使用した。 

⑤ 端末機等借料、機能改善費、運用費用、回線費用は既存ＫＳＫシステムとオープンシステム化

後のＫＳＫシステムは同額と考え、コスト算出の対象からは除外している。 

⑥ ホストコンピュータ借料については、現行ＣＰＵ使用率を用いて個々のホストコンピュータ借料を
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按分し算出した。 

⑦ 「プログラム開発費」は開発規模×開発単金で算出した。今回、業務の見直しによるプログラム

の見直しは考慮していない。 

⑧ 「データ移行費用」はプログラム開発費総額の５％とし、ＤＢのテーブル数で按分した。 

⑨ 「開発プログラム保守料」は既存ＫＳＫシステムに含まれていないので、現状と同様に０とした。 

⑩ 「レンタルソフトウェア借料」は全体のレンタルソフトウェア借料をＣＰＵ使用率で按分した。 

 

(2) 既存ＫＳＫシステムとオープンシステム化されたＫＳＫシステムとの費用比較 

 

オープンシステム化対象業務システム全体について、現時点における費用比較を行った結果は

以下のとおりである（表 ４.１-５「既存ＫＳＫシステムとオープンシステム化後のＫＳＫシステムのラ

ンニングコスト比較」 参照）。 

比較の結果によると、オープンシステム化後における既存システムと比較したランニングコスト

は約２０％削減になる。 

 

表 ４.１-５ 既存ＫＳＫシステムとオープンシステム化後のＫＳＫシステムのランニングコスト比較 

対象業務

既存のＫＳＫシステム
の年間費用

①
（億円/年）

ランニングコスト
②

（億円/年）

比率
③

（②/①）

鑑定

資料調査

財産評価

審理室

総務

会計

税務相談

人事

厚生

課税事績検索

業務管理情報

企画

査察

非課税貯蓄限度額管理

約80％72 57

 

 

なお、今回のコスト試算は前提条件の中でも触れているように、メインフレームのハードウェア費

用としては、調達時の価格がベースとなっている。そのためホストコンピュータリプレースが実施さ
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れた場合には、近年の技術進歩によりメインフレームのハードウェア費用が低減化傾向にあるた

め、経済比較結果の見直しが必要となる。 

 

また、試算したランニングコストの中では、イニシャルコストであるプログラム開発費用の構成比

が高くなっている。 

これは、今回オープンシステム化を考慮すべきとした業務システムに、２．２ＫＳＫシステムの業

務システム調査・分析で記載したように利用率の低い業務管理情報やＣＰＵ利用率の低い業務シ

ステム等が含まれているため、ハードウェアが小規模になっていることが影響していると思われる。

したがってこれらの業務システムについてはオープンシステム化によるコスト低減効果を大きくする

ために、業務システムの見直し等により開発規模を低減させ、プログラム開発費用(開発規模に比

例する)を安価にすることが重要である。 
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４.１.３ 効率性の実現性検証 

 

オープンシステム化による、システムの効率性向上の有無について検証した。その結果は以下の

とおりである。 

 

オープンシステム化に伴ってシステムの見直し（統合、分割、簡素化）を行い、業務要件にあわせ

た 適なシステム構成に変更することにより、システムの効率性は向上すると考えられる。 

 

また、メインフレームはベンダごとにＯＳが異なるなど仕様が異なる。 このため一般的に機器の調

達では流通数が少ないため、比較的高価な機器を調達することになり、システム開発や運転操作に

おいてもベンダごとの高い技能を有する人員の確保が難しい。 オープンシステム化により汎用的な

技術を利用することで、流通数が多く安価な機器を調達することが可能となり、システム開発や運転

操作についても多くの技能者の中から選定することが可能となる。  

したがって、オープンシステム化することにより、ハードウェア・ソフトウェアのベンダ依存率の低下、

ベンダ間のソフトウェア流用率の向上、開発・運用環境の共通化等を図ることが可能である。このこと

により従来以上に効率的な作業の実施が可能となる。 

 

更に、機能改善、機能追加等の次期開発においても、開発プログラムの再利用率が高いこと等の

理由から、効率的な開発が期待できる。また、ＥＵＣ等の非定型業務において、ＯＡソフトウェア（表計

算ソフトウェア等）の選択の幅が広がることにより、より目的に合ったデータ分析・加工等が可能となり、

データ活用率の向上が期待できる。 

このようなことからシステムの効率性は現在に比べ向上するものと考えられる。 

なお、オープンシステム化に当たっては開発標準等の整備、及び段階的刷新時においては共通基

盤（ＯＳやミドルウェア含む）のバージョン管理等も重要である。 
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４.１.４ 安定性及び信頼性の検証 

 

オープンシステム化後のシステムの安定性及び信頼性を確保するため、オープンシステム化後の

システムの安定性及び信頼性を検証した。その結果は以下のとおりである。 

 

(1) システム構成上からの安定性及び信頼性 

 

現時点でオープンシステム化の対象となる業務システムのオープンシステム化を行うに当たって

は、安定性及び信頼性に対するシステム要件を満たすために必要となる分散技術・冗長化技術・

リソース管理技術・セキュリティ技術などの対策を検討する必要がある。 

 

分散技術・冗長化技術・リソース管理技術はサーバ等のオープンシステム化における安定性及

び信頼性確保のための技術であり、クラスタリング等がかなり一般の技術となってきている。 

今回のオープンシステム化対象業務システムは、２．５安定性及び信頼性調査・分析で記述した

とおり、中低信頼性の業務システムである。また、今回検討しているオープンシステム化後のシス

テム構成では、サーバのクラスタリング化又は二重化及びＬＡＮの二重化の対策実施を考慮するこ

とにより、一部機器故障時においてもオンライン運用が継続可能であることから、オープンシステム

化後のシステム構成についても業務要件に合った安定性及び信頼性を確保することができると考

える。 

 

(2) 運用面からの安定性及び信頼性 

 

オープンシステム化後の保守運用についても、既存ＫＳＫシステムで行っている運用体制に加え、

障害時保守体制及び予備機器の配置、予防保守を継続するとともに、障害ごとの再発防止対策

及びバックアップセンタの対策も含め現状のＫＳＫシステムと同様に継続することにより、運用面に

おける安定性及び信頼性は低下することはない。ただし、障害発生時に現状における運用レベル

と同等のノウハウの蓄積がまだないため情報の収集及び故障切り分けに時間がかかる場合があ

る。 
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４.１.５ 段階的オープンシステム化計画 

 

オープンシステム化対象業務システムのオープンシステム化時期について、検討した。 

検討結果の概要は、以下のとおりである。 

 

(1) オープンシステム化時期の基本的考え方 

 

オープンシステム化時期の決定については、以下の点を考慮の上検討する。 

 

① 業務難易度等の考慮   

開発期間、開発規模、他業務システム等との関連度及び業務量、費用面等を考慮する。 

 

② 効率性の考慮     

ホストコンピュータに共存する業務システムの刷新時期は、できるだけ同一とする。そのため、

残留業務システムは、同一ベンダの別メインフレームへの移動やホストコンピュータのダウング

レードも検討する。 

システム連携が強い業務システムは、まとめて刷新する。  

 

以上の点とコストダウンの早期化を図るというオープンシステム化の基本的な考え方を踏まえ、

オープンシステム化検討期間を考慮の上、現時点においては以下の２段階のステップを考える。 

 

ステップ１：平成１７年のリプレース期を目途に短期間でオープンシステム化を検討するもの。 

ステップ２：次回リプレース期を目途に比較的長期的にオープンシステム化を検討するもの。 

 

以上の考え方に基づき、業務システム別の主な考え方を整理すると以下のとおりとなる。 

 

① 簡易・一般的な業務システムは、開発規模等から見て短期間で開発ができることから、ステップ

１とする。 

② 独立性の高い業務システムは、他業務システムとの連携が少なく短期間で開発ができることか

ら、ステップ１とする。 

③ 他と連携度の高い業務システムは、ステップ２とする。 

 

以上の考え方に基づくと、当面オープンシステム化の対象となる１４業務システムの基本的なオ

ープンシステム化計画案は以下のとおりであり、現行の運用費用で換算すると、全オープンシステ

ム化対象業務システムのうち、ステップ１が約４割以上となる。 
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業務ごとのオープンシステム化時期については、表 ４.１-６「業務システムのオープンシステム

化時期」に示す。 

 

ステップ１：鑑定、審理室、総務、会計、税務相談、人事、厚生、課税事績検索、 

非課税貯蓄限度額管理・・・（合計９業務システム） 

ステップ２：資料調査、財産評価、業務管理情報、企画、査察・・・（合計５業務システム） 

 

なお、現時点においては上記のとおり実施可能と考えるが、今回は主にシステム面を中心として

実施時期の検討を行っており、例えば人事、厚生、会計のように、現在政府全体として府省共通シ

ステム(標準システム)の検討が進められているものもあることから、具体的なオープンシステム化

の実施時期については、システムに関係するさまざまな要因との整合性等を踏まえて決定する必

要がある。 

また、オープンシステム化によるコスト削減効果を更に上げるためには、業務分析をした上で業

務とシステム全体としての改善について別途検討する必要があるものもあると考える。そのために

は、 適化計画の策定の中で業務システムのスリム化についての検討が行われる必要がある。 

 

表 ４.１-６ 業務システムのオープンシステム化時期 

－○厚生

（注）・高信頼性が必要な業務は、現時点でのオープンシステム化対象から除く。

○－査察

○－企画

○－業務管理情報
○－財産評価
○－資料調査
－○非課税貯蓄限度額管理
－○課税事績検索

－○人事

－○税務相談

－

－

－

－

ステップ２ステップ１

○

○

○

○

オープンシステム化時期

会計

総務

審理室

鑑定

業務システム

－○厚生

（注）・高信頼性が必要な業務は、現時点でのオープンシステム化対象から除く。

○－査察

○－企画

○－業務管理情報
○－財産評価
○－資料調査
－○非課税貯蓄限度額管理
－○課税事績検索

－○人事

－○税務相談

－

－

－

－

ステップ２ステップ１

○

○

○

○

オープンシステム化時期

会計

総務

審理室

鑑定

業務システム
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４.２ 調達面における改善策 

 

問題点及び検討課題においてあげられた調達方法の問題について、経済性の観点から検討した

改善策を、以下に示す。 

 

４.２.１ 調達面における改善策 

 

(1) 調達方法や調達単位の見直し 

 

ＫＳＫシステム関連機器等の調達について、改善の余地がある調達方法や調達単位等について、

以下の改善により調達額の低減を図る。 

 

① ＰＭ業者の導入 

今後調達単位を弾力的に設定し、国税庁のシステム全体の適切なコントロールを実施してい

くために、発注者側の立場に立ったＰＭ業者の導入を図る。 

 

② 調達単位の見直しによる入札の拡大 

ホストコンピュータ、通信回線、端末機等をまとめて一括で随意契約している方式を分割調達

することにより入札化を図る。 

 

③ システムの汎用化による入札の拡大 

ＯＣＲ関連機器のうちＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスターステーション並びにオープンシス

テム化に伴うオープン系システム機器等の調達の入札化を図る。 
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４.２.２ 調達面における改善方法検討 

 

調達対象別の観点による見直しの考察を、以下に示す。 

 

【 ＰＭ業者の調達の必要性 】 

 

システムの調達方式として、ハードウェアとソフトウェアやハードウェアの種類ごとなどに適宜分割

して調達する方法とこれらを一括して調達する方法がある。 

いずれの方式を採用するかは、調達の透明性、公平性、経済性及びシステム全体としての統一性

や効率性などを総合的に勘案して決定することが必要である。 

ＫＳＫシステムの今後の調達のあり方としては、調達単位をＳＩ1機能を含めて弾力的に設定し、発

注者側の各調達における課題に応じた入札方式を採用することが望ましい。 

一方、分割調達の拡大及び調達対象の増加によって、複数のベンダ体制により作業を実施してい

くこととなると、各ベンダ間やシステム間の調整や作業のスケジュール管理、リスク管理などを、国税

庁のシステム全体として統括的かつ整合性を持ったコントロールを実施することが重要である。 

しかし、全作業を発注者側で実施することは困難である。 

したがって、ベンダとは別に作業全体をコントロールするための発注者側の立場に立った外部専門

家（ＰＭ支援）を調達し、ＰＭ機能を強化するとともに継続的なＰＭ機能強化体制を維持することが望

ましい。併せて、そのことにより調達業者への牽制機能も期待できる。 

なお、ＰＭ機能としては、作業の進捗管理のみではなく、的確なモニタリングを実施する必要があ

る。 

作業項目としては、全体計画策定等、確実な実施を発注者側とともに管理する機能であり、具体的

には全体マスタースケジュール管理、稼働確認手順・品質管理基準・マニュアル標準化の取りまとめ

等の作業を実施することである。 

 

【 平成１７年度リプレースに向けた見直しの考察 】 

上記の考察から、まず、ＰＭ支援を別途調達することが先決であり、その後順次分割、入札化を

進める観点から、現状では、ホストコンピュータ・通信回線・端末機等・技術支援（ＳＥ）をまとめて一

括で一社と契約しているが、今後は、ホストコンピュータ、通信回線、端末機等を安定的な運用を

考慮しつつ、通信回線・端末機等の項目単位等に分割し、個別の契約とする等により入札の可能

性拡大を検討する必要がある。 

                                               
1 System Integrator の略称。 
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(1) ホストコンピュータ 

 

平成１７年度に予定しているホストコンピュータ（メインフレーム）からホストコンピュータ（メインフ

レーム）へリプレースする場合については、センタ機器全体の８０％以上の機器がリプレース対象と

なっている。 

既存ＫＳＫシステムの稼働を保証するためには、 

 

・ホストコンピュータについては、現在のホストコンピュータとの互換性を保証する新規ベン

ダ製品が存在していないため、既存ベンダ製品を選択することが妥当である。仮に新規

ベンダのホストコンピュータを選択する場合は、ＡＰの非互換部分の改修に伴う費用・期

間が必要になり、円滑な運用が破綻する可能性があるなど非常に大きなリスクが生じ

る。 

 

・周辺機器については、ＩＢＭの一部周辺機器（磁気ディスク装置・ＬＡＮ接続装置・磁気テ

ープ装置）にはホストコンピュータと接続可能な新規ベンダ製品が存在するものの、詳細

スペックで既存ベンダ製品と異なる点があるので、十分な調査を行う必要がある。それ以

外の周辺機器については接続の保証範囲が不明確な製品が多く、それらを接続した場

合にはシステム稼働の保証がないためリスクが高いと言わざるを得ない。 

 

等の観点から、既存機器と互換性を持った機器でリプレースする必要がある。 

また、機器のリプレースに併せて以下のとおり実施予定の作業項目及び調整課題がある。 

① ＯＳのバーションアップ 

機器以外のＡＰ基盤、業務ＡＰについての対応は、機器導入スケジュールとの調整が必要とな

る。 

② ＬＡＮ（通信）方式の変更 

センタ内バックボーン回線をＦＤＤＩからイーサネットへ切り替えを実施するが、各ベンダの通信

プロトコルに係るミドルウェア等の整合性を合わせる複雑な作業となるため、各ベンダ間の連

携・調整等なくして実施することは困難である。 

③ 運用中の業務ＡＰ及びデータ移行作業 

業務ＡＰ、データ移行は、問題発生時の協力体制、対応手順等の調整が必要になる。 

④ 現行機器導入ベンダが提供する残存機器を継続使用 

平成１３年度以降導入した残存機器を継続使用することとしており、限られたスペースでリプ

レース作業を実施することとなるため、撤去機器の搬出日程調整又は稼働検証時の性能評価

における責任範囲等の調整が、新規機器導入業者と現行機器導入業者間で必要である。 
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⑤ 技術的支援の引き継ぎ 

技術的支援の引き継ぎにはマニュアルが必要であるが、機器のリプレースに伴うマニュアル

の改修が必要となるため、現行機器導入業者との引き継ぎ作業が複雑である。 

 

ＫＳＫシステムのような大規模かつ高信頼性が求められるシステムのリプレースの場合は、シス

テムを稼働させながら長期間にわたる作業を実施することから、リプレース期間中においても、現

状のサービスレベルを維持した安定的な運用を確保し、限られた期間内に高い品質水準を確保し

たリプレース作業を完遂する必要がある。このため、ＫＳＫシステムは非常に難易度の高い大規模

なリプレース作業であり、高度なＰＭ管理機能を備えた体制が重要であることから、今回のリプレ

ースに際してはＰＭ機能の強化を図り、計画段階でシステム全体のリスク管理が可能な体制を確

保する必要がある。 

また、上記の①から⑤の関連実施作業等の課題から、今回のような大規模かつ複雑なリプレー

ス作業を遂行するには、特にベンダ間連携への対処が重要であり、各ベンダの協力体制の確保が

必須であると考えられる。 

よって、複雑なベンダ連携が必要であり、機器については一括調達する必要がある。 

 

なお、随意契約から入札方式へ変更する場合の留意事項として、ＫＳＫシステムについて知識が

ない新規業者を考慮して、入札仕様書には機器の選定条件(ＡＰ互換を保証するための条件、既

存ＫＳＫシステムとの接続条件等)を具体的に明記する必要がある。 

リプレース作業に伴う、事前検証・システム移行・データ移行作業の実施についても、入札仕様

書に記載する必要がある。 

更に、入札化するに当たっては、発注者側の稼働負担として、入札審査等手続きが煩雑であり

事務処理量が増加すること、また、各契約業者の管理において発注者側の負担が増加することに

ついても考慮しておく必要がある。 

 

通信回線については、ホストコンピュータと一括調達されている。ＫＳＫシステムの通信回線条件

として離島を含めた全国へのネットワーク構成、帯域の保証が必要となるが、複数の通信事業者

から新たなサービス種目も提供されていることから、ＫＳＫシステムに適用できるネットワーク構成

を検討する余地がある。また、電気通信事業法の改正（平成１５年７月）に伴い、総務省において

認可制度の緩和等にかかる措置が検討されており、通信事業者の多様化も進むものと考えられる

ことから、これらの状況を踏まえた上、現在の通信回線費用と比較した経済性の効果を考慮して、

通信回線について分割調達の可能性を検討する必要がある。 

なお、今後のあるべき調達方法のイメージ図を、図 ４.２-１「今後における調達イメージ」に示

す。 
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図 ４.２-１今後における調達イメージ 
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(2) 端末機等 

 

ＯＣＲ関連機器については、ＫＳＫシステムとしてＯＣＲ用スキャナへ文字走査機能及び漢字読

取機能、イメージ処理機能、帳票色機能、グレー処理機能等の独自カスタマイズ機能を追加してい

るため、既存システムとの連接性が高い状況にある。また、ＯＣＲ関連機器については、調達単位

として関連機器全体となっており、高額な機器でありコスト比率も高い。 

その中で、構成品的に既存システムとの連接性が低いＯＣＲイメージサーバ及びＯＣＲマスター

ステーションについて、汎用サーバ化、汎用ＰＣ化により入札化し、分割調達することによってコスト

削減の可能性がある。 

なお、ＯＣＲ関連機器の調達単位を分割することによるハードウェア更改時の動作確認試験及

び設置調整について、複数調達業者間での時期調整及び十分な責任範囲の明確化を考慮する必

要がある。 

全国の国税局及び税務署等に設置している通信機器（ルータ）については、局・署をまたがるデ

ータ転送が行われるため、保守責任等の観点からネットワークシステムとしてホストコンピュータの

提供業者から調達している。しかし、通信回線の種類及び通信プロトコルの指定等、一定条件を調

達仕様書に付することによる通信機器（ルータ）の分割調達、又は通信回線に通信機器（ルータ）

を含めた調達等を視野に入れて検討していく必要がある。 

 

 

(3) 機器保守 

 

端末機等の保守契約については、通常の保守契約に比べトラブル時にのみ保守を依頼するス

ポット保守契約の方が故障発生率の低下に比例して安価になることが一般的である。したがって、

今後の検討課題として故障発生状況及びＫＳＫシステム側の故障切り分け等の一次保守対応能

力等を考慮するとともに、スポット保守による有償修理との料金比較及び運用面への影響等を考

慮した上で保守契約の見直しを行うことも検討に値すると考える。 

ただし、スポット保守の場合は即応体制の低下が想定され、上記の一次保守対応能力等が重

要となるので注意が必要である。 
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【 今後のオープンシステム化に向けた調達方法の考察 】 

 

今後のオープンシステム化におけるシステム構成、条件等は確定していないので、一般的な調達

方法の考察を以下に述べる。 

 

新規のシステム開発について調達する場合は、プログラム開発（ハードウェアとアンバンドル化）、

サーバ等の機器、端末機等を安定的な運用を考慮しつつ、業務システム単位、導入時期単位、又は

端末機等の項目単位による分割を検討し、個別の契約とする等により、入札の可能性拡大を検討す

るとともに調達の透明性・公平性を確保する必要がある。 

その場合、調達範囲が分かれることにより価格算出が明確になり価格を抑えられる可能性が高い

と想定される。 

しかし、その反面それぞれの適用技術の判断、複数業者技術のシステムとしての統合及び調整が

必要であり、このような調整等においては発注者側における適切なコントロールが必須条件となる。

そのためには発注者側のスキルを高める必要があり、外部専門家（ＰＭ支援）を調達する等の検討

がまずもって必要である。 

以上のことから、調達範囲を決定するには、システムの安定性、信頼性、保守性、コスト等を総合

的に判断することが必要と言える。 

また、現状の調達単位より細分化した調達項目単位等に分割して調達することを可能にするため

には、国税庁における調達体制の強化を図る必要性がある。そのためには、以下の内容について、

今後検討することが有効である。（次回でのリプレース作業においても、調達単位を細分化した分割

調達を行う場合も同様の調達体制の強化が必要である） 

 

・分割調達を管理する調達側のスキル強化 

・分割調達によるリスク回避のため、各種実施作業のノウハウについての手順書の必要

性 

・調達プロセス全体の一貫性を確保するための引き継ぎ資料整備の重要性 

 

更に、オープンシステム化に向けた新規のプログラム開発等について複数年にわたる開発の場合

は、導入初年度の入札において翌年度以降の随意契約を見越した安値入札が発生するという随意

契約の問題点を解消するためにも、導入初年度において複数年契約をすることを検討する必要があ

る。この場合はソフトウェアのライフサイクルを考慮した価格評価等をする必要がある。 

なお、プログラム開発等に関する契約の見直しは、ノウハウ継承や障害対応を十分検討の上行う

必要がある。 
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４.３ セキュリティ面における改善策 

 

問題点及び検討課題においてあげられたセキュリティの問題及びＫＳＫシステムのうちオープンシ

ステム化対象の業務システムのセキュリティ確保の観点から、検討した改善策を以下に示す。 

 

４.３.１ 前提条件 

 

改善策を検討する上での、前提条件を次に示す。 

 

① 端末機統合によりＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業務システムの全ての

業務システムを一台の端末機で処理することとする。 

② 現状の国税庁ＷＡＮのネットワークはＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業務

システムで共用するが、それぞれ専用の帯域である（相互干渉はない）。 

③ 現状の国税庁ＷＡＮのネットワークのうち、ＯＡ系業務システムで利用している帯域については、

外部と１箇所で接続し、ファイアウォールを設置している。 

④ ＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システムは個人情報を扱っているが、ＯＡ系業務システム

は個人情報を扱わない。 

⑤ ＫＳＫシステムのうちオープンシステム化対象の業務システムは①の端末機を共用して利用し、

国税庁ＷＡＮのネットワーク（ＯＡ帯域）を利用する。 

 

４.３.２ 検討結果 

 

(1) ネットワーク、システム方式等の観点からの検討結果 

 

① ４．３．１の前提条件①から④の条件に基づく必要なセキュリティ対策の検討 

 

想定される脅威と現時点において取られるべき対策は、以下のとおりと考えられる。 

 

不正アクセス、なりすまし、ウィルス、セキュリティホール、盗聴、盗難等の外部からの脅威に

対する技術的対策としては、 
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・侵入検知及び監査ログ収集等のためのＩＤＳ（不正侵入検知システム）の設置 

・ファイアウォールの設置 

・ＩＤ及びパスワードによる利用者認証 

・利用者ごとのアクセス制御 

・データ盗聴防止のための暗号化ツール 

・ウィルス検知、駆除のためのウィルス対策ソフトウェア 

が考えられる。 

 

また、運用面の対策として 

・運用監視体制による不正アクセスの監視、システムログ等の管理 

・アクセスログ等の監視と解析、情報システム専用室への入退室管理、電子媒体等の保

管管理、アクセス権限管理、重要ファイルの取扱い管理等セキュリティポリシーに基づい

た運用管理 

等の導入が挙げられる。 

 

ＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業務システムのいずれについても、上記

対策については、ほぼ全て実施しており、現在の技術及び社会的な観点から見て、考えられる

一般的な対策を採っている。 

 

なお更なる改善策として、国税庁では、毎年７月には国税庁全体の１／３に当たる約２００００

人の職員が異動しているため、このような人事異動の特殊性による利用者認定におけるパスワ

ード管理の課題を解決するとともに、システム管理者の稼働削減やセキュリティ向上等さまざま

な効果をもたらす「シングルサインオン」を実現する統合認証プラットフォーム1を構築することが

望ましい。 

 

② ４．３．１の前提条件⑤に基づくＫＳＫシステムのうちオープンシステム化対象の業務システムが

国税庁ＷＡＮのネットワーク(ＯＡ帯域)を利用する場合についての検討 

 

現状のＫＳＫシステムは、専用帯域を利用した閉域網構成であることから、ネットワークを通じ

た外部からの侵入等の可能性はない。一方、現状のＯＡ系業務システムはインターネットやＥメ

ール等外部との接続があることから、技術面、運用面のセキュリティ対策をほぼ全て実施してい

るとはいえ、ネットワークを通じた外部からの侵入等の可能性がないとは言えない。 

ＫＳＫシステムのうちオープンシステム化対象の業務システムは個人情報を扱うことから外部

                                               
1 各システムのユーザ情報等を一元的に管理し、「シングルサインオン」やさまざまな認証方式、アクセス制御、システム関連携、

システム管理運用等を実現するシステム。利用者の利便性向上、システム管理者の稼働削減、セキュリティ向上等の効果が予

想される。 
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との接続があるＯＡ系業務システムのネットワーク（帯域）とは分離し、外部と接続しない別回線

又は別帯域としなければ、現状と同様のセキュリティを確保することができないと考えられる。 

 

その場合、現在の一般的な技術水準からすれば、帯域を分割することにより十分なセキュリ

ティの確保が可能と考えられるが、より高度なセキュリティレベルを追求する場合には、別回線

にすることが望ましい。 

なお、費用対効果等を踏まえ、ＯＡ系業務システムと外部との接続を切り離し、別途インター

ネット接続するＰＣを設置することも検討すべきである。 

 

(2) 端末機を共用する観点からの検討結果 

 

① 端末機統合後の場合の検討 

端末機統合により、ＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、ＯＡ系業務システム、ＫＳＫ

システムのうちオープンシステム化対象の業務システムの全ての業務システムを１台の端末機

で処理することになるが、各システムは、メニュー等で業務システムを選択して実施することにな

るので、システム的な相互干渉はないと考えられる。 

 

また、（１）①で述べたＩＤＳ、ファイアウォール、接続認証・業務認証等の対策を講じているので

セキュリティ侵害に対する防御が多重にされることになり、端末機まで侵入される可能性は非常

に少ない。 

更に、（１）②で述べたように回線又は帯域が分離されていれば、端末機への不正侵入の可

能性は現状において外部との接続のあるＯＡ系業務システムのみであり、閉域網かつセンタと

の通信が主であるＫＳＫシステム、国税電子申告・納税システム、及びＫＳＫシステムのうちオー

プンシステム化対象の業務システムを経由して端末機まで侵入される可能性は極めて少ない。 

 

なお、仮にファイアウォールをくぐり抜けて、外部から浸入される危険性を想定した更なる改善

策としては、導入、維持管理の煩雑さ、コスト等の課題はあるものの、個々の端末機にパーソナ

ルファイアウォールを導入し、端末機への侵入を阻止する方策を講じることにより、更なる強固な

セキュリティを確保できると考えられる。 

 

② 端末機にデータをダウンロードする場合の検討 

ダウンロードデータの扱いについては、データの暗号化、画面ロック操作の励行等、情報が容

易に利用されないような対策を講じることにより、セキュリティが確保できると考えられる。なお、

この問題は現状においても生じうる問題である。 
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以上の検討結果のとおり、上記のデータの暗号化等新たな技術的対策を講じることでセキュリ

ティの確保が図れることから、端末機を共用してもセキュリティ面において特に問題はないと考えら

れる。 

 

(3) セキュリティのまとめ 

 

これまで述べてきたようにＫＳＫシステムのうちオープンシステム化対象の業務システムを国税

庁ＷＡＮ上のネットワーク上で稼働させる場合のセキュリティ対策については、国税庁で扱うデータ

は極めて高いセキュリティを求められることから、コスト面の検討を十分行った上で、可能であれば

個人情報を扱う業務システムはインターネットから切り離すことが望ましい。 

なお、セキュリティに対する脅威には外部からの脅威と内部からの脅威があるが、不正アクセス、

ウィルス､盗聴等の外部からの脅威に対しては如何にセキュリティホールを塞ぐかが重要である。

新の対策を取ったとしても、防ぐことのできない想定外のトラブルもありうることから、これらに対

処するためにはネットワーク監視、ウィルス監視等のセキュリティポリシーに基づいた運用管理が

重要である。 

また、データの無断持ち出し、ＰＣの盗難、情報漏洩等の内部からの脅威に対しては、暗号化、

認証技術等の技術的対策と入退室・鍵管理・保管管理等の運用面の対策が必要である。 

しかし、多岐に渡るセキュリティ製品を設定管理等する場合には、膨大な時間がかかる。当然な

がらミスも発生しやすくなるので、セキュリティポリシーに基づいた集中管理体制を敷くことが必要

である。また監査等による検証と牽制も必要である。 

終的に、セキュリティ対策としては被害を如何に 小限に食い留めるかがポイントとなる。そ

のためには技術的対策のみではなく、セキュリティポリシーによる管理、セキュリティに対する職員

の認識向上等、センタ、ネットワーク、端末機、運用等を総合的に考慮したバランスの取れたセキュ

リティ対策と逐次その見直しが必要であると考える。 
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４.４ まとめ 

 

現状把握から導き出された問題点及び検討課題に対する改善策についての検討結果をまとめる

と以下のとおりである。 

 

(1) システム面の改善策 

 

システム面の改善策の実施方法として、経済性・効率性においてはオープンシステム化、安定

性及び信頼性を重視する場合は当面はメインフレームによる方法となる。したがって現時点では、

ＫＳＫシステムにおいてはオープン系システムとメインフレームの混在型となる。 

 

オープンシステム化対象業務システムについては、以下のことが言える。 

① オープンシステム化についての経済性の検証ではコスト削減の効果が期待できること、必要に

応じて業務システム見直しを実施することによる適正規模化等を図ることにより効率性が改善

されること、また現状と同様のセンタ機器の故障時における冗長化対策及びセキュリティポリシ

ーに基づいた安全対策等を講じることにより、業務要件に合った安定性及び信頼性及びセキュ

リィティの確保が可能であること。 

② 高信頼性の確保を必要とする課税系の主要業務システムは、今回のオープンシステム化対象

業務システムには含まれないこと。 

 

以上により、現時点におけるオープンシステム化の実施に当たって刷新の可能性は十分にある

と考える。 

 

オープンシステム化計画については、ＫＳＫシステムの場合、大規模なシステムで安定性及び信

頼性確保の面からオープンシステム化は困難な業務システムがあるので、それらを除いた業務シ

ステムについてオープンシステム化を実施することとなる。現時点においてオープンシステム化の

対象となる業務システムについては、独立性が高く簡易・一般的業務システムとなり、ステップ１、２

の二段階に分けてオープンシステム化を検討する。 

なお、オープンシステム化時期がステップ２に該当する業務と、今回は業務の重要性や安定性

及び信頼性等の影響度を考慮の上、オープンシステム化対象外となった課税系の主要業務システ

ムについては、以下の点を考慮の上、 適化計画の策定の中で、再度見直す必要がある。 
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① オープンシステム化費用のうちプログラム開発費用は、業務とシステムの見直しにより開発規

模を削減し費用低減が可能であることから、業務の見直しとシステムの見直しを行うこと。 

② 技術進歩のスピードの速さ及び市場動向の変化を考慮すると、オープン系システムの安定性

及び信頼性も更に向上するとともにオープンシステム化事例も増加するものと考えられること。 

 

また、今回は刷新可能性の調査であるので、実行に向けた細部までの検討は行われていない。 

したがって、 適化計画の策定及び具体的作業の実施に当たっては、更に詳細に検討を進める

必要がある。また、本報告は現時点における取りまとめ・調査結果であるので、将来の技術進歩に

よるコスト低減及び外部環境の変化・ 新技術動向・事例等を踏まえて見直しをする必要がある。 

更に、改善効果を上げるためには、業務の見直しとシステムの見直しを別途検討し、システムの

改善に反映する必要もあると考える。 

 

(2) 調達面の改善策 

 

調達については、随意契約対象機器等の調達単位を再度見直すとともに、分割調達化により入

札拡大を図るなど弾力的な運用が必要である。改善策の実施に当たっては、分割調達の拡大及

び調達対象の増加によって全体を統一的にコントロールする必要があるので、発注者側の作業を

支援するために外部専門家（ＰＭ支援）を調達することが望ましい。その上で平成１７年度のホスト

コンピュータリプレースにおけるハードウェア調達に当たっては難易度の高い大規模なリプレース

作業であるため、各ベンダを一括調達する必要があるが、その周辺分野についてはできる限り分

割入札化をするのが望ましい。 

 

オープンシステム化時における調達については､新規システムの開発の場合、プログラム開発

（ハードウェアとのアンバンドル化）、サーバ等の機器、端末機等を安定的な運用を考慮しつつ、業

務システム単位、導入時期単位、又は端末機等の項目単位による分割を検討し、個別の契約とす

る等により、調達の透明性・公平性を確保する必要がある。 

 

(3) セキュリティ面の改善策 

 

セキュリティについては、ＫＳＫシステムのうちオープンシステム化対象の業務はＯＡ系業務シス

テムと同一ネットワーク帯域を利用することから、現状のＫＳＫシステムと同様のセキュリティを確保

するためには、外部からの侵入等対策として外部と接続しないネットワーク構成とする必要がある

と考える。 
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